
犀雪署三三］

栄典事務担当者メモ

令和2年7月

国税庁人事課考査係



目 次

栄典の概要

1 栄典の種類

（1） 勲章 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・…・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・

（2） 褒章 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ．…・ ・ ・ ・ ． ．…・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ．…・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

（3） 勲章と褒章の相違…・…………・ ・ ・………． ．……・・ ・

（4） 位階…・………． ．…・…・ ・ ・…． ．……・…・ ・ ・ ・ ・ ・ ・…．

2 発令の区分等による分類
｡

（1） 生存者叙勲 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
■

（2） 死亡叙勲 ・…・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・…・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・…・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

（3） 褒章と遺族追賞 ・…・ ・ ・ ・…・…・ ・ ・ ・ ． ．……・ ・ ・ ・ ・…． ．…．

（4） 叙位 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

3推薦某準

（1） 春秋叙勲の推薦基準 ． ．………・…． ．…・…・ ・ ・ ・ ． ．…・…

（2） 褒章の推薦基準 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ．

4栄典が授与されない者 ． ・ ・ ・ ・…・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・…・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ・ ・ ・ ・

春秋叙勲・褒章の事務

1 日程 ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ． ． ・ ・ ・

2 手続き ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

3 候補者の選考に当たって特に留意すべき事項 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ．

4潰族追賞 ． ．…・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・…・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・……・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・…・ ・
夕

5 再叙勲等 ． ．､・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

高齢者叙勲の事務

1 概要 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ．

2 対象者 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

3 日程 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ．

4 手続き ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

死亡叙位・叙勲の事務

1 概要 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2 対象者 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

3 日程 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

4手続き ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

5 注意事項 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

元職員における叙勲対象者管理の方法 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・…． ．………

I

１
２
２
３

４
４
４
４

６
７
８

Ⅱ

10

11

13

14

15

Ⅲ

７
７
７
８

１
１
１
１

Ⅳ

20

20

20

21

22

23V



五 栄典の根王要

1 栄典の種類

栄典は大別して、勲章、褒章、位階の3種類がある。

（1） 勲章

勲章は、国家又は公共に対し功労のある者を広く対象として、その功労の質的な

違いに応じて、旭日章又は瑞宝章が授与される。

きよくじつだいじゆしよう

④旭日大綬章

ずいほうだいじゆしよう

④瑞宝大綬章

旭
日
と
瑞
宝
は
同
格

きよくじつじゆうこうしょう

⑤旭日重光章

ずいほうじゆうこうしょう

⑤瑞宝重光章

きよくじつちゅうじゆしよう

⑥旭日中綬章

ずいほうちゅうじゆしよう

⑥瑞宝中綬章

きよくじつしょうじゆしよう

⑦旭日小綬章

ずいほうしようじゆしよう

⑦瑞宝小綬章

きよくじつそうこうしよう

⑧旭日双光章

ずいほうそうこうしよう

⑧瑞宝双光章

きよくじったんこうしょう

⑨旭日単光章

ずいほう たんこうしょう

⑨瑞宝単光章

（民間人等）
顕著な功績を挙げた者

（公務員等）
公共的な業務に長年にわ
たり従事して功績を積み
重ね、成績を挙げた者

(旧勲等）

(注1） 平成15年5月20日閣議決定により 「勲章の授与基準」が見直され、旭日章

及び瑞宝章は、功労の質的な違いに応じた別種類の勲章となり、男女に共通し

て授与されることとなった。

なお、勲七等及び勲八等は、平成13年より運用が行われていないため、廃止

された。

(注2） 上記の勲章以外に、銀杯（菊紋）又は木杯（菊紋）を贈与することがある。

(注3） 叙勲に関する事務は内閣府賞勲局が所管している。

1

だいくんいきっかしょうけいしょく

①大勲位菊花章頸飾

だいくんいきっかだいじゆしよう

②大勲位菊花大綬章

どうかだいじゆしよ う

③桐花大綬
＝

早

勲一等

勲二等

勲三等

勲四等

勲五等

勲六等



(2)褒章

褒章は、その分野ごとの功績に対して授与されており、次のものがある。

しょくはん

(注1） 2度以上同種の褒章を授与すべき場合は、褒章に代え、飾版を授与する。

(注2） 褒章（紺綬褒章を除く｡）を授与されるべき者が死亡した場合は、その遺族

に銀杯（桐紋）を授与する。

ほうじょう

(注3） 褒章を授与されるべき者が団体である場合には、褒章に代え褒状を授与

する。

(注4） 紺綬褒章を授与されるべき者が死亡した場合は、その遺族に褒状又は木杯

（桐紋）を授与する。

(注5） 紺綬褒章には木杯（桐紋）を併せて授与することがある。(注5）

(注6） ○印は春秋2回発令されるもの。

(注7） 褒章に関する事務は、内閣府賞勲局が所管している。

(3) 勲章と褒章の相違

勲章は、その者の全生涯における功績を顕彰するのに対し、褒章は、特定の分野

における功績を顕彰するものである。

2

種 別 賜与対象
O G

こうじゆほうしよう

○紅綬褒
＝

早

りょくじゆほうしょう

○緑綬褒
＝

早

おうじゆほうしよう

○黄綬褒
＝

早

しじゅほうしよう

○紫綬褒
＝

早

らんじゆほうしよう

○藍綬褒
＝

早

こんじゆほうしよう

紺綬褒
一

早

自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した者

長年にわたり社会に奉仕する活動に従事し顕著な実績を挙げた者

業務に精励し他の模範となるような事績を有する者

科学技術分野における発明・発見や学術・芸術分野における優れた業

績を挙げた者

産業の振興社会福祉の増進等に優れた業績を挙げた者又は公共の事

務に尽力した者

公益のため私財を寄附した者



(4)位階

位階は、位階令（大正15年勅令第325号）により定められ、

に区分されている。

位階は、現在、死亡者に対してのみ運用されている。

正従各8階の16階

位階は、元来、宮中における席次を表すものであった。

位階に関する事務は、内閣府大臣官房人事課で所管している。

(注1）

(注2）

3

区分 読み方 区分 読み方

正一位 しよういちい 正五位 しよう ごい

従一位 じゆ いちい 従五位 じゆ 言い

正二位 しよう にい 正六位 しよう ろくい

従二位 じゆ にい 従六位 じゆ ろくい

正三位 しょう さんみ 正七位 しよう しちい

従三位 じゆ さんみ 従七位 じゅ しちい

正四位 しよう しい 正八位 しよう はちい

従四位 じゆ しい 従八位 じゆ はちい



2発令の区分等による分類

（1）生存者叙勲

生存者叙勲は、生存している者を対象として行うものであり、主として次のよう

なものがある。

イ春秋叙勲

70歳以上の生存者を対象として行われる者であり、春（4月29日)､秋（11

月3日）の2回発令され、各回おおむね4,000名程度を目途としている。

口高齢者叙勲

88歳（米寿）になった者について発令されるものであり、春秋叙勲によってい

まだ叙勲されていない功労者に対して行われる。

高齢者叙勲の発令日は毎月1日であり､前月2日から発令日までに満88歳に達

した者について発令される。

ハ緊急叙勲

緊急叙勲とは、風水害、地震、火災その他非常災害に際し、身命の危険を冒し

て、被害の最大防止援助等に努め、顕著な功績を挙げた者、その他、特に顕著な

功績を挙げて、緊急に勲章を授与することが必要な者を対象とする叙勲である。

過去の例としては、伊勢湾台風の来襄に際し、最後まで職場にあって、一般の

人々の避難誘導の電話連絡に当たった電話交換手に叙勲が授与された例などがあ

る。

なお、国税庁関係での例はない。

(2)死亡叙勲

死亡叙勲は、国家又は公共に対し功労のあった者が死亡した場合に、その功労に

鑑み、春秋叙勲とは別に行われるものである。

発令日は、生前最後の日 （死亡日） とされており、生前に勲章が授与されている

ように擬制されている。

したがって、その手続期間も死亡の日から30日以内に閣議決定･裁可の手続を完

了させるよう制限が課せられている。

(3)褒章と遺族追賞

褒章は、生存者に対し、春（4月29日)、秋(11月3日）に発令され、各回おお

むね800名を目途に発令されるが、

遺族追賞は、褒章の基準（年齢を除く）を満たしている者が死亡した場合に、そ

の遺族に対して銀杯又は木杯若しくは褒状を授与して、死亡者を追賞するものであ

り、死亡の日からSか月以内の月の最終閣議に付されることとなる。実際の取り扱

い上は、褒章推薦中に死亡した場合に限られている。

(4)叙位

叙位は、既に叙勲されている者又は叙勲基準に該当している者が死亡した場合に

発令されるものであり、手続は死亡叙勲と同様である。ただし、叙勲を受けた者で

4



F

も叙位の基準を満たしていないケースもあり、その場合においては推薦対象外とな

るため留意すること。

！

I

ノ ー一

一

I
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3推薦基準

（1） 春秋叙勲の推薦基準

年齢

元

職
員

70歳以上

納

70歳以上

税

税
理 70歳以上

士

酒
類
業
70歳以上

二
類
分
野

70歳以上

(注） 褒章受章者は受章後5年を経過していること。

(参考）

ｌ
■
■
ｌ
■
■

’
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(2) 褒章の推薦基準

■年齢

納

藍
綬
60歳以上

税

藍
綬
60歳以上

税
理
士

黄
綬
60歳以上

藍
綬
60歳以'三

酒
類
業

黄
綬
60歳以上

黄
綬

杜
氏 60歳以上

(注） 公務員歴による褒章はないが、元職員で上記の基準に該当する場合には褒章が

授与される。

ワ

イ



4栄典が授与されない者

栄典の受章に当たっては、過去に行った行為や置かれた社会的立場など、その者に

関する全般にわたり他から非難されるものであってはならない。

栄典を授与するにふさわしくない者について、授与を差し控えるかどうかの判断は

個々の候補者についてそれぞれ判断するものであるが、次に掲げる場合は原則として

栄典の授与は行わないものとして取り扱う。

(1)候補者自身又は候補者の関係する法人が、

イ警察官若しくは検察官等による取調べを受けてその処分が未定の場合又は刑

事訴訟係属中である場合

ロ刑罰又は反社会性の強い行為を行うことによって重加算税の賦課、許認可等の

取消し、登録の抹消、業務の停止等の行政処分を受けて一定期間を経過していな

い場合

ハ公正取引委員会による調査を受けてその処分が未定の場合、審理が係属中であ

る場合、審決等を受けて一定期間経過していない場合

二公害、人身事故等の問題が存し、補償その他の措置が修了していない場合

（

■■■

(2)候補者の親族又は候補者の指揮監督下にある者が、候補者又はその関係する法人

等のために行った行為に関し警察官等による取調べを受けている場合、刑事訴訟が

係属中である場合又は刑罰を受けて一定期間経過していない場合

(3)候補者が関係する企業等について、公害、人身事故等の問題が存し、補償その他

の措置が修了していない場合

(4) 自殺、遭難等、社会的に迷惑をかけるような死亡原因がある場合

(5)候補者又は関係法人が破産、倒産した場合

(6) その他栄典を授与するにふさわしくない行為があった場合

イ過去に所属した団体等について、マスコミ等による不祥事等の報道があった場

合には、地域での風評や関係者の感情等を考慮して、受章時期及び栄典授与の可

否についても慎重に検討する。

ロ人身事故発生後、一定の期間が経過した場合であっても、死亡人身事故等の重

大な事故であった場合には、栄典が授与されない場合がある。

8



’’(7)

’
’

｜’(注）

｜
’

(8) 税務行政事務功労の候補者について

イ懲戒処分(免職.停職.減給.戒告)を受けていた場合には推薦しない｡■

’
’

’

6（注）

ロ■■■■ ｜文官分限令’’－1－4 （兵役)による休職、
－’
(注）

9
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Ⅱ春毛k叙勲・褒章の事務

1 日程

10

春叙勲 秋叙勲 褒 章

8月
上旬

下旬

栄典候補者推薦指
一

刀く 文書の発遣 （庁 → 局）

関係民間団体役員名簿等の提出 （局 → 庁）

9月

上旬

中旬

推薦予定数の連絡 （庁 → 局）

事前連絡分の書類提出

（ 局 → 庁 ）

10月 中旬 候補者名簿・推薦書類提出（局→庁）

11月
上旬

賞勲局局議（事前分）

推薦書類の提出

（ 庁 → 省 ）

12月 26日
推薦書類の提出

（省 －う 賞勲局）

1月
中旬

下旬

賞勲局ヒアリング

↓

2月

上旬

中旬

賞勲局局議

↓
↓
↓

事前連絡分の書類提出

推薦書類の提出

（ 局 → 庁 ）

候補者名簿の提出

事前連絡分の書類提出

推薦書類の提出

（ 局 → 庁 ）

3月 中旬 内
一

ﾌF

4月
中旬

29日 発 令

推薦書類の提出

（ 庁 → 省 ）

賞勲局局議（事前分）

5月

15日

中旬

下旬

勲章伝達式
推薦書類の提出

（ 庁 → 省 ）

賞勲局局議（事前分）

推薦書類の提出

（省 → 賞勲局）

6月

上旬

30日
推薦書類の提出

（省 －＞ 賞勲局）

賞勲局ヒアリング

↓
↓

7月 賞勲局ヒアリング 賞勲局局議

8月 賞勲局局議

9月
上旬

中旬 内
一

刀マ

内
■■■■■■■■

刀く

11月
3日

■
凸
８
句
日

１
■
中旬

発 令 発 令

勲 章
一二

袋 章 伝 達 式



2手続き

（1） 関係民間団体役員名簿等の提出

叙勲推薦予定者の把握及び管理のために作成する。

当該名簿に掲載の者から春秋叙勲、褒章の候補者を選考する。

(2)事前連絡分書類の提出

次に該当する候補者については、賞勲局に連絡する必要があることから事前に必

要書類を提出する。

①旭日 （瑞宝）大綬章を希望する候補者

②新しい分野の候補者

③過去において、賞勲局へ書類提出後取り下げ又は辞退等をしたことのある候

補者（内示後辞退又は取り下げした場合は､原則として3年間は推薦不可）

④再叙勲を希望する候補者

⑤栄典の受章環境について検討を要する候補者

人事課・主管課で把握している情報のみならず、インターネット等で、過去

の報道の状況等を確認する。

※候補者又は主宰する法人が刑罰を受けた場合、警察等の取り調べを受けた

場合、重加算税を賦課された場合、独禁法に基づく調査、審決、命令等を

受けた場合、許認可取消、営業停止等の行政処分を受けた場合、懲戒処分

を受けた場合、法人等の経営状況に問題がある場合（著しい赤字の累積が

ある等)、暴力団員との関係が疑われる場合、争訟が見込まれる当事者であ

る等が該当する。

⑥その他（基準や先例に照らし問題があると思われるもの等）

（注）事前連絡漏れによって推薦できない場合もあるので、事前連絡の要否の判

断は早めに行い、 くれぐれも連絡漏れのないように注意する。

(3)上申書類の提出

次の書類を別添の作成要領に従い作成し、庁へ提出する。

・候補者名簿

・審査票

・功績調書

・履歴書

・刑罰等調書

・戸籍抄本

・その他必要書類（団体規模調等）

(4) 庁における審査等

各局の候補者について、庁において推薦書類の審査、候補者の全国的な調整を行

った後、財務省秘書課へ推薦書類を提出する。

推薦書類は省での審査の後、賞勲局へ提出される。
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(5) ヒアリングに対する対応

各候補者の書類、功績の内容について省から賞勲局に説明する。

ヒアリング前後に、内容の照会や追加資料等の提出を求められることがあるが、

回答期限が短いため、迅速に対応すること。

(6) 内示

賞勲局からの内示後、候補者について次の事項を確認し、その結果を報告する。

①刑罰等関係の調査（内示前に調査しておく）

②受諾の意向確認

③前叙の確認

④氏名（字画、読み仮名)、生年月日、年齢の確認

⑤主要経歴（職名）の確認（変更の場合はその年月日も調査する）

⑥現住所及び郵便番号の確認（変更の場合はその年月日も調査する）

《内示の例》

○○国税局人事第二課で栄典担当をしている○○でございます。

本日、内閣府から○○○○様に対し、○○章の勲章（褒章）を授与する旨

の内示がありましたので、ご連絡します。

誠におめでとうございます。

つきましては、勲章をお受けになるかどうか確認させていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。

【受諾の場合】

発令は○月○日となっております｡○月○日の発令日までは今回の叙勲(褒

章）の件につきましては、内々にお願いいたします。

伝達式は三田共用会議所（東京都港区三田）において、○月○日に行われ

る予定です。

勲章（褒章）の授与にあたり確認させていただきたい点がございます。

以下、前叙、氏名、経歴、住所、伝達式への出席等の確認、報道機関への

情報提供のお知らせ、悪質な勧誘販売についての注意等を行う。

【辞退の場合】

大変、御名誉なことでございますので、是非お受けいただければと存じま

すが、何か御事情などがあるのでしょうか。

（注）説得しながら、辞退の理由をしつこくない程度で聴取する。

可能であれば、 日を改めて再度説得する等の方法をとる。

内示後、叙勲（褒章）を辞退した者については、原則として、今後

の叙勲、褒章の推薦は行わないため、次回の受章の約束は行わないこ

と。

(注1）候補者への内示は、原則として課長補佐以上の者が行うこと。
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(注2）場合によっては、主管課を通じて内示しても差し支えない。

(注3）内示の際は、他人に口外しないよう候補者に注意を与えること。

(7) 生存確認

閣議決定後に、候補者が閣議決定以前に死亡していた事実が判明した場合、後日

の閣議において取消し決定を行う必要がある。このような事態を避けるため、閣議

日の前々日時点での候補者の生存を適宜の方法で確認し、庁へ報告する。

候補者の選考に当たって特に留意すべき事項

叙勲

①候補者は、単に役職の基準を満たしているというだけでなく、真に栄典にふさ

わしい者を選考すること。

②当庁関係以外の分野における経歴、功績についても十分に調査し、把握漏れの

ないようにする。

（注）必要に応じて各省庁に対して栄典協議を行い、経歴、勲等、国税庁からの推

薦の可否等について確認し、照会事績及びその結果を残しておくこと。

③今後、役職の伸びが期待され、更に上位の勲等が見込まれる場合には、主管課

とも協議し、推薦のタイミングを考盧したうえで推薦すること。

④特に民間分野においては、対象となるすべての者について検討し、栄典にふさ

わしいと認められる者が推薦漏れとならないよう十分留意すること。

この場合、局（所）において、ふさわしくないと判断した者については除外す

るとともに、その理由を明確にしておくこと。

⑤元職員については、財務省全体に与えられた受章者数の関係から、対象者全員

に春秋叙勲を授与することは困難な状況にある。

仮に、刑罰や不祥事等の把握漏れがあった場合でも、賞勲局推薦後の推薦者の

差し替えは行えないことから、推薦に当たっては風評等にも十分注意すること。

特に過去の報道の状況等については、インターネット等を利用して確認するこ

と。

元職員の候補者選定基準については、後掲のとおり。

⑥二類分野（行(二)職員）の候補者についても推薦漏れがないように常時管理し

ておくこと。

（注）局の診療所長は一類分野となるが、該当すると認められる場合には、事前に

庁に連絡すること。

⑦栄典に不適当な事由がないかどうかについて、公的機関、新聞報道及びインタ

ーネット等により確認できる事項は必ず調べること6

3

(1)

’⑧

■ ’
元職員の最終官職が同一の者についても同様とする。

13



(2) 褒章

①褒章は推薦しようとする分野ごとの基準を満たし、他の模範となる事績を有す

る者が対象となることから、賞勲局において功績の内容を重視している。

したがって、功績内容については叙勲以上に詳しく記載すること。特に、褒章

の種類が複数ある分野（税理士の黄綬と藍綬など）については、なぜその褒章に

推薦するのかが明確になるような功績内容を記載する。

②

P■■●凸凸申■車p●CD●■●●●■qやq●ゆ①■今■｡●■■●凸｡●■｡■●●●｡■申一■■■■■■■●｡■■■■●ゆ■｡｡●■●●｡● ｡｡■■■■■■＝■●●■由■■■■●●■

； また、今後叙勲での推薦を検討している場合は、褒章受章後の役職歴の伸び等！

；の検討状況を推薦書類提出の際に連絡すること （様式不問)。

:※例年、内閣府賞勲局から確認依頼の多い事項であることから、各局に確認依頼i

； を行うことなく庁において回答するため、予め情報収集しておくものである。 i
：．．．．．．．.．.．...........｡。.....．．......．．‐ロ.－．．．口色．．．｡.ﾛ.-.......■.、ﾛ.．．.･･･．q･････････cc･ロ－．｡｡．･･･････････････ﾛｰ････････････ﾛ･・・・｡P･･･ﾛ｡.｡｡・・・・・・・j

③叙勲と同様、当庁関係以外の分野における経歴､功績についても十分に調査し、

把握もれ、重複推薦等のないようにすること。

【春秋叙勲候補者元職員の推薦について】

各局（所）

1推薦対象

以下の要件をすべて満たす者

１
１
１

１
２
３

１
１
１

2推薦順位の決定

（1） 原則として、次の①から③の||頂で順位付けを行うこととするが、①から③のほ

か先例や最終官職等を勘案し、各人の功績により推薦順位を決定する。

①
②
③

｜ ■■

(2) その他

4遺族追賞

遺族追賞は、褒章に該当している者が死亡した場合、その遺族に授与されるもので

あり、基本的な考え方は叙勲・褒章同様であるが特に次の点に留意すること。

（1） 多分野で死亡叙勲に該当する場合もあるため、履歴は早期に調査し、死亡叙勲に

該当しないかどうかを検討すること。

（2）遺族に授与されることから、栄典が適当かどうかは、遺族についても十分調査す

ること （遣族の刑罰等調書の提出が必要になる)。
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(3) 追賞を行うべき特定の遣族1名を定めること。追賞を受けることができる範囲お

よび順位は次のとおり。

①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹

(4)遺族追賞は書類の作成時期に時間的な余裕（死亡日から3ケ月以内）があるが、

他分野で叙勲されることもあるため、経歴については早期に調査し、庁に連絡する

こと。

※なお、遺族追賞は褒章推薦手続中の候補者が亡くなった場合などに限られ、実

際には殆ど行われていない。

5再叙勲等

（1）褒章受章後の叙勲

褒章（紺綬を除く）受章後5年を経過しており、褒章受章後の功績の伸びがある

場合は叙勲の対象となる （例：平成28年秋の褒章受章者が令和3年秋に叙勲を受

けることは可)。

(2) 叙勲受章後の褒章

既に叙勲されている者は褒章の対象にはならない。

(3) 再褒章

黄綬及び藍綬褒章を受けている場合、再度これらの褒章を受けることは可能であ

るが、次の点に留意すること。

①先の褒章受章後5年以上経過していること。

②同一分野での再褒章は原則として行わない。
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(4) 再叙勲

再叙勲の対象者は原則として次の要件すべてを満たす者とする。

①抜群の功績を挙げている

②先の叙勲後7年以上経過している

③中綬章以上に擬叙される

（注1）小綬章以下に擬叙されるものであっても、年齢80歳以上の者につい

ては例外的に認められる場合があるので庁に相談すること。

（注2）既に授与されている勲章より上位の勲章に若干不足すると認められる

場合には杯が賜与される。
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Ⅲ高齢者叙勲の事務

1 概要

高齢者叙勲は、春秋叙勲により勲章を授与されていない功労者のうち、88歳になっ

た者を春秋叙勲とは別に勲章を授与するものである。

対象者

88歳になる者のうち、叙勲基準に該当する者

(注）旭双（瑞双）以上に擬叙される者のみを対象とする。

(注）褒章受章者に対する高齢者叙勲における勲章の授与については、原則として

褒章受章後5年以上の経過期間を必要としない｡

2

3 日程

※閣議は発令日の前月の最終閣議日に行われる。

(注）期限を徒過した場合には、原則として、以後死亡叙勲を含めて発令されないこ

ととなるため、 日常から対象者（88歳となる者）を管理しておく必要がある。

期限徒過が判明した場合には直ちに庁へ連絡すること。

17

誕生月日 推薦予定者の連絡 国税庁提出期限 発令日

1月2日～2月1日 10月中 11月20日 2月1日

2月2日～3月1日 11月中 12月20日 3月1日

3月2日～4月1日 12月中 1月20日 4月1日

4月2日～5月1日 1月中 2月20日 5月1日

5月2日～6月1日 2月中 3月20日 6月1日

6月2日～7月1日 3月中 4月20日 7月1日

7月2日～8月1日 4月中 5月20日 8月1日

8月2日～9月1日 5月中 6月20日 9月1日

9月2日～10月1日 6月中 7月20日 10月1日

10月2日～11月1日 7月中 8月20日 11月1日

11月2日～12月1日 8月中 9月20日 12月1日

12月2日 ～ 1月1日 9月中 10月20日 1月1日



4手続き

（1） 推薦予定者の連絡

発令月の4ヶ月前の月内に（例： 11月1日発令分を7月中に)、推薦予定者の氏

名、主要経歴、生年月日、勲等を入力した「高齢者叙勲推薦予定者名簿」 （エクセ

ルファイル）を庁へ送付する。

名簿に記載する主要経歴は略称とせず、審査票の表記と一致させる。

(2) 国税庁への上申

次の書類を別添の作成要領に従い作成し、庁へ提出する。

・勲章審査票

・功績調書

・履歴書

・刑罰調書

・戸籍抄本

・その他必要書類（団体規模調、兵籍簿等）

(3) 内示

発令月の前月中旬に「内示リスト」の交付がある。

対象者に連絡し、次の事項を確認する。

①受章の諾否

②前叙の有無

③内示リストの氏名及び住所等の訂正の有無

④勲記記名の確認（戸籍記載の字体（外字等）が記名される）

⑤緊急連絡先

(4) 生存確認

閣議決定後に、候補者が閣議決定以前に死亡していた雪

の閣議において取消し決定を行う必要がある。このよう7

日の前々日時点での候補者の生存を適宜の方法で確認し、

候補者が閣議決定以前に死亡していた事実が判明した場合、

消し決定を行う必要がある。このような事態を避けるため、

の候補者の生存を適宜の方法で確認し、庁へ報告する。

後日

閣議

(5)勲章等の伝達

発令月の中旬に国税庁に物件が届く。

（4月～5月、 10月～11月の発令分については、春秋叙勲の準備の都合上、内閣

府からの伝達が遅れることがあるため留意すること｡）

局は、庁から勲章等の物件を受領後、本人に交付する。

(6)情報提供

高齢者叙勲の受章者については、官報及び内閣府ホームページヘの掲載かつ、報

道機関への情報提供がなされている。

なお、官報への掲載タイミングは、賞勲局から名簿が印刷局へ渡された後の印刷
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事務スケジュールによるため、毎月一定の時期に掲載されるものではない。

また、受諾により公表（報道） される住所について、一般的に公表されるのは、

市区町村名までになる。ただし、各府省庁及び都道府県の栄典担当部局、報道機関

へ地番までの住所等の情報を提供しているが、そこから地番まで一般公開されるこ

とはない。
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・叙勲の雲妻矛努rV. EI苣叙仁Z

1 概要

死亡叙勲は、国家又は公共に対し功労のあった者が死亡した場合に、その功労に鑑

み、春秋叙勲とは別に随時実施しているものである。

位階は、官吏の序列を示すものであり、昔は能力によって位階を位置づけ、その位

階と能力に見合った官職に就けることで、官職の世襄制を妨げることに使用したが、

現在では､故人に限って授与しており、故人の功績を称え､追悼する意味合いが強い。

2対象者

（1） 死亡叙勲

①公務員等

瑞双以上に擬叙される者。

②民間人等

旭双以上に擬叙される者。

（注') ’
l

(注2）褒章受章者に対する死亡叙勲における勲章の授与については､原則として

褒章受章後5年以上の経過期間を必要としない。

(2) 死亡叙位

春秋叙熱高齢者叙勲を受章している者、死亡叙勲の対象となる者。

ただし、戦時功労により既に位階を叙されている場合、再度同位階を叙されるこ

とはない。

3 日程

死亡の日から起算して30日以内に閣議決定・裁可の手続きを完了させなければな

らない（根拠：昭和20年5月27日閣議決定「国家二勲功若クハ勲労アル者二対スル

病気危篤ノ際二於ケル叙勲又ハ勲章加授発令日附ノ特例二関スル件」 （注）外国及び

海外においての死亡のように、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない)。
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4手続き

（1） 言卜報連絡

死亡叙勲対象者の情報をメールにて庁へ連絡し、受付番号と書類の提出期限を確

認する。

物故者の最終官職が局課長又は税務署長級以上の場合は庁人事課秘書係において

長官名で弔電を打つため、下記事項を連絡すること。

・物故者名

・主要経歴

・死亡日

・通夜、告別式等の日時・場所（会場の電話番号）

・喪主名（物故者との続柄）

(2)遺族への連絡

死亡叙勲、叙位が推薦可能と判断できた段階で遺族と接触し、叙勲（叙位）の推

薦を検討している旨を伝え承諾を得る。

死亡原因が未把握の場合は確認すること。

承諾が得られなかった場合は、その旨、庁へ連絡すること。

（注）遺族へ連絡する際は次の事項を確実に伝えること。

・今後審査を経て決定するものであり、必ず受章できるものではない。

・発令後はその受章者として公表される。

(3) 国税庁への上申

次の書類を別添の作成要領に従い作成し庁へ提出する。

・勲章審査票（死亡叙勲に該当する場合）

・叙位審査票

・功績調書

・履歴書

・刑罰調書

・除籍抄本

・その他必要書類（団体規模調、兵籍簿等）
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閣議予定 日
死亡日から30日以内の最期の閣議日

※閣議は火曜・金曜に開催される。

発 令 日

生前の最後の日 （死亡日）に遡って発令される。

※勲章は本来着用することがたてまえであること

などの理由により、生前に勲章が授与されている

ように擬制されている。



(4)勲章等の伝達

閣議後2週間程度で、庁に物件が届く。

（3月中旬～5月中旬、9月中旬～11月中旬の閣議分については、春秋叙勲の準

備の都合上、内閣府からの伝達が遅れることがあるため留意すること｡）

庁から勲章等の物件を受領後、遺族に交付する。

5注意事項

（1） 生前に春秋叙勲、高齢者叙勲を受章している者については、その後、抜群の功績

がなければ、死亡叙勲は授与されない（叙位のみの授与となる)。

(2)

(3) 生前、叙勲を辞退した者又は辞退が予想される者の推薦は差し控えること。

性

(5

(6) 死亡日時が「○時頃」のように推定死亡である場合は、死因について事件性の有

無と栄典環境についての説明のため、死亡診断書（死体検案書）の写しとともに死

亡状況書（局補佐以上の押印が必要）を必要枚数提出すること。

(7)死亡叙位・叙勲の受章者については、官報に掲載されるのみで、報道機関への情

報提供は行っていない。
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V元耳哉員における叙勲夫f象者管玉里の方F法

1 対象者

最終官職時に所属していた庁または局において叙勲対象者として管理し、推薦とす

る（庁及び各局問の出向者を含む｡)。

なお、退職時に官房付や部付となる場合、官房付や部付となる直前の最終官職時に

所属していた庁または局において叙勲対象者として管理し、推薦元とする。

ただし、局長及び審判所長（沖縄所は除く）は、庁において叙勲対象者として管理

し、推薦元とする。

2管理方法

上記対象者の推薦元となる庁または局が､適宜の時期に管理簿へ搭載し､管理する。

3再任用職員

辞職時と再任用先の局が異なる職員については、辞職時に所属していた庁または局

において叙勲対象者として管理し、推薦元とする。

この場合において、再任用期間については審査票及び履歴書に記載するが在職年月

数に通算しないことに留意する。

4その他

最終官職が他局である者の言卜報連絡を受けた際は､速やかに該当局へ情報提供する。

また、推薦書類作成にあたって、必要となる書類（人事記録、功績調書、部内処分

等）が自局で確認できない場合は、適宜、庁及び該当局へ作業確認・依頼を行い、対

応する。
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犀雪署頁司

栄典事務担当者メモ
(推薦書類作成･提出要領）

本メモに記載しているのはあくまで一般的な取り扱いであり、賞勲

により、ここに記載されている以上の書類、記述が必要となる場合

すので、ご留意願います。

なお、※

局の求めにより、

もありますので、

令和2年7月

国税庁人事課考査係
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勲章審査票の作成要領

1 使用様式

(注）次葉以上にわたる場合は、必ず「1／2」 、 「2／2」 と記入する。

2記載要領

（1）基本項目

1

使用様式
０
０

初葉 ： 次葉
！

春秋叙勲

高齢者叙勲

一

兀 職員

民 間人

勲章審査票(A)

勲章審査票(B)

勲章審査票(A・C-2)

勲章審査票(B･D･E-2)

死亡叙勲

一

ﾌ恒 職員

民間人

勲章審査票(C)

勲章審査票(D)

勲章審査票(A･C-2)

勲章審査票(B･D･E-2)

記illif入1N |欄 詔必載胤例1IW:2&■三妻 1J職II＃|I＃ﾙ1〃ｲ ■了ざ注三 意録事好項 F b 4

C

年 次
令3春、令3秋

令2．11高齢者

、 叙勲発令の年次及び春秋の別を記入する。

高齢者叙勲は発令年月を記載

省 庁 等 財務省（国税庁）

コ ーー ド 689

通し番号 記入しない。

死 亡 日 令和○年○月○日 （心不全）

死亡年月日と死亡原因を記入する。

推定死亡の場合の死亡原因は、死体検案書に記載

されている死亡原因を記入する。

本 籍
一

左
側
一
右
側

一

埼玉県朝霞市

大字溝沼1983番地の2

都道府県名から戸籍どおりに記入する。

コード欄（本籍）に記載されるコード番号に対応

する部分を点線の左側に、それ以降の部分は点線の

右側に記入する。

コー ド（本籍） 11227

統計に用いる標準地域コード（総務省統計局のH

Pを参照)による都道府県及び市区町村のコードを

記入する。

現住所

左
側

■ ■■■ーⅡ■■－1■■ー屯

右
側

〒100-0013

東京都千代田区

霞が関3丁目1番1号

履歴書に記載した現住所を都道府県名から略さ

ずに記入する（履歴書の表記と一致させる。本籍地

と同じ場合には、本籍地の表記と一致させる。 ） ◎

コード欄（現住所）に記載されるコード番号に対

応する部分を点線の左側に、その以降の部分は点線

の右側に記入する。

コー-－ ド（現住所） 13101

統計に用いる標準地域コード（総務省統計局のH

Pを参照）による都道府県及び市区町村のコードを

記入する。

ふ り が な

氏 名

こくぜいたろう

国税太郎

氏名は戸籍どおりに正確に記載する。

戸籍の氏名に外字が使用されている場合､外字部

分は文字を「○」で囲む。

性 別 男 性別を記入する。
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注意事項記載例記入欄

改姓、文字訂正がある場合には、旧氏名及び改姓

等を行った年月日を記入する。

大蔵太郎

（昭○・○.○改姓）
旧氏名等

ふ り がな

ペンネーム・

芸 名

ペンネーム･芸名等のある者は､芸名等を記入し、

ふりがなを付ける。

既有の勲章の種類とその発令年月日および功労

名を記入する。

※国税関係の功労名は「功労名」柵の記載例を参

照。

昭15春旭八

（戦時功労）
章勲

既有の褒章（紺綬を除く）の種類とその発令年月

日および功績名等を記入する。

※国税関係の功績名等はP10褒章審査票の作成要

領「功績名等」の記載例を参照。

平3秋藍綬

（納税功績）
褒 章

戸籍に記載されている生年月日を記入し、 （ ）

内に叙勲発令日現在の年齢を記入する。

叙勲発令日は次のとおり。

・春叙勲： 4月29日

・秋叙勲: 11月3日

・死亡叙勲：死亡日

・高齢者叙勲:誕生月の翌月1日

（1日生まれの者は誕生月）

昭和0年0月0日 (0歳）生年月 日

戸籍に記載されている出生地を記入する。

本籍と同じ場合にも略さず記入する。

出 生 地

（生存叙勲のみ）
宮城県仙台市

官職名を記入し、補職を（ ）書きで記入する。

元職の場合は「元」 、現職死亡の場合は「現」を

付ける。

原則として、主要経歴は1年以上在職（現職死亡

の場合は、 6月以上在職） している官職とする。

元嫡(鱸)鶏官(00鰯署長）主要経歴

（ 官職 ）

※元職員の場合

現 （社)OO県法人会

副会長
主要経歴

※民間の場合

下段については、原則として記載不要。

ただし、他分野の功績を有し、勲等計算上影響の

ある経歴については、下段に記入する。

元○○県議会議員

｢08」は国税職員

｢51」は民間団体役員、企業の役員

コ ー ド

（主要経歴）
08又は51

青色申告会、法人会、納税貯蓄組合、間税会

税理士会

酒造組合、卸酒販組合、小売酒販組合

元職員

納税功労

税理士功労

酒類業振興功労

税務行政事務功労

功 労 名

ワ
ー
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記f■J入､Ⅱ欄 記:載■■例 注J■1意刷事,I項

最終学歴
○○大学○○学部○○学科

昭和○年○月卒業

履歴書に記載した最終学校名（学部、学科名を併

記。なお、編入の場合は学科名等の後に「 （編入） 」

と記入)及び卒業又は中退の年月を記入し、 「卒業」

又は「中退」 と記入する。

表 彰 歴

平24.10.26

財務大臣表彰

(納税功労）

審査上参考となる表彰名、表彰年月日及び事由を

記入する。

原則として、大臣表彰以上を記載する。

元職員の在職時の表彰は記載不要。

項目 記!載■例 注■意f事項

兵 役

兵役

■■ 1■■■■一一一一－一一－1■■ー－1■■■■ ‘■■ー■■ー一－一一一－－1■■■■■■■■一画

休職（文官分限令第11条

第1項第4号）
ー一一■■一一■■■■一一一‐一一一‐一一■■ーー■■■■ーー■■一一ーｰ一一■

(記載しない）

退職して入隊、就職前の兵役

(兵役期間中に士官学校等へ入校している場合

は、 「○等兵」等の官等を有していれば､通算可能。

ただし、 「予備学生（予備練習生、予備候補生を除

く。 ） 」の身分がある者については、官等を有して

いなくても通算可能。 ）
ｰ一一一一－一一一■■■■■■ー■■一一一ー‐一一ー‐ーー■■■■ーー■■■■■■■■ー－－－ｰ 1■■■■ー一一一■■一一■■■■ I■■ー■■ｰ一一－4■■ーｰー1■■ー■

文官分限令第11条第1項第4号による休職

■■－，■■ーー1■■■■ーー‐ーー一‐ｰ■■ 1■■■■ I■■■■ 1■■■■■■－－ーー一一ー一一ｰ－－－■■■■ I■■■■■■■■ーーI■■－－－ーー‐ー一一ー■■ー■■ー■■ 1■■■■ q

文官のまま入隊している場合は、 「官職名等」欄

には記入せず、備考欄に兵役期間を記入する。

外地官署 台湾総督府
台湾、朝鮮、樺太など（月給であること、または

恩給法上計算に含まれていることが条件）

外国政府 満州国
満州国、中華民国、蒙古など（月給であること、

または恩給法上計算に含まれていることが条件）

外国特殊法人 南満洲鉄道

恩給法上認められている機関であること（算入の

可否は個別に判断が必要） 。

恩給法上、計算に含まれていれば属（正社員） と

して、それ以外は雇（月給であることが条件） とし

て通算する。

雇、臨時雇､事務

員、小使い、嘱託

等の期間

臨時雇（月俸○円）

(昭21.5.14満18歳）

税務署雇（月俸○円）

国税局雇（税○一○）

財務局雇（○一○）

18歳以上で、給与が月給である期間を記載する。

ただし、 18歳未満であっても、月給の場合は記載す

る(18歳未満と18歳以上の2段書きにする。 ） 0

なお､換算年月数について、 18歳未満は換算しな

い。

発令時の俸給を（ ）書きする。

臨時雇等の期間が満18歳未満から継続している

場合は俸給額は18歳に達した時点の俸給を記載し、

さらに（ ）書きで満18歳に達した日を記入する。
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項？』J ■目 記載〃例 #刷j〃《 注い意Ij事項r : : 1 ■; Iい
# ･ :榊 6 l ； ， ” ′ “､ ： l 1 “ ､ ? , , 、 ． ‐ ‘

判任官期間

(指定官職未満）

税務署属

国税局属
屋■■■■■■ーーー■■‐‐ｰ一－一一‐■■■■ーーー■■ーｰ一一－一一~ー■■■■

大蔵事務官

(昭41.4.1税3－10）

(昭47.4.1税特3－13）

全期間通算可能

年齢が、 18歳未満であっても通算可能
■一一ーー■■ー一一‐■■ーー■■ー■■■■■■一一一■■‐‐■■ー一一－一一一＝■■ー■■■■‐ー一一■■ｰ一－一一ー＝■ ＝－4■■■■■■ー■■ーーーー■

俸給の異動については、次の等級以上の発令につ

いて、等級が異動するごとに（ ）書きで発令年月

日と級号俸を記入する。

等級の異動と同一日付で複数の号俸異動があっ

た場合は、最も高い号俸を記入する。

S23.1.1～S32.3.31 : 10級以上

S32.4.1～S60.6.30

S60.7.1～H18.3.31

●
●

●
■

税8級以上

行(－)4等級以上

税3等級以上

行(－）7級以上

税7級以上

：行(一)5級以上H18.4.1~

税5級以上

(給与法改正による異動で、上記の等級からそれ

以下の等級が発令された場合（例:S60.6に税3等

級だった者がS60.7に税6等級を発令された場合）

は、上記以下の等級についても記載する。 ）

局自 等官期間

(指定官職以上）

○○税務署副署長

○○国税局○○部○○課長
■■一ーー'■■ '■■■■ー■■■■ー■■ 1■■ｰｰ‐ー－－1■■‐－－1■■■■一一■■■■ 1■■■■■■ー

○○税務署長

官職名については、省略せずに記入する（履歴書

と一致させること） 0

ただし、 「○○署（筆頭）○○副署長」のような

場合の「 （筆頭） 」は記載しない。

機構改正により官職名に変更があった場合には、

官職名ごとに記入する（ 「資産税課長」から「資産

課税課長」への変更等） ◎

平13.1.6の組織改正による「大蔵事務官」から

｢財務事務官」への変更は（ ）書きで記入する。

俸給の異動については、等級が異動するごとに全

て記入する（給与法改正による異動も含む） 0

最終官職には、官職名の後に必ず官職の区分(3

G、 4G)を( )書きで記入する。

部付､課付の期間 ○○国税局○○部付

原則として、判任官期間、高等官期間と同様に計

算する。

ただし、病気休暇等により実際に勤務に従事して

いない場合は通算できない。

再任用期間 (原則、記載不要）
る

擬叙成立に影響するような場合には、庁に相談す

。

民間企業への

出向期間
○○株式会社○○部○○課長 民間企業への辞職出向期間は歴に通算する。



注意事項記載例項目

勤務年月数から減算する。療養期間 療養

休職休職期間

本来､職務に従事していなかった期間は在職年月

数に算入しないのが原則であるが、国税庁職員健康

管理規定に基づく 「健康管理指導区分」期間(A-1)

については、履歴書に記載しないことを要件とし

て、在職年月数に算入する。

(記載不要）指導区分(A-1)

税理士

○○税理士会監事

○○㈱取締役

退職後の職歴

I

(3) 「職名等」欄（民間人）
弓>毎 E面 I

注意事項記載例項目
創 ■亜目■

I

兵役期間があれば記入する。役 兵役丘
／、

○○㈲社員

㈱○○○取締役

㈱○○○代表取締役

税理士

会社等の職歴については、会社ごとに社員及び役

員別（取締役、常務取締役、専務取締役、代表取締

役社長、代表取締役会長）に時系列に記入する。

表記は履歴書と一致させる。

業生

下位団体から上部団体の順に記入し、団体の分野

ごとに欄を1行空ける。

表記は履歴書と一致させる。

上欄に記載した団体と同じ団体の役職を記載す

る際は、団体名を「〃」または「同上」 として記載

を省ll1各する。

（社)00青色ll｣告会連合会理事

（社)00県法人会連合会HII会長

日本税理士会連合会理事

〃 副会長

○○県酒造組合会長

関係民間団体

その他の団体等 上記に準じて記載する

｢区分」欄

｢主要経歴」欄に記入した経歴の該当する職の部分に○を記入する。

(注）主要経歴は原則として在職年月数が1年以上ある役職とする。

(4)

(5) 「在職期間」欄

その職の始期及び終期を日付まで（不明な場合は年月まで）記入する。

現職者については、終期を「現在」 と記入する。

5



(6) 「在職年月数」欄

①半月単位で計算した在職年月数を記入する。

②月の途中で就職又は離職した場合は、始期及び終期を次の日付とみなして計算す
る。

(注）原則として直近の役職から在職年月数の計算における始期、終期を決定し、

前後の役職と在職期間の重複がないように計算する。

ただし、主要経歴の役職の後、相談役等の役職が続く場合は、主要経歴の在

職期間を多くとって計算する。

【参考】在職年月数の計算例

(ﾌ） 「計」欄（勲章審査票【元職員用】のみ）

判任官期間及び高等官期間（同一の換算率の期間）ごとの在職年月数の合計を記入
する。

(S) 「率」欄（勲章審査票【元職員用】のみ）

叙勲対象者の最終官職に応じて次のとおり記入する。

①最終官職が■■■■■■■■■■■(3G官職、 4G官職)の場合
・雇、判任官期間→ 1／2

・高等官期間 → 1／1

②最終官職が①以上(1G官職、 2G官職）の場合

判任官期間（雇を除く） → 1／4、

高等官期間(3G， 4G) → 1/2

高等官期間(2G以上） → 1/1

6

区 分 始期（就職日） 終期（離職日）

15日以前に就職（離職）した場合 1日 15日

16日以降に就職（離職）した場合 16日 月の末日

日付が不明な場合 16日 15日

例 在職年月数

昭38． 5～40.4

(昭38. 5.16～40.4.15とみなして計算）
1 11 0

昭40． 4～45.5.2

(昭40. 4.16～45.4.30とみなして計算）
5 0 半

昭45． 5

(昭45． 5

3～47． 4．26

1～47.4.15とみなして計算）
1 11 半

昭47． 4．27～50． 4．29

(昭47. 4.16～50.4.30とみなして計算）
3 0 半



(9) 「換算年月数」欄（勲章審査票【元職員用】のみ）
(7)の在職年月数計に(8)の率を乗じた年月 （半月未満の端数がある場合は切り捨て）

を記入する。

（注)高等官(3G官職4G官職）及び高等官(2G官職以上）の始期は、初めてそ
れぞれの該当する職名に就き、かつ、俸給の要件を満たした時点となる。

雇の在職期間が8年を超える場合には、雇の期間のうち、 8年間は1／2換算、

8年を超える期間は1／4換算とする。

休職（文官分限令第11条第1項第4号による休職を除く） 、停職期間、病気休

暇は在職年数から除算する。

減給処分を受けている場合は、換算年数から次の期間を減算する。

・減給2月以上・ ・ ・ 1年減算

・減給2月未満・ ・ ・6月減算

側 「会社の規模など」欄及び「団体の規模など」欄

①会社の規模

候補者の生業における会社の規模等を記入する。

②団体の規模

勲等格付けに影響した団体の規模等を記入する。

（注） 「団体規模及び事業概況等調」の内容と一致させること。

01） 「備考」欄

①兵役がある場合は、その期間と戦時功労による前叙の有無を記入する。

「勲章」又は「位階」どちらかが発令されていれば、 「前叙あり」となる。

兵役がない場合であっても、大正生まれの者は、兵役の有無の確認を求められる

場合があるため、兵役及び前叙の有無を記載すること。

②元職員の勲章審査票については､換算年月数の合計欄の隣に叙勲基準表の適用区

分(1G， 2G， 3G， 4G)を記入する。

③生業が酒類製造業の場合には、代表的な酒の銘柄を記入する。

④PS別表に掲げる経歴を有する場合は、該当する記入事項を適宜記入する。

⑤組合活動により懲戒処分を受けた後、恩赦による将来的な免除がなされた場合、

懲戒処分年月日、処分内容、恩赦年月日及び内容を記載する。また、事前協議書及

び勤務成績証明書の添付が必要となる(別添栄典事務担当者メモ(記載例)を参照)。

⑥その他審査上、特に考慮する必要があると思われる事項がある場合には、当該事

項を記入する。

⑫ 「申立」欄

①元職員

当該対象者の主要経歴（最終官職）に基づき、別紙7－2 「叙勲基準俸給職名一

覧」の区分により、別紙4 「叙勲基準表（公務員） 」を適用し格付けした勲等を記

入する。

（注）最終官職の在職年月数（暦によるものでなく、審査票に記載の年月）が、 1

年未満（現職死亡の場合は6月未満）の場合は、当該官職を基礎として勲等格

付はできない。

②民間人

功労の区分により各別紙3 「叙位・叙勲基準表（民間） 」を適用し格付けした勲

等を記入する。
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(注1）複数の功績を有する場合は積み上げ計算により上位の勲等に決定される場

合がある。ただし、当庁所管の分野同士（納税と税理士など）での積み上げ

計算はできない。

(注2

(注B

(注4

(別表）

8

区f" 分 記？』皿十℃入？■事■項

国勢調査員 国勢調査従事回数

統計調査員 主な統計の種類、従事回数

行政相談委員 相談件数（全期間及び平均件数）

警察嘱託医 検案件数

調停委員

参与員

司法委員

取扱件数

(調停、参与、司法の各件数とその合計件数）

人権擁護委員 取扱件数（侵犯、相談、啓発の件数）

保護司 取扱件数（保護観察及び環境調整の件数）

幼稚園長 園児数、教員数

小・中・高等学校長 生徒数、教員数

短大・大学学長等 学部数、総合・単科の別、生徒数、教員数

学校医 学校数、生徒数

画家、書家等 作品の命題

病院長 病床数（過去10年間の年別病床数、診療科目）

へき地診療医 へき地度数、へき地診療従事年数

士地改良区理事長 耕地面積、受益面積、受益戸数

特定郵便局業務推進連絡会

特定郵便局業務推進連合会

地方特定郵便局長会

全国特定郵便局長会

会内局数

市・町・村長 在職当時の国勢調査の人口数

消防団員 在職当時の団員数及び過去10年の年平均団員数

消防吏員
在職当時の吏員数、人口数及び過去10年の年平均吏

員数

二類分野該当者(上記に区分さ

れている者を除く）
部下数、技術の難易度（特に高度、単純業務）



褒章審査票の作成要領

使用様式

初葉：褒章審査票(E)

次葉：褒章審査票(B・D･E-2)

（注）次葉以上にわたる場合は、必ず「1／2」 、 「2／2」 と記入する。

1

2記載要領

（1）基本項目

9

記: ≦入欄 記j裁;例 4 注》意事l項

年 次 令3秋 褒章発令の年次及び春秋の別を記入する。

省 庁 等 財務省（国税庁）

二コ 一 ド 689

通し番号 記入しない。

本 籍

左
側

右
側

埼玉県朝霞市

大字溝沼1983番地の2

都道府県名から戸籍どおり･に記入する。

コード欄（本籍）に記載されるコード番号に対応

する部分を点線の左側に、それ以降の部分は点線の

右側に記入する。

コー ド（本籍） 11227

統計に用いる標準地域コード（総務省統計局のH

Pを参照）による都道府県及び市区町村のコードを

記入する。

現住所

左
側

■■一一ーｰ’■■ 4■

右
側

〒100-0013

東京都千代田区

霞が関3丁目1番1号

履歴書に記載した現住所を都道府県名から略さ

ずに記入する（履歴書の表記と一致させる。本籍地

と同じ場合には、本籍地の表記と一致させる。 ） ◎

コード欄（現住所）に記載されるコード番号に対

応する部分を点線の左側に、その以降の部分は点線

の右側に記入する。

ﾆゴー ド（現住所） 13101

統計に用いる標準地域コード(総務省統計局のH

Pを参照）による都道府県及び市区町村のコードを

記入する。

ふ り が な

氏 名

こくぜいたろう

国税太郎

氏名は戸籍どおりに正確に記載する。

戸籍の氏名に外字が使用されている場合、外字部

分は文字を「○」で囲む。

性 別 男 性別を記入する。

旧氏名等
大蔵太郎

(昭23.5.1改姓）

改姓、文字訂正がある場合には、旧氏名及び改姓

等を行った年月日を記入する。

ふ り がな
O

へ ンネ ー ム

芸 名

ペンネーム･芸名等のある者は､芸名等を記入し、

ふりがなを付ける。



注意事項

既有の勲章の種類とその発令年月日および功労

名を記入する。

※国税関係の功労名は勲章審査票の作成要領

「功労名」欄の記載例を参照。

既有の褒章（紺綬を除く）の種類とその発令年月

日および功績名等を記入する。

※国税関係の功績名等は「功績名等」の記載例を

参照。

記載例記入欄

昭和15春旭八

（戦時功労）
章勲

平3秋藍綬

（納税功績）
章褒

戸籍に記載されている生年月日を記入し、 （ ）
昭和0年0月0日 (0歳）生年月 日

内に褒章発令日（11月3日)現在の年齢を記入する。

戸籍に記載されている出生地を記入する。

本籍と|司じ場合にも略さず記入する。
宮城県仙台市出 生 地

原則、主要経歴は1つとし、上段に記載する。

内示時に本人が他の役職の記載を希望した場合は、変更できる場合もある。

主要経歴

※民間の

場合

現 （社)OO県法人会

副会長

藍
綬
藍
綬

生業（会社）における役職名等を記入する。 （団

体役職名は不要）

㈱○○代表取締役

税理士

杜氏

○○県議会議員

現
現
現
現

黄
綬
黄
綬

青色申告会、法人会、納税貯蓄組合、間税会

税理士会

酒造組合、卸酒販組合、小売酒販組合

一
一
績

一
一
功

績
一
蛎
一
郷

功
一
士
一
業

緬
一
罐
一
唾

藍
綬

功績名等

（褒章）
一
一
〈
口
一

一
一
組
一

一
一
販
一

一
一
酉
一

一
ロ
、
Ｙ
ｒ
寺
’
一

一
一
圭
冗
一

一
一
小
一

二
一
恥
二

会
一
合
一
輝
一

士
一
組
一
販
一

“
一
躍
一
恥
一
艫

業務精励（税理士業）

業務精励（酒類製造業）

業務精励（酒類販売業）

業務精励（酒造業）

黄
綬

履歴書に記載した最終学校名（学部、学科名を併

記。なお、編入の場合は学科名等の後に「 （編入） 」

と記入)及び卒業又は中退の年月を記入し、 「卒業」

又は「中退」 と記入する。

OO大学OO学部OO学科

昭和○年○月卒業
最終学歴

(2) 「職名等」欄
ff胆

注意事項記載例項目

兵役期間があれば記入する。兵 役 兵役

会社等の職歴については、会社ごとに社員及び役

員別（取締役、常務取締役、専務取締役、代表取締

役社長、代表取締役会長）に時系列に記入する。

表記は履歴書と一致させる。

○○㈲社員

㈱○○○取締役

㈱○○○代表取締役

税理士

生 業
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｢区分」欄

｢主要経歴」欄に記入した経歴の該当する職の部分に○を記入する。
(注）主要経歴は原則として在職年月数が1年以上ある役職とする。

(3)

(4) 「在職期間」欄

その職の始期及び終期を日付まで（不明な場合は年月まで）記入する。

現職者については、終期を「現在」 と記入する。

(5) 「在職年月数」欄

①半月単位で計算した在職年月数を記入する。

②月の途中で就職又は離職した場合は、始期及び終期を次の日付とみなして計算す
る ｡

(注）原則として直近の役職から在職年月数の計算における始期、終期を決定し、
前後の役職と在職期間の重複がないように計算する。
ただし、主要経歴の役職の後、相談役等の役職が続く場合は、主要経歴の在
職期間を多くとって計算する。

【参考】在職年月数の計算例

11

項#目 記■載例 * J■土 :■ l 》 :注？〃意;■事項I ：

関係民間団体

(社)○○青色申告会連合会理事

(社)○○県法人会連合会副会長

日本税理士会連合会理事
〃 副会長

○○県酒造組合会長

下位団体から上部団体の順に記入し、団体の分野

ごとに欄を1行空ける。

表記は履歴書と一致させる。

上欄に記載した団体と同じ団体の役職を記載す

る際は、団体名を「〃」または「同上」 として記載

を省略する。

その他の団体等 上記に準じて記載する

区 分 始期（就職日） 終期（離職日）

15日以前に就職（離職）した場合 1日 15日

16日以降に就職（離職）した場合 16日 月の末日

日付が不明な場合 16日 15日

例 在職年月数

昭38． 5～40.4

(昭38. 5.16～40.4.15とみなして計算）
1

０
０
０
０
０
０
０
０

ll

０
０

０
０
０
０
０
０

0

昭40． 4～45.5.2

(昭40. 4.16～45.4.30とみなして計算）
5 0 半

昭45． 5 3～47． 4．26

(昭45． 5． 1～47.4.15とみなして計算）
1 11 半

昭47． 4．27～50． 4．29

(昭47. 4.16～50.4.30とみなして計算）

0

0

8

3 ： 0
O

0

p

０
０
８
《
０
０
８
０
日

半



(6) 「事績概要」欄

次の区分に応じて記入する。

(ﾌ） 「表彰歴」欄

大臣表彰、知事表彰又はこれらに相当する表彰を受けている場合に、表彰年月日、
表彰名、表彰事由を記入する。

(S) 「会社の規模など」欄及び「団体の規模など」欄
①会社の規模

候補者の生業における会社の規模等を記入する。

②団体の規模

勲等格付けに影響した団体の規模等を記入する。

（注） 「団体規模及び事業概況等調」の内容と一致させること。

(9) 「備考」欄

①兵役がある場合は、その期間と戦時功労による前叙の有無を記入する。

②生業が酒類製造業及び杜氏の場合には、代表的な酒の銘柄を記入する。

③杜氏について、全国新酒鑑評会金賞を受賞している場合は、 「全国新酒鑑評会金
賞○○回」 と記入する。

④遺族追賞の場合には、 「令和○年○月○日死亡（死亡原因） 」及び「遺族○○
○○（続柄）昭和○年○月○日生」 と必ず記入する。

⑤P8の別表に掲げる経歴を有する場合は、該当する記入事項を適宜記入する。

⑥その他審査上、特に考慮する必要があると思われる事項がある場合には、当該事
項を記入する。

「申立」欄

褒章の種別を記載する。

㈹

12

区 分 記入内容

納 税 藍 綬 多年税務関係団体の要職にあって、斯界の向上に寄与した。

税理士
藍 綬

黄 綬

多年税理士として周到綿密よく職務を遂行した。

多年税理士としてよく職務に精励した。

酒類業
藍 綬

黄 綬

多年○○業に携わり業界の発展に寄与した。

多年○○業に従事し、斯業の発展に尽力した。

杜 氏 黄 綬 多年杜氏としてよく職務に精励した。



叙位審査票の作成要領

1 使用様式

(注）次葉以上にわたる場合は、必ず「1／2」 、 「2／2」 と記入する。

2記載要領

（1）基本項目

13

使用様式

初葉

８
０

０
０
６
●

次葉

死亡叙位

一

ﾌ画 職員

民間 人

叙位審査票(A)

叙位審査票(B)

叙位審査票(c)

叙位審査票(D)

記J■入欄
P C

記
i ;A .:;↓ ‘ ‘ ．

J載 例
，

注意事項

省 庁 等 財務省（国税庁）

コ ー ド 689

番 号 記入しない。

死 亡 日 令和○年○月○日心不全

死亡年月日と死亡原因を記入する。

推定死亡の場合の死亡原因は、死体検案書に記載

されている死亡原因を記入する。

現住所

一

左
側
右
側

一

〒100-0013

東京都千代田区

霞が関3丁目1番1号

履歴書に記載した現住所を都道府県名から略さ

ずに記入する（履歴書の表記と一致させる） 。

コード欄（現住所）に記載されるコード番号に対

応する部分を点線の左側に、その以降の部分は点線

の右側に記入する。

二1,一一 ド（現住所） 13101

統計に用いる標準地域コード（総務省統計局のH

Pを参照）による都道府県及び市区町村のコードを

記入する。

ふ り が な

氏 名

こくぜいたろう

国税太郎

氏名は戸籍どおりに正確に記載する。

戸籍の氏名に外字が使用されている場合､外字部

分は文字を「○」で囲む。

性 別 男 性別を記入する。

旧氏名等
大蔵太郎

(昭23.5.1改姓）

改姓、文字訂正がある場合には、旧氏名及び改姓

等を行った年月日を記入する。

ふ り がな

ペンネ ー ム

芸 名

ペンネーム･芸名等のある者は､芸名等を記入し、

ふりがなを付ける。

位 階 正七位（昭21.2.1) 既有の位階とその発令年月日を記入する。

勲 章
昭和15春旭八

(戦時功労）

既有の勲章の種類とその発令年月日および功労

名を記入する。

※国税関係の功労名は勲章審査票の作成要領｢功

労名」欄の記載例を参照。



、、

注意事項記載例記入欄

戸籍に記載されている生年月日を記入し、 （ ）

内に叙勲発令日 （死亡日）現在の年齢を記入する。
大正0年0月0日 (0歳）生年月 日

官職名を記入し、補職を（ ）書きで記入する。

元職の場合は「元」 、現職死亡の場合は「現」を

付ける。

原則として、主要経歴は1年以上在職している官

職とする。

主要経歴

（ 官職 ）

※元職員の場合

兀嫡(燗事瀧(00蹄調

現 （社)O○県法人会

副会長
主要経歴

※民間の場合

原則として記載不要。

ただし、他分野の功績を有し、位階計算上影響の

ある経歴については、下段に記入する。

元○○県議会議員

青色申告会、法人会、納税貯蓄組合、間税会

税理士会

酒造組合、卸酒販組合、小売酒販組合

元職員

一
一
一
労

一
一
労
一
功

一
一
功
一
務

一
労
一
興
一
事

労
一
功
一
振
一
政

功
一
士
一
業
一
行

綱
一
艫
一
癖
一
嘘

功労名（叙勲）

履歴書に記載した最終学校名（学部、学科名を併

記。なお、編入の場合は学科名等の後に「 （編入） 」

と記入)及び卒業又は中退の年月を記入し、 「卒業」

又は「中退」 と記入する。

OO大学OO学部OO学科

昭和○年○月卒業
最終学歴

審査上参考となる表彰名、表彰年月日及び事由を

記入する。

原則として、大臣表彰以上を記載する。

元職員の在職時の表彰は記載不要。

平○.○.○

財務大臣表彰

（納税功労）

彰 歴表

■ Ⅱ

既有の褒章（紺綬を除く）の種類とその発令年月

日および功績名等を記入する。

※国税関係の功績名等は「功績名等」の記載例を

参照。

’ 1

平12秋藍綬

（納税功労）
褒 章

上級採用の場合、試験名を記載する。

履歴書にも記載すること。

昭和22年2月

高等官試験行政科試験合格
試 験

14



(2) 「官職名等」欄（元職員）

15

項■目
r C

記 載例 注■ 了; i意&卜事■項

兵 役
兵役(文官分限令第11条

第1項第4号）

叙位については､原則として兵役期間を通算する

ことはできない。

兵役のため休職している場合は､左記のとおり記

載するが、在職年数からは除算する｡

文官のまま入隊している場合は、 「官職名等」欄

には記入せず、備考欄に兵役期間を記入する（在職

年数に通算可能） 。

外地官署 台湾総督府
台湾、朝鮮、樺太など（月給、または恩給法上計

算に含まれていれば通算可能）

外国政府 記載不要（通算不可） 満州国、中華民国、蒙古など

外国特殊法人 南満洲鉄道

恩給法上認められている機関であること（算入の

可否は個別に判断が必要） 。

恩給法上、計算に含まれていれば属（正社員） と

して通算するが、それ以外は通算できない。

務
託
間

事
嘱

、
、

雇
い

臨時

小使
、
、

期の

雇
員
等

記載不要

(通算不可）

判任官期間

(指定官職未満）

税務署属、国税局属

大蔵事務官

■■ー‐ー‐ー■■■■■■ 1■■■■■■ 1■■ 1■■■■■■ I■■■■ 1■■ー■■ーｰ一一－－一一一一1■■ー一一ｰ－－－1■■一一ｰ■■ー一一一一1■■－1■■■■■■ー■■■■■■■■■■一一■

■ _

局 等官期間

(指定官職以上）

○○税務署副署長

○○国税局○○部○○課長

○○税務署長

職名については、省略せずに記入する（履歴書と

一致させること） 0

ただし、 「○○署（筆頭）○○副署長」のような

場合の「 （筆頭） 」は記載しない。

機構改正により官職名に変更があった場合には、

官職名ごとに記入する（ 「資産税課長」から「資産

課税課長」への変更等） ◎

平13．1．6の組織改正による「大蔵事務官」から

｢財務事務官」への変更についても記入する。

俸給の異動

税務職3等級4号俸

税務職特3等級9号俸

税務職7級8号俸

俸給の異動については、次の等級以上の発令につ

いて、等級が異動するごとに記入する。

等級の異動と同一日付で複数の号俸異動があっ

た場合は、最も高い号俸を記入する。

S23.1.1～S32.3.31 : 10級以上

税8級以上

S32.4.1～S60.6.30:行(-)4等級以上

税3等級以上

S60.7.1～H18.3.31 :行(-)7級以上

税7級以上

H18.4.1～ ：行(一)5級以上

税5級以上

(給与法改正による異動で、上記の等級からそれ

以下の等級が発令された場合（例:S60.6に税3等

級だった者がS60.7に税6等級を発令された場合）

は、上記以下の等級についても記載する。 ）



蕊霧雷 ｜識蕊鍵識
意 事項注記載例項鷺目 鑑説

原則として、判任官期間、高等官期間と同様に計

算する。

ただし、病気休暇等により実|際に勤務に従事して

いない場合は通算できない。

○○国税局○○部付部付､課付の期間

擬叙成立に影響するような場合には、庁に相談す

る。
(原則、記載不要）再任用期間

民間企業への辞職出向期間は歴に通算する。ただ

し、辞職出向中に「陞等」はできないため、復職

した時点で「陞等」を適用することに留意する。

民間企業への

出向期間
OO株式会社00部OO課長

’ 1

勤務年月数から減算する。療養療養期間

｜_同上釦 : ’

休職休職期間

本来、職務に従事していなかった期間は在職年月

数に算入しないのが原則であるが、国税庁職員健康

管理規定に基づく 「健康管理指導区分」期間(A-1)

については、履歴書に記載しないことを要件とし

て、在職年月数に算入する。

記載不要指導区分(A-1)

記載不要退職後の職歴

職 辞職辞

亡 死亡死

(3) 「職名等」欄（民間人）

記"載例
欝轤l… 醗蝿?蕊蛎.噌 亨霊拳

注意事項項目
’ ず蝉……蕊…#…訟籟嘩碧群記識醒:蕊 琶琴..． 沖、

兵役期間があれば記入する。役 兵役兵

会社等の職歴については、会社ごとに社員及び役

員別（取締役、常務取締役、専務取締役、代表取締

役社長、代表取締役会長）に時系列に記入する。

表記は履歴書と一致させる。

○○㈲社員

㈱○○○取締役

㈱○○○代表取締役

税理士

業生

下位団体から上部団体の順に記入し、団体の分野

ごとに欄を1行空ける。

表記は履歴書と一致させる。

上欄に記載した団体と同じ団体の役職を記載す

る際は、団体名を「〃」または「同上」 として記載

を省略する。

（社)OO青色申告会連合会理事

（社)00県法人会連合会岡'l会長

日本税理士会連合会理事

ノノ 副会長

○○県酒造組合会長

関係民間団体

上記に準じて記載するその他の団体等

16



(4) 「区分」欄（民間人のみ）

「主要経歴」欄に記入した経歴の該当する職の部分に○を記入する。

（注）主要経歴は原則として在職年月数が1年以上ある役職とする。

(5) 「在職期間」欄（民間人のみ）

その職の始期及び終期を日付まで記入する（不明な場合は、年または年月までを記

載する） 。

(6) 「在職年月数」欄（民間人のみ）

①暦により計算した日数（半月単位ではないことに注意）を記入する。

②始期及び終期の日付が不明な場合、始期は16日、終期は15日とみなして計算す
る。

【参考】在職年月数、在職年月日数の計算例

在職年月日数

叙位（民間人）
例

昭38． 5～40.4

（昭38. 5. 16～40.4. 15として計算）
l l ll l O

昭40． 4～45.5.2

（昭40. 4. 16～45.5.2として計算）
5 1 0 1 17

昭45． 5． 3～47． 4．26 l i ll i 24

「高等官」 、 「位階」 、 「必要年数」欄（元職員のみ）

別紙5 「叙位基準表進（公務員） 」の進階表に基づき格付けされる位階を推定して

記入する。

①高等官推定による場合

イ初めて国税庁課長補佐相当職に就き、かつ、俸給が税務職俸給表3等級（現在

税務職5級）相当となった日を高等官推定の始期とする。

(7)

■ロ

■
■

（注） 大蔵事務官2級の発令は昭和25年5月15日に官の級別制度廃止以

後はない。

発令庁が不明の場合は、 とりあえず内閣の発令として取り扱うが、内

閣による発令は昭和25年1月8日までであり、その後はすべて各府省

庁による発令となっている。

ハ高等官在職年月数が「高等官三等」に達する場合においても、高等官三等相当

職(別紙7－1参照）に在任していないときは「高等官三等」に格付けできない。

この場合は一級進階し、 「高等官」欄には「進階」 と記載する。

■
■
■

一
一

②判任官推定の場合

イ判任官期期間と高等官期間の合計数で判定する。

17



ロ高等官期間が短い者については､判任官推定による方法の方が上位の位階とな
ることがあるので、高等官推定で「正六位」以下の格付となる場合は、判任官推
定による格付も検討する。

ただし、判任官推定と高等官推定が同一の位階となる場合は、高等官推定を適
用し審査票作成を行う。

【参考】記載例

発令

年月日
説明位階高等官官職

①イ、ロ参照○○税務署副署長S50． 7. 10

S52.8. 10

S54. 12. 10

○○税務署長S57.7. 10

①ハ参照S62．8. 10

①二参照辞職H2. 7. 10

S30 4 1 大蔵事務官

H2 7 10 ○○税務署特別国税調査官

大蔵事務官
判任官推定の

場合

（②参照）
辞職H2． 7. 10

(注） 高等官期間が中断した場合でも、中断前の高等官期間を通算して高等官を推定
することができる。判任官期間についても、退官等による中断があっても、その
前後の在職期間を通算することができる。

減給処分があった場合には1年除算する必要がある。

(8) 「会社の規模など」欄及び「団体の規模など」欄（民間人用のみ）
①会社の規模

候補者の生業における会社の規模等を記入する。

②団体の規模

勲等格付けに影響した団体の規模等を記入する。

（注） 「団体規模及び事業概況等調」の内容と一致させること。

（注）勲等格付けに影響した団体のみ記載し、それ以外の団体については「団体規
模及び事業概況等調」のみ作成する。

(9) 「備考」欄

①兵役がある場合は、その期間と戦時功労による前叙の有無を記入する。
「勲章」又は「位階」どちらかが発令されていれば、 「前叙あり」 となる。
兵役がない場合であっても、大正生まれの者は、兵役の有無の確認を求められる
場合があるため、兵役の有無及び前叙の有無を記載すること。

②P8の別表に掲げる経歴を有する場合は、該当する記入事項を適宜記入する。
③その他審査上、特に考慮する必要があると思われる事項がある場合には、当該事
項を記入する。
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功績調書の作成要領
I

1 書式

(1) A4縦版の横書き（横35文字×縦35行程度）の両面印刷とし、 片面換算で少なく

とも2枚以上とする。

(2) 両面印刷となるので、左右の余白に十分留意する。

(3)ふりがな、氏名、 （旧氏名） 、生年月日は必ず記載する。

2注意事項

（1） 氏名の字画は戸籍どおり正確に記載し、振り仮名をつける。

氏名に、外字が使用されていても、 「○」で囲む必要はない。 （審査票のみ対応）

（2） 養子縁組、結婚等により氏名の変更歴がある者については、旧氏名を現氏名の下に

括弧書きで記載する。

（3） 生年月日の後ろには「生」を付ける。 （例：大正15年5月14日生）

性） 主要経歴の功績については特に重点的に記載する。

（5） 功績が複数の分野にわたっている場合は、分野ごとに分類し、項目別に記載する。

（6） 功績の内容は、単に履歴の列挙にとどまることなく、具体的かつ詳細に記載する。

例えば、①当時の税務又は業界を取り巻く環境がどのようなものであり、②そこに

はどのような問題点や課題があり、③その解決のためにどのような施策を講じ、④そ

の結果どうなったか(貢献度）について、計数等を用いて記載するとともに、その功

績に対する評価・位置付け等についても具体的に記載する。

（7） 民間分野（納税・税理士・酒類業)については、役員在職中の活動状況を会報誌等

から調べ、具体的な功績を記載する。

（8） 誰が読んでも功績の内容が理解できるよう、専門用語の使用は避け、分かりやすい

内容にする。

（9） 国税庁所管分野以外に功績を挙げている者については、他省庁に照会するなど、十

分に調査した上で功績を記載する。特に、保護司歴等(P8に掲げるもの）の功績に

ついては、数値等を必ず盛り込んで記載する。

⑩表彰歴のある者について、その功績を特記する場合は、表彰の種類、表彰年月日及

びその内容を記載する。

⑪

⑫推薦書類提出後、功績調書の内容について、具体的な説明や資料の提出を求められ

る場合があることから、実際に行っていない活動など、内容の説明ができないものは

記載しないこと。
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履歴書の作成要領

様式

(1) 用紙はA4縦版の横書きの両面印刷とする。

(2) 両面印刷となるので、左右の余白に十分留意する。

(3)本籍、郵便番号、現住所、ふりがな、氏名、 （旧氏名)、生年月日は必ず記載する。

1

2注意事項

（1）本籍、氏名は戸籍どおり正確に記載し、氏名には振り仮名をつける。

氏名に、外字が使用されていても、 「○」で囲む必要はない。 （審査票のみ対応）

（2）養子縁組、結婚等により氏名の変更歴がある者については、旧氏名を現氏名の下に

括弧書きで記載する。

（3） 生年月日の後ろには「生」を付ける。 （例：大正15年5月14日生）

性） 学歴等については、把握している学歴（中退を含む)、試験、免許、資格、学位等

を年月日順に正確に記載するとともに、中退、卒業等の区分も記載する。

（例：○○学校○○科卒業）

特に、元職で最終学歴が入庁以後になる場合、入庁前の最終学歴の記載が必要にな

るので留意する。

（5）職歴等には、次の区分により、それぞれ年次順に正確に記載する。

①公務員

イ官職、官等（戦前の判任官「一般官職｣、高等官等「指定官職｣)、俸給（等級、

号俸)、所属、階級（軍人）及び軍歴等並びに発令官庁等を記載する。

ロ国税庁職員健康管理規定に基づく「健康管理指導区分｣期間(A-1)については、

記載しない。

ハ俸給等の遡及発令については、発令日を基準に履歴書に記載することから、必

ずしも人事記録の記載順とは一致しないことに留意する。

（例）

（人事記録）

45． 4． 1

45． 7． 1

45． 7． 10

45． 12． 1

45． 12． 1

45． 12． 1

税務職3等級13号俸（昇給）

税務職3等級14号俸（特昇）

○○税務署総務課長

45-4.1付税務職特3等級10号俸（昇格）

45.4.1付税務職特3等級11号俸（昇給）

45.7.1付税務職特3等級12号俸（特昇）

且

（履歴書）

45． 4． 1 税務職特3等級10号俸（昇格）

45． 4． 1 税務職特3等級11号俸（昇給）

45． 7． 1 税務職特3等級12号俸（特昇）

45． 7． 10 ○○税務署総務課長

※遡及前の発令分は記載しないことになる。
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②民間の職歴

イ会社の名称及び役職名並びにその始期及び終期の年月日を記載する。

ロ社名変更等があった場合は、変更前後で記載を分けること。

ハ法人名等の記入に当たっては、次に掲げる略称を用いて記載する。

医療法人： （医)、学校法人： （学)、社会福祉法人： （福）

社団法人： （社)、財団法人： （財)、独立行政法人： （独）

株式会社： （株)、有限会社： （有)、合資会社： （資)、合名会社： （名）

※「栄典事務の手引き（平成30年)｣ P60参照

③その他の職歴

イ審議会委員等については、設置府省名、名称並びに、その始期及び終期の年月

日を正確に記載する。 （例：○○省○○審議会委員）

ロ消防団歴については、消防団の階級（団長、副団長、分団長、副分団長、部長

等）別に始期及び終期の年月日を正確に記載する。

ハその他法律等に基づく委員歴（調停委員、保護司、行政相談委員等）について

は、その任命等の始期及び終期の年月日を正確に記載する。

④民間団体歴

イ団体の名称及び役職名並びにその始期及び終期の年月日を記載する。

ロ組織変更等があった場合は、変更前後で記載を分けること。

ハ団体名の記入にあたっては、②ロの略称を用いて記載する。

二各団体ごとに地域単位団体→全国団体の順序で記載する。

ホ国税庁関係団体については、原則として○○委員等の経歴については記載を要

しないが､功績調書に委員としての功績を記載している場合は履歴書にも記載す

ることとする。

へ元公務員について、関係民間団体の役職歴がない場合でも必ず「役職歴なし」

と記載する。

⑤退官後の職歴

イ元公務員で退官後に税理士歴、職歴がある場合に記載する。

ロ退官後の職歴がない場合でも必ず、 「職歴なし」 と記載する。

ハ最終の職歴以後､推薦時までに期間のある場合は､｢以降職歴なし｣と記載する。

二再任用期間については、原則不要。擬叙成立に影響するような場合には、庁に

相談する。

(6) 賞罰歴については、次の区分により、年次順に記載する。

①叙位、叙勲、褒章

発令年月日、位階・勲等・褒章の種類、功労名等（受章理由）を記載する。

功労名等は、当庁分野であれば、次の功労名等を記載し、他省庁の分野である場

合には担当省庁に確認の上記載する。
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○国税庁分野の功労名等（受章理由）

②その他の表彰

表彰年月日、表彰理由、表彰者を記載する。

③刑罰

判決言渡し年月日、刑罰の内容、処罰の理由、判決言渡し裁判所名、判決確定年

月日及び刑終了年月日を記載する。

なお、当該判決が恩赦法の適用を受けている場合は、その旨を併記する。

（注)叙位･叙勲についての発令の有無が不明な場合には､次の照会先に確認する。

宮内庁長官官房秘書課任用係(TEL:03-3213-1111Ifl)

※軍歴がある者については、本籍地（終戦当時）を所轄する各都道府県庁の援護

担当課に照会すること。なお、記録不備等により確認できない場合は、海軍兵に

ついては､厚生労働省社会･援護局業務課調査資料室(TEL:03-5253-1111内3487)

が所管しているので、同室に照会すること

(7)履歴に3月以上の空白期間がある場合には、その間の経歴について確認し、履歴書

に記載する。なお、確認がとれない場合は､付妻等を付しその旨を連絡すること。

(8) その他

死亡叙位･叙勲､遺族追賞に係るものは､必ず死亡年月日及び死亡原因を記載する。

（例：令和○年○月○日死亡 心不全）
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分 野 黄 綬 褒 章 藍綬褒章 叙位 ・ 叙勲
一

兀 職 員 税務行政事務功労

納 税 納税功績 納税功労

税 理 士 業務精励（税理士業） 税理士功績 税理士功労

酒類業

酒造

卸売

小売

杜氏

業務精励（酒類製造業）

業務精励（酒類販売業）

業務精励（酒造業）

酒類業振興功績 酒類業振興功労



公的証明書類について

1 刑罰等調書

（1）様式

A4縦判とし､市町村で作成した様式でも構わない｡ただし､A4判以外のものは、

A4用紙に貼付して提出する。

（2） 注意事項等

①本籍地の市町村に請求すること。

②氏名、本籍、生年月日が戸籍と一致しているか（字体も含め）確認する。

③証明内容が異なっていないか確認する。

特に、 1項目目については、 「刑罰の有無」のみではなく、 「刑罰の有無（道路

交通法違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反による罰金刑の有無を

含む。 ） 」 となっているか、また、 2項目目については、 「破産宣告」のみではな

く、 「破産宣告又は破産手続開始決定の有無」 となっているか必ず確認する。

また、稀に、 「刑罰の有無」のカッコ書きの文言が、 「含む」ではなく 「除く」

と誤って表示されている場合があるため、確認を行う。

④公印漏れがないか確認する。

2戸籍謄本等

（1）様式

市町村が発行したものを提出する。ただし、A4判以外のものは、A4用紙に貼付

する等して提出する。

（2） 注意事項等

①戸籍法第10条の2第2項により公用請求を行う｡

②交付請求書には次の内容を記載する

・請求の任に当たっている者

→実際に請求する者の官職と氏名

・請求を必要とする事務の種類

→内閣府における栄典授与審査のための候補者推薦事務

・根拠法令の条項

→内閣府設置法第4条第3項第28号

・利用目的

→本人確認のため、氏名、生年月日、年齢、性別、 ｜日姓、本籍等の確認

③発行された戸籍謄本等について、審査票等に記載すべき事項の証明がされている

か確認する。

（注）改姓しているにもかかわらず改姓年月日の記載がない場合や、出生地の記載が

ない場合があるため確認すること。

改姓や文字の訂正がされている（出生届時の父母の姓と異なるなど）にも関ら

ず、戸籍謄本等にその旨の記載がない場合は、改姓等の状況が記載された改製原
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戸籍を別途提出する必要があることに留意する。

④除籍抄本の死亡時刻に「推定」又は「頃」の記載がある場合は、その死亡原因に

事件性のないことが確認されない限り、栄典を授与するにふさわしくない者と判断

されるおそれがあるため、 「死亡診断書（死体検案書） 」を取り寄せるとともに、

死亡状況を確認し、 「死亡状況書」を作成する。

軍歴証明（兵籍簿）

’ 様式

証明機関が発行したものを提出する。ただし、A4判以外のものは、A4用紙に貼

付する等して提出する。

なお、死亡叙位においては、春秋叙勲または高齢者叙勲推薦時に発行を受けた証明

書の写しで差し支えない。

注意事項等

①兵役がある者について提出する。

②陸軍については本籍地を所轄する都道府県の県庁援護課等、海軍については、厚

生労働省社会・援護局業務課調査資料室が担当している。

③戦時功労による前叙等についても確認する。

④少尉、中尉等の階級がある者については、昭和19年5月に軍事功労のある者に

一斉に叙位叙勲を行っているため、叙位についても確認する必要がある。軍歴証明

書上に前叙の記載がなくても、確認すること。

照会先は、宮内庁長官官房秘書課任用係(TEL:03-3213-11111ia) となる。

特に中尉の階級がある者については、正人位と言われても、再度従七位が発令さ

れていないか確認するよう求められるため、留意する。

なお、一般的には高齢になってから軍歴に係る叙位叙勲を与えることはないが、

例外的に与える場合もあるため、春秋叙勲又は高齢者叙勲推薦時に前叙について確

認した場合であっても、死亡叙位推薦時には再度確認する。

⑤人事記録に兵役の記載があるが、兵籍簿に該当がない場合、履歴書には兵役につ

いて記載し、審査票には記載しない（通算しない） 。

⑥年齢的に兵役があると思われる者については、兵役がない場合にも証明機関に照

会した事績（ 「該当なし」との回答がされた書面の写し）を求められることがある

ので留意する。

3

(1)

(2)

外字の取扱い4

栄典事務における各種推薦書類の作成に当たっては、氏名・本籍について「戸籍どおり

に記載する」ことが求められる。

一方で、市町村から取得している戸籍抄本や刑罰等調書の公的書類について、候補者の

氏名や本籍地等の文字の一部において、改正原戸籍に記載されている文字は常用漢字であ

るにも関わらず、異なる書体にて表記されている場合がある。
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(事象例）

戸籍抄本記載文字:･八

刑罰等調書記載文字：八

改正原戸籍記載文字：八

(対応）

戸籍謄本等の交付請求を行う際の添書に以下の文言を記載するなどし、効率的に推薦

書類の作成・チェックを行う。

なお、請求先市町村から回答がない場合には、電話により問い合わせるなど、個別に

対応する。

(記載例）

交付いただく戸籍抄本等において、改正原戸籍に記載されている文字と異なる書体に

て表記されている文字がある場合には、その旨をご教示くださいますようお願いいたし

ます。
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団体の規模及び事業概況等調の作成要領

1 作成基準

（1）役員として在職した期間がある民間企業､団体等について作成する。 （元職員が退官

後に民間企業、団体等の役員に就任した場合についても作成する｡）

（2）個人事業者については、生業について作成する。

（3） 団体規模調書と審査票の｢団体の規模など｣の欄は､必ず一致するように記載する。

2作成要領

s注意事項

（1）作成基準日が古く、作成が困難な場合等は、その旨を備考欄に記載し、作成可能な

時点のものを作成する（可能な限り作成基準日に近いものにする)。

（備考欄例） 「作成可能時点令和○年○月○日現在」

(2) 「団体の規模及び事業概況等調」の記載内容は、そのまま審査票の「団体の規模な

ど」欄及び「会社の規模など」欄へ記入することとなるため、審査票に記入すべき事

項はすべて調査確認の上、記入する。
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項 目 記入要領

作成基準日 役員として在職した最終時点(在職期間中の直近の決算時点。ただ

し、社長、会長等、最高位の職歴がある場合は、その役職の在任期間

の最終時点）を記載する。

団体の名称 団体の名称を正確に記入し、設立年月日を括弧書きする。

法的根拠 ｢特殊法人｣、 「財団法人｣、 「任意団体」等の別を明らかにし、法律

に基づくものはその法律名を記入し、公布年月日を括弧書きする。

会員数等

（団体用）

連合団体である場合には加盟団体数及び全会員数を記入する。

連合団体以外である場合には全会員数を記入する。

活動範囲

（団体用）

実際に活動している範囲（全国、県、郡、市町村等）を記入する。

資 本 金

(営利法人用）

資本金額を記入する。

役職員構成 会長、社長、理事長については氏名を記入し、その他の役職につい

ては人数を記入する。

職員数についても必ず記入する(職員がいない場合は｢o」と記入)。

年予算額･売上高 年予算額及びその予算の出所（補助金、会費等）を具体的に記入。

営利法人の場合には売上高を記入する。

事業内容 事業の内容（定款等に記載のもの）を具体的に記入する。

備 考 団体の名称変更､組織変更等があった場合には変更年月日・名称の

変遷を､団体が解散している場合には解散年月日とその理由等参考と

なる事項を記入する。



経営状況調の作成要領

1 作成基準

原則として、役員として在職している民間企業及び個人事業者の場合は生業について

作成する。

（注）既に退社した企業についても賞勲局から作成を求められる場合がある（特に代表

取締役の期間がある場合)。

2注意事項

（1） 売上金額､売上総利益､営業利益､経常利益､当期純利益については必ず記載する。

（2）経営状況が悪化している場合は、その理由及び栄典環境に問題がないといえる補足

説明を記載し、最後に「栄典環境に問題ない」という文言を必ず記載する。

（3）経営状況に不安を抱かせるようなネガティブな表現は避ける。

性）補足説明については、専門用語の使用は極力避け、財務諸表や税務を知らない者で

も分かるような内容にする。

（5）経営状況について補足説明等を記載した場合、説明において使用した項目や参考と

なる項目については、必ず「参考となる項目」に数値を記載する。

（6） 当期純利益、営業所得等に五期連続して損失が発生している場合は、庁考査係へ連

絡すること。

（7） 元職員の退官後の税理士業については、勲等に影響するようなものでない限り 「経

営状況調」の作成は不要である。

（8） 赤字箇所がある場合には、経営状況が悪化している場合ではなくても、賞勲局から

理由を問われることがあるため、その理由を記載する。

（9）杜氏（黄綬褒章）については、作成不要。
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団体の組織図・歴代役員名簿の作成要領

1 組織図

（1）候補者の主要経歴としている団体（関係民間団体）について作成する。

（2）候補者が所属する団体の位置付け（中央団体から見て、どの位置にある組織なのか）

が分かるような記載とする。

歴代役員名簿

候補者の主要経歴について作成する。

会長、副会長については、未叙勲者についても記載すること。

役員については褒章、叙勲の受章者のみの記載とする。

未叙勲の者については、必ず未叙勲の理由を記載する。

候補者自身についても記載し､褒章･叙勲の時期及び勲等をそれぞれ括弧書きする。

2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) ｢その他の役職等」欄には現在の役職で主要なものを記載する。
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I

栄典協議について

1 栄典協議基準（国税庁基準）

－
１
－
１
‐

１
２
３
４
５

１
１
１
１
１
「－－－－－－－－て

■■■■

2栄典協議要領

（1） メールまたはFAXにて審査票、履歴書を送付して栄典の授与に関する検討を依

頼する（各府省、都道府県の栄典担当窓口は「栄典事務の手引（令和2年)｣P161、

P162参照)。

（2） 次の事項を確認する。

①’ ■
②’ 三 ’

■’
’

③
④

3栄典協議書の作成及び提出

協議先の窓口、応対者及び聴取日時等を併記した協議事績を「【様式】栄典協議書」ま

たは、適宜の様式を用いて作成し、提出する。

また、栄典協議書には、 どの経歴について栄典協議を行ったかを明記する。

4注意事項

（1） 上記1の基準以外でも、賞勲局から協議の指示を受ける場合がある。

（2） 死亡叙位については、他省庁等で国税庁推薦の位階と同等の位階が立つ場合、上位

の位階が授与されるため、叙勲、褒章と同様に協議を行い、協議書を提出する。

その際他省庁等での功労名を確認すること。

（3） 各府省の本省庁と出先機関等の間で叙勲基準等の認識の違いが多々あるため、原則

として協議は本省庁に対して行う。ただし、各省庁からの要請があれば出先機関等と

協議を行う。

’(4)

｜勲等格上材料に
なり得ることから、履歴書に記載するほか、審査票にも記載する。

なお、賞勲局との折衝過程において勲等格上材料とする場合には、当該功績につい

て特別功績調書の作成が必要な場合があるため、関係資料を事前に入手しておく。
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(5)他省庁の大臣表彰等を受彰しているにもかかわらず、履歴書に所管分野の団体役員

歴の記載がない場合や、会長、副会長歴があるにもかかわらず、理事等の履歴がない

場合は、役員歴の把握が漏れている可能性が高いことから、候補者の経歴について再

度調査を要する。

(6)褒章候補者として杜氏を推薦する際に、厚生労働大臣表彰（卓越技能者表彰）受彰

歴がある場合は、厚生労働省において叙勲候補者として管理している可能性があるた

め、確認を要する。

(7)

■■
(8)他省庁等から栄典協議を受ける場合、擬叙が立つかどうかの判断は、栄典事務担当

者メモ「別紙8－1， 8－2」の擬叙基準により回答を行う。

擬叙基準は、国税庁の推薦基準とは異なることに留意する。
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他省庁分野叙勲対象団体等（例）

10厚生労働省1 警察庁

○薬品協会

○民間病院院長

○県食品衛生協会

○県社会福祉協議会

○環境衛生同業会

○日本医薬品卸業連合会

○国民年金連合会

○県経営者協会

○職業協会

○労働基準協会

○労働委員会公益委員

○民生委員

○日本製薬団体連合会

○日本製薬工業協会

○都道府県公安委員会

○防犯協会

○交通安全協会

2金融庁

○銀行・銀行協会

○金融機関社長

○保険・保険協会

○証券会社・証券協会
○公認会計士協会

3総務省

○行政相談員

○放送会社（テレビ・ラジオ）社長

○郵便切手売捌協会

○地方公共団体首長

○県市区町村議員

○選挙管理委員

11農林水産省

○農業協同組合

○経済農業協同組合

○共済農業協同組合

○厚生農業協同組合

○信用農業協同組合

○森林組合

○木材組合

○漁業協同組合

○土地改良区理事長

○みそしようゆ工業協同組合

4消防庁

○消防団長・警防団長

○防火管理協会

○防火管理者協会

○危険物安全協会

5法務省

○日本弁護士会

○人権擁護委員

○保護司

12経済産業省

○商工会議所

○商工会

○中小企業団体中央会

○日本専門店会連盟

○経営者協会

○日本経営者団体連盟

○石油業協同組合

○全国時計貴金属眼鏡組合連合会

○菓子工業組合

○中小企業診断士協会

○貿易振興協会

○ガス会社経営

○日本製紙工業連合会

○その他商工業関係団体

6財務省

○たばこ耕作組合

○たばこ販売組合

○塩販売組合

7文部科学省

教育委員

体育協会(現:スポーツ協会） （県単位以上）

各種スポーツ関係団体（県単位以上）

ボーイスカウト連盟（県単位以上）

学校経営

私大教授

新聞協会及び新聞発行

○
○
○
○
○
○
○

(注）

以上の団体は一例であるため、叙勲対象団体に

該当するか疑義がある場合は、各省庁の出先機関

に照会するなどの方法により必ず確認する。

8国土交通省

県収用委員

建設業協会

倉庫協会

事業用自動車協会（バス・タクシー等）

○
○
○
○

9最高裁判所

○調停委員
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高齢候補者（75歳以上）の推薦理由の作成要領

1 作成基準

75歳以上の候補者を推薦する場合

2様式

A4縦版の横書き

3記載内容

今回推薦する（これまで推薦できなかった）理由を記載する。

(例1）

(例2）

同氏が70歳に達した時点において、旭日双光章の推薦基準に達していたが、功績の

伸びが期待でき、旭日小綬章での推薦を検討していた。

しかし、同氏は、役職歴を退くこととなり、今後功績の伸びが期待できなくなったた

め、今回令和○年○の叙勲において推薦することとなった。
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死亡状況書の作成要領

作成基準

死亡叙位・叙勲において、除籍抄本の死亡時刻に「推定」又は「頃」の記載がある者

なお、死亡時刻は明らかな場合であっても、死亡原因に疑義があるもの（溺水等）に

1

ついても、作成が必要となる。

2様式

A4縦版の横書き

3記載内容

以下の内容について、詳細に記載する。

（1）普段の状況

(2)死亡日又は死亡前（直前）の状態・状況

（3）死亡判明・発見の経緯

（4） 死亡判明・発見時の状況（場所、発見者（続柄）等）

（5）警察による現場検証の有無

（6） 死亡原因（診断結果)

（7） 「事件性がない」旨の記載

添付書類

死亡診断書（死体検案書）の写し

4

留意事項

局補佐以上の名で作成し押印を要する。 （原本を必要部数提出）

5

－
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推薦書類の提出要領

1 提出部数

（1）叙位・叙勲

(注1） 刑罰等調書、戸籍（除籍）の提出部数のうち、 1部は写しでも構わない。

(注2） 軍歴証明（兵籍簿）は写しでも構わない。

(注3） 死亡状況書を提出する場合、提出部数のうち2部（死亡叙位叙勲は3部）

は押印をした原本を提出すること。

(2)褒章

刑罰等調書、戸籍の提出部数のうち、 1部は写しでも構わない。

軍歴証明（兵籍簿）は写しでも構わない。

遺族追賞の場合は追賞を受ける遺族の戸籍抄本及び刑罰等調書が3部必要

となる。

(注1）

(注2）

(注3）
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春秋叙勲 高齢者叙勲 死亡叙位叙勲 死亡叙位

叙位審査票
■■■■■■■■ － 2 2

勲章審査票 2 2 2
－

功績調書 3 3 4 3

履 歴 書 3 3 4 3

刑罰等調書 3 3 4 3

戸籍（除籍）抄本 3 3 4 3

その他必要書類 3 3 4 3

袋■ 章 遺族追賞

褒章審査票 2 2

功績調書 3 3

履 歴 書 3 3

刑罰等調書 3 3

戸籍（除籍）抄本 3 3

その他必要書類 3 3



提出における注意事項

(1) 功績調書及び履歴書は両面印刷、その他の書類は片面印刷により作成する。

(2) 戸籍（除籍）抄本及び、刑罰調書等の大きさがA4以外の場合、A4用紙に貼付

する等して提出する（下図参照） 。

2

(3)審査票以外の書類は、功績調書、履歴書刑罰等調書、戸籍抄本、その他の書類

各1部を上から順に並べ、玄リップ留め（ホチキス止めは不要）したものを1組と

して必要組数を準備する。

死亡状況書

旛
軍歴証3

礒
軍歴証明

篠蔭
刑罰調書

｢冨二暮壽
履歴書

同一霜一調~鳶功績調書

＝＞

左のセット書類を必要部数

用意し､審査表を上に重ねて

提出する。

審査票以外の提出書類

を1部ずつセットし、

クリップでまとめる。

(4)推薦書類を提出する前に､推薦確認票により記載内容等の確認を行い、当該確認

票を推薦書類とあわせて一部提出する。

(5)死亡叙位・叙勲の関係書類については、封筒の表に庁受付番号(o2－×××）

を必ず記載する。
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余又ｲ立と余又熱の審査」二のI坂1及妄臺異

1 雇、小使い及び嘱託等の期間

叙 位 叙 勲

判任官期間であるので全期間通算する。

（月給が支給されていることが条件）

判任官期間であるので全期間通算す~る。

（月給が支給されていることが条件）

属、書記、地方公務員及び教員の

期間

通算しない。満18歳未満の期間

通算しない。雇の期間

通算する（月給であることが要件)。満18歳以上の期間

通算しない。ただし、俸給が月給である場合、

18歳以上の期間については通算可能。

臨時雇、事務員、小使い、見習い、

嘱託等の期間
通算しない。

(無給の場合もある)。その旨を履歴書に記載すること(注） 雇であっても、俸給が月給であるか否かを確認し

(注） 再任用期間については、原則として通算しない (擬叙成立に影響するような場合は庁に相談する｡)。

2部付、課付の期間

動叙
」
Ｊ
』

一
、
ユ

ｊ
４
１叙

原則として判任官期間として計算するが、病

気休暇等により実際に勤務に従事していなけれ

ば通算できない場合もある。

原則として通算する。病気休暇等により実際

に勤務に従事していなければ通算できない場合

がある。

部付、課付の期間

(注） 「退職」辞令待ちの部付、課付の期間は、実際に勤務に従事していないものとみて計算から除外する。

3休職療養期間、指導区分期間の取扱について

勲叙叙 位

減算する。減算する。病気休暇

減算する。

■
※

療養期間 減算する。

■
■※休職期間

減算しない。減算しない。指導区分期間(A-1)

(注） 1．本来、職務に従事していなかった期間は叙位叙勲年数に算入しないのが原則であるが、国税庁職員健康管理規定に基づく一[陸

については、履歴書へ記載しないことを要件として、叙位叙勲年数に算入することとしたもの康管理指導区分」期間(A-1)

である。

2．休職期間であっても、文官分限令第11条第1条第4項による休職は取扱いが異なるため、兵役期間を参照すること。

34．病気休暇については、回数及び年数の制限等はない。
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4兵役期間

(注） 尉官は従来高等官として計算していたが、昭和63年秋の叙勲から判任官として計算することとなった。なお、履歴書及び叙勲審査

票の記載に当たっては、尉官は階級別（少尉、中尉、大尉等）に区分して記載すること。

時功労による月'1,., の照会 つい【参考】 （1）

イ 前叙について

陸軍、海軍ともに厚生労働省社会・援護局の所管である。 (03-5253-1111 (代))

※氏名、本籍、生年月日、陸軍、海軍の別、最終階級とその任官年月日を事前に確認した上で、照会すること。

ロ軍歴について

陸軍については本籍地を所轄する都道府県の県庁援護課等、海軍については厚生労働省社会・援護局業務課調査資料室が担

当している。

少尉、中尉等の戦時功労にかかる叙位叙勲について(2）

昭和19年5月に軍時功労のある者について、一斉に叙位叙勲を行った。これは、昭和18年1月以前に功労のあった者に対

してなされたものである。

照会先は、①宮内庁長官官房秘書課任用係（03-3213-1111 （代)）

）

5外地官署、外国政府等について

(注） 1．外国特殊法人については、恩給法上認められている機関であることが要件である。

2．書記補は、任官扱い（属）する。
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叙 位 叙 勲

兵
役

退職して入隊及び

就職前の兵役

文官のまま入隊

通算しない。

通算する（属以降の兵役に限る)。

通算する。

(陸軍士官学校生徒等及び海軍工員等は「兵」

ではないので通算不可）

通算する。ただし、雇のまま応召した場合に

は満18歳未満の期間については通算できない。

文官分限令第11条第項第4号によ

る休職
休職と考えて通算しない。 兵役と考えて通算する。

叙 位 叙 勲

外地官署

(台湾、朝鮮、樺太）

外国政府

(満州国、中華民国、蒙古）

通算する（属以上の期間のみ）

通算しない。

通算する。

外国特殊法人

(満鉄、華北交通等）

恩給法上計算に含まれていれば正社員（属）

として通算する。

恩給法上計算に含まれていれば正社員（属）

として、それ以外は雇として通算する。



高等官歴に中断がある場合の取扱い

叙勲1

58．7 60．7 63．7

－ 一トー十一一一トー－
副
署
長

庁
補
佐
千
Ｉ

局
補
佐

↑
ここから高等官推定（原則）高等官推定可能な官職ではあるが､その後

の任用の動きから見て高等官推定を開始

できない。

庁補佐部分を高等官に含めることが認められることも(注）勲等に影響する場合は、

あるので個別に判断する。

なお、庁補佐心得については、高等官に含まれない。

叙位2

63.760.758.7

’
１

除算
i通算可能
、

高等官 I 通算可能
0

推定開始I
Q

ノ
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歴署貢司

栄典事務担当者メモ
(別 紙）

令和2年7月

国税庁人事課考査係



聖
声
』
柵
鉾
塗
響
臨
州
附
糒
（
ス
ー
メ
）

春毛尺余又寮辺追晏考基望筐

選 考 基 準

漠 選考の対象

その他年齢

税
務
行
政

次のいずれの要件にも該当する者税務職員として職務を遂行し、国の発

展に貢献した者で、特に功績顕著な者

70歳以上

(1)

(2)

(3)

納 次のいずれの要件にも該当する者ツ〕し、百一ｵ"1,りツ〕し、百一ｵ"1,り納税協力団体の役員として税務行政に

協力するとともに、社会公共の福祉の増

進に寄与した者で、特に功績顕著な者

70歳以上

(1)

(2)

(3) 褒章受章者は受章後5年を経過していること。

褒章受章者は受章後5年を経過していること。

税

税 永年業務に精励し、関係団体の役職を

歴任して税務行政に協力するとともに、

社会公共の福祉の増進に寄与した者で、

特に功績顕著な者

70歳以上

理

士

酒 次のいずれの要件にも該当する者7~〕し、~丁オ'1.07~〕し、~丁オ'1.07~〕し、~丁オ'1.07~〕し、~丁オ'1.0永年業務に精励し、関係団体の役職を

歴任して税務行政に協力するとともに、

社会公共の福祉の増進に寄与した者で、

特に功績顕著な者

70歳以上

(1)

類

(2)褒章受章者は受章後5年を経過していること。
業

次のいずれの要件にも該当する者二
類
分
野

人目につきにくい分野にあって多年に

わたり業務に精励した者

70歳以上

(1)

(2)

候補者の選考に当たっては慎重を期すること。特に国民感情にそぐわない者、例えば罪を犯した者、犯罪容疑者、経営上の欠陥や社会的不道徳の者は推薦を差し控える。(注） 1

2

3 年齢は、叙勲発令日現在の満年齢とする。

春の叙勲→4月29日 秋の叙勲→ 11月3日



聖
津
画
蜘
側
娩
鮒
附
備
（
ｚ
Ｉ
〆
）

選考基準褒章の

種類鰯 選考の対象

そ の 他

次のいずれの要件にも該当する者7〕し、司一ｵ〆1′り

年齢

納税協力団体の役員として税務行政に

協力した者で、功績顕著な者

60歳以上
納 藍

(1)

(2)

綬税

原則として次のいずれかの役職歴を有すること。永年にわたり業務に従事し、関係団体

の役職を歴任して業界の発展に尽くした

者で、功績顕著な者

60歳以上
藍税

綬
理

税理士として永年業務に精励し、衆民

の模範とするに足りる者

60歳以上

黄
綬士

原則として次のいずれかの役職歴を有すること。永年にわたり業務に従事し、関係団体

の役職を歴任して業界の発展に尽くした

者で、功績顕著な者

60歳以上
藍酒

綬
類

酒類業者として永年業務に精励し、衆

民の模範とするに足りる者

60歳以上

黄
綬業

(注） 1 候補者の選考に当たっては慎重を期すること。特に国民感情にそぐわない者、例えば罪を犯した者、犯罪容疑者、経営上の欠陥や社会的不道徳の者は推薦を差し控える。
2褒章を受章した者は、受章後5年を経過しなければ叙勲の対象とすることはできないため、年齢が66歳以上70歳未満の者で将来叙勲を受章できると認められる者については、 70歳
で叙勲を受章できるよう、原則として褒章の推薦を見合わせる。

3年齢は、褒章発令日 （当庁の場合は11月3日）現在の満年齢とする。



別紙3

叙位・叙勲基準表(民間）

納税功労1

勲等 ｜ 位階位階勲等

■■■-ベース

旭単の推薦は現職死亡の場合のみ(注1）

(注2）

2税理士功労

勲等 ｜ 位階位階勲等

。穂,: ｜
（注2）網掛は当分の間適用1万丁5



別紙3

叙位・叙勲基準表（民間）

3酒類業振興功労

（1） 酒造

位階
●

勲等

｜
’

’

ベース： ’ －
（注1）推薦は次の①～③のいずれかを満たす者

② ③

P
(注2）

(注3）

(2) 卸売・小売

勲勲等 ｜ 位階等 位階

ベース： ｜
（注）推薦は次の①～③のいずれかを満たす者

①ロ 画 ■③



別紙4

叙勲基準表 （公務員）

1 基準表 (単位：換算年）

| 2G官職 | 3G官職 | 4G官職2G官職 3G官職 4G官職lG官職

(注）かっこ書は、著しく顕著な功績が必要

(注）網掛け（瑞単）については、原則として適用しない。

【税務職員の官職適用基準（目安） 】

L
職
職
官
官
Ｇ
Ｇ
２
３

4G官職

3二類分野

’
蕊"： ； ： 玉￥ ￥蚕、

; 奄設 : :

#誰鐙他の職員
ｉ
…
』

多人数の長又は特に高度

の技術を有する者

数人の長又は高度の技術

を有する者

（注）
網掛け部分の運用は現在停止されている。

』

換算年
属l/4、高等官1/2、局長l/1

(雇の期間は計算に入れない）
雇・属l/2、高等官1/1



別紙5

叙位基準表 （公務員）

1と2の有利な方を適用すること。

なお､高等官推定と判任官推定が同一の位階となる場合は､高等官推定を適用すること。

1 高等官推定による場合（数字は年数を示す）

<進階表〉

「
進
階
」
と
い
う

▲

：
－し

｢陞等」 という

●●

(1) 高等官とは、指定官職以上、かつ、税務職3等級（現在税務職5級）以上

(2)

■

■■

Ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ

(3)

１
１
４
５
１
１

2判任官推定による場合

■■■■①
②
③

■■■■
■■■■



別紙6

元職員の場合の進階早見表

ノ

一 般 職 貝区分
上 級 職

採用試験

合 格 者

事務官2級以上

で判任官期間が

20年以上の者

その他の者
位階

｜

年数は高等官期間の年数。

高等官期間は、 |日行政職(一)4等級相当以上で、指定官職以上の期間をいう。

大蔵事務官2級発令は、昭25．5． 15以前に行われていた。

１
２
３
４

ｊ注ぐ

卓 …叱珀弓司 Eユ ロEF 「皿



別紙7－1

叙位基準俸給職名一覧

叙位職名

ﾛ再1 F礼 ロオ』‘ ..■

(注）いずれの区分も原則として補職期間、該当俸給以上の在級期間が1年以上必要。

(注）休職期間は在職期間とみなさない。

叙位基準俸給職名一覧（研究職）

叙位職名



別紙7－2

叙勲基準俸給職名一覧

職名【参考】俸給叙勲

口
報
Ｇ

行
１
１

行(一）

2等級

2G

S48.4. 1～ 指定職以上

行（－） 1等級

税特1等級

行(一）

3等級

3G

S48_4． 1～

S60.6.30

行(-) 11級

税11級

S60.7. 1~

H18.3.31

行（一） 9級

税9級

H18.4. 1~

I種以上の場合】

行(一）2等級

税1等級

【特別調整額

S48.4. 1~

S60.6.30

行(一)10級

税10級

S60.7. 1~

1118.3.31

行(－）8級

税8級

H18．4. 1~

行(－）4等級以上

税3等級以上

行(一）

4等級

4G

S48.4. 1~

S60．6.30

行(一）7級以上

税7級以上

S60．7. 1~

H18.3.31

行(一）5級以上

税5級以上

H18.4. 1~

(注）いずれの区分も原則として補職期間、該当俸給以上の在級期間が1年以上必要。

(注）休職期間は在職期間とみなさない。

叙勲基準俸給職名一覧（研究職）

叙勲 俸給 職名

行(－）3等級

3G

研究職2－6以上S39. 10. 1~

S60.6.30

行(一）4等級

4G
研究職3－4以上S60.7. 1~



別紙8－1

擬叙基準【叙勲】

｜ 擬叙基準

、
《
●
■
■
■
■

納税貯蓄組合
青色申告会
法人会

間税会
』

届’

q

税理士

I

’

酒類製造業

酒類販売業

’

※「概ね」は9割のこと。



別紙8 2

擬叙基準【褒章】

【共通】 他の模範となる事績を有していること。

’’ 備考擬叙基準種別

納税貯蓄組合
青色申告会
法人会

間税会

藍綬

則

旧

Ｎ

川

Ⅱ

１

１

１

０

１

旧

判

例

１

１

Ⅲ

黄綬

藍綬税理士

黄綬

酒類製造業
酒類販売業 ｜

’藍綬

口
黄綬杜氏



｢函署嘉］

栄典事務担当者メモ
(確認票）

令和2年7月

国税庁人事課考査係



匠
高齢者叙勲候補者推薦確認票（元職）

候補者氏名キ要経歴

備 考検 討 内 容 チェック項目

発令日 ：誕生月の翌月1日

（1日生まれの者は誕生日＝発令日）
発令日現在の年齢が88歳以上か。

年 齢1

べｰｽ| 4G以上の官職の経験者で春秋叙勲未受篁萱
帷
薦
基
準

①3G該当の場合
２

勲等

②4G該当の場合

懲戒処分（免職・停職・減給・戒告）を受けていないか。

懲戒処分等３

i岨.■皿TF､単jilE 『_見↑， ’'

兵役による休職は除く。

休職期間1

辞退の可能性がある場合は推薦を保留すると

ともにその事績を残しておく。

退の

能性

辞
可 風評等により候補者に辞退の意思があることが確認されないか５

候補者又は候補者に関係する法人（団体）が次の「栄典を授与する

ことが不適当な者」に該当しないか。

①刑罰を受けた場合

②警察等の取り調べを受けた場合

③所得税法、法人税法等に基づく重加算税を賦課された場合

④独禁法に基づく調査、審決、命令等を受けた場合

⑤許認可取消、営業停止等の行政処分を受けた場合

⑥訴訟が継続中である場合

⑦不祥事等について報道があった場合

⑧事故を起こした場合

⑨懲戒処分を受けた場合

⑩法人等の経営状況に問題がある場合（公的資金の注入等）

該当する者についても､事前協議により推薦可

能となる場合があるので、庁人事課に相談す

る。

栄典授与

不適格者
6

氏名、生年月日が戸籍と一致しているか。
刑罰

調書 「刑罰の有無」及び「破産手続開始決定の有無」欄が「有」 となっ

ていないか。

改姓はないか。 （改姓がある場合は審査票の該当欄に記職する）

兵役がある場合に前叙の有無を確認したか。

戸

二
月l」

籍

叙

提出部数

審査票2部

その他

正本： 2部

写し： 1部

提
出
書
類

｛
ィ

本籍、氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記載は戸籍と-一致しているか。

郵便番号と住所に不一致がないか。
履歴書

秘
租
聿
肩

功
調 氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記載は戸籍と一致しているか。

審査票｜他の提出書類の記載事項（内容） と整合性がとれているか。

連絡事項等8

９



目 次

春秋叙勲候補者推薦確認票（納税） …………・……・………

春秋叙勲候補者推薦確認票（税理士） ・………………・……・

春秋叙勲候補者推薦確認票（酒類業：酒造） …………………

春秋叙勲候補者推薦確認票（酒類業：卸売・小売） ……・ ・……・

春秋叙勲候補者推薦確認票（元職） …・…………・ ・ ・…・…・ ・ ・

褒章候補者推薦確認票（納税） ・……． ．………・………・…・

褒章候補者推薦確認票（税理士） …・ ・ ・……・……. .…。 ． .…・
ﾛ

褒章候補者推薦確認票（酒類業） …． ．………。 ．…・…・…・…

高齢者叙勲候補者推薦確認票（元職） …・ ・ ・…………・……・ ・

死亡叙位･叙勲候補者推薦確認票（納税） ・ ・ ・………” ・ ・ ・…． ．…

死亡叙位･叙勲候補者推薦確認票（税理士） …・…・…・………・

死亡叙位･叙勲候補者推薦確認票（酒類業：酒造） …………・…
ら

死亡叙位･叙勲候補者推薦確認票（酒類業：卸売・小売） ……….

１
２
３
４
５
６
７
８
ｇ
ｏ
１
２
３
４

１
１
１
１
１死亡叙位･叙勲候補者推薦確認票（元職） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9



国
春秋叙勲候補者推薦確認票（納税）

候補者氏名主要経歴

備 考検 討 内 容 チェック項目

発令日 ：春

秋

日
日

９
３

２月
月
４
１１発令日現在の年齢が70歳以上か。年 齢1

①
一
②
一
③
｜
④

推 へ

①～⑤のすべてを満たす~こと。

薦

ス
２

⑤褒章受章者は褒章受章後5年を経過しているか。

①
｜
②

①
｜
②

基
格

③

｜③

側

④

H
1』準 「･画

｜ ｜について不明な場合は庁
人事課に確認する。

｜ ｜について不明な場合は庁
人事課に確認する。

３
褒章関連

候補者が現職の場合、役職の継続等により上位の勲等に格付される

見込みはないか。

上位の勲等が見込まれる場合は､推薦を保留す

べきかよく検討する。
推薦時期4

辞退の可能性がある場合は推薦を保留すると

ともにその事績を残しておく。

辞
可
退
能
の
性 風評等により候補者に辞退の意思があることが確認されないか。

５

6 1栄典協議｜他省庁分野の経歴がある場合、当該他省庁と協議を行ったか。 該当する場合は、栄典協議書を添付する。

候補者又は候補者に関係する法人（団体）が次の「栄典を授与する

ことが不適当な者」に該当しないか。

①刑罰を受けた場合

②警察等の取り調べを受けた場合

③所得税法、法人税法等に基づく重加算税を賦課された場合

④独禁法に基づく調査、審決、命令等を受けた場合

⑤許認可取消、営業停止等の行政処分を受けた場合

⑥訴訟が継続中である場合

⑦不祥事等について報道があった場合

⑧事故を起こした場合

⑨懲戒処分を受けた場合

⑩法人等の経営状況に問題がある場合（公的資金の注入等）

該当する者についても､事前協議により推薦可

能となる場合があるので、庁人事課に相談す

る｡

栄典授与

不適格者
７

次の「事前連絡を要する者」に該当しないか。

①旭日 （瑞宝）大綬章を希望する候補者

②新しい分野の候補者

③過去において賞勲局へ書類提出後、取り下げ又は辞退等をし

たことのある候補者

※内示後辞退又は取り下げした場合は、原則として3年間

は推薦できないので注意する。

④再叙勲を希望する候補者

⑤栄典授与不適格者に該当する者を推薦する場合

⑥その他（基準や先例に照らし問題があると思われるもの等）

事前連絡

対象者
該当する場合は、庁人事課に連絡する。8

氏名、生年月日が戸籍と一致しているか。

「刑罰の有無」及び「破産手続開始決定の有無」欄が「有」 となっ

ていないか。

刑罰

調書

籍
一
叙

改姓はないか。 （改姓がある場合は審査票の該当欄に記載する）

兵役がある場合に前叙の有無を確認したか。

本籍、氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記載は戸籍と一致しているか。

郵便番号と住所に不一致がないか。

戸
一
前

提
出
書
類

提出部数

正本： 2部

写し： 1部

9
一

履歴書

陸
租
垂
官

功
調 氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記載は戸籍と 致しているか。

審査票｜他の提出書類の記載事項（内容） と整合性がとれているか。

連絡事項等］ （）

一

1



回
春秋叙勲候補者推薦確認票（税理士）

候補者氏名主要経歴

項目
備 考チェック検 討 内 容

4月29日

1 1月 3日

春
秋

日
〈
預発

1
発令日現在の年齢が70歳以上か。年 齢

｜
’

①
｜
②
一
③

ベ
ー
ス

推 ①～③のすべてを満たすこと。

褒章受章者は褒章受章後5年を経過しているか。
薦
①
一
②

①
一
②

2 一

格

基

'侭.唖憩‘甑il鵯ざ師堀エ鯲曽‘鑓③
｜
④ ④

付準

について不明な場合は庁
褒章関連３

候補者が現職の場合、役職の継続等により上位の勲等に格付される
見込みはないか。

風評等により候補者に辞退の意思があることが確認されないか。

他省庁分野の経歴がある場合、当該他省庁と協議を行ったか。

推薦時期4

辞退の可能性がある場合は推薦を保留すると

ともにその事績を残しておく。
辞
可
退の

能性
5

該当する場合は、栄典協議書を添付する。栄典協議6

候補者又は候補者に関係する法人（団体）が次の「栄典を授与する
ことが不適当な者」に該当しないか。

①刑罰を受けた場合

②警察等の取り調べを受けた場合

③所得税法、法人税法等に基づく重加算税を賦課された場合
④独禁法に基づく調査、審決、命令等を受けた場合
⑤許認可取消、営業停止等の行政処分を受けた場合
⑥訴訟が継続中である場合

⑦不祥事等について報道があった場合
⑧事故を起こした場合

⑨懲戒処分を受けた場合

⑩法人等の経営状況に問題がある場合（公的資金の注入等）

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

該当す~る者についても､事前協議により推薦可

能となる場合があるので、庁人事課に相談す

る。

栄典授与

不適格者
７

次の「事前連絡を要する者」に該当しないか。
①旭日 （瑞宝）大綬章を希望する候補者

②新しい分野の候補者

③過去において賞勲局へ書類提出後、取り下げ又は辞退等をし
たことのある候補者

※内示後辞退又は取り下げした場合は、原則として3年間

は推薦できないので注意する。

④再叙勲を希望する候補者
⑤栄典授与不適格者に該当する者を推薦する場合
⑥その他（基準や先例に照らし問題があると思われるもの等）

事前連絡

対象者
該当寸一る場合は、庁人事課に連絡する。8

氏名、生年月日が戸籍と一致しているか。

「刑罰の有無」及び「破産手続開始決定の有無」棚が「有」 となっ

ていないか。

改姓はないか。 （改姓がある場合は審査票の該当柵に記載する）

兵役がある場合に前叙の有無を確認したか。

本籍、氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記載は戸籍と一致しているか。

刑罰

調書

戸
二
別

籍
一
叙

提
出
書
類

提出部数

正本二 2部

写し二 1部

9

履歴書
郵便番号と住所に不一致がないか。

氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記載は戸籍と一致しているか。

他の提出書類の記載事項（内容） と整合性がとれているか。

功
調
績
書

審香票

連絡事項等10

２

士も 凸胞



国
春秋叙勲候補者推薦確認票（酒類業：酒造）

候補者氏名主要経歴

備 考検 討 内 容 チェック項目

発令日 ：春

秋

4月29日

1 1月 3日
発令日現在の年齢が70歳以上か。臼三 齢I1

①
一
②
｜
③

へ

推

①～④のすべてを満たすこと。

鱒

ス
④褒章受章者は褒章受章後5年を経過しているか。2

E毎 PlL
①
｜
②

格基

一
③
一
④付準

生.

’ |について不明な場合は庁褒章関連３
人事課に確認する。

上位の勲等が見込まれる場合は､推薦を保留す

べきかよく検討する。

候補者が現職の場合、役職の継続等により上位の勲等に格付される

見込みはないか。
推薦時期4

辞退の可能性がある場合は推騰を保留すると

ともにその事績を残しておく。
辞
可

艮
一
指

、
可
Ｊ
ノ
ー
Ｉ

の
性 風評等により候補者に辞退の意思があることが確認されないか。

５

該当する場合は、栄典協議書を添付する。他省庁分野の経歴がある場合、 当該他省庁と協議を行ったか。6 1栄典協議

候補者又は候補者に関係する法人（団体）が吹の「栄典を授与する

ことが不適当な者」に該当しないか。

①刑罰を受けた場合

②警察等の取り調べを受けた場合

③所得税法、法人税法等に基づく重加算税を賦課された場合

④独禁法に基づく調査、審決、命令等を受けた場合

⑤許認可取消、営業停止等の行政処分を受けた場合

⑥訴訟が継続中である場合

⑦不祥事等について報道があった場合

⑧事故を起こした場合

⑨懲戒処分を受けた場合

⑩法人等の経営状況に問題がある場合（公的資金の注入等）

該当する者についても､事前協議により推薦可

能となる場合があるので、庁人事課に相談す

る。

栄典授与

不適格者
7

次の「事前連絡を要する者」に該当しないか。

①旭日 （瑞宝）大綬章を希望する候補者

②新しい分野の候補者

③過去において賞勲局へ書類提出後、取り下げ又は辞退等をし

たことのある候補者

※内示後辞退又は取り下げした場合は、原則として3年間

は推薦できないので注意する。

④再叙勲を希望する候補者

⑤栄典授与不適格者に該当する者を推薦する場合

⑥その他（基準や先例に照らし問題があると思われるもの等）

事前連絡

対象者
該当する場合は、庁人事課に連絡する。8

氏名、生年月日が戸籍と一致しているか。

「刑罰の有無」及び「破産手続開始決定の有無」棚が「有」 となっ
ていないか。

刑罰

調書

改姓はないか。 （改姓がある場合は審査票の該当柵に記載する）

兵役がある場合に前叙の有無を確認したか。

本籍、氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記載は戸籍と一致しているか。

郵便番号と住所に不一致がないか。

籍
一
叙

戸
二
別

提
出
書
類

提出部数

正本： 2部

写し； 1部

9

履歴書

功
調

桂
槻
圭
戸
氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記載は戸籍と一致しているか。

審査票｜他の提出書類の記載事項（内容） と整合性がとれているか。

連絡事項等10

３



日
春秋叙勲候補者推薦確認票（酒類業：卸売。小売）

候補者氏名主要経歴

備 考チェック検 討 内 容項目

発令日 ：春 4月29日

秋 1 1月 3日発令日現在の年齢が70歳以上か。年 齢1

①
へ

推
②
一
③

①～④のすべてを満たすこと。I

薦

｜
④
而
弐
剛

①
｜
②

ス
褒章受章者は褒章受章後5年を経過しているか。

２

格
基

③

③

｜④ ④準 付

について不明な場合は庁
褒章関連3

人事課に確認する。

上位の勲等が見込まれる場合は､推薦を保留す

べきかよく検討する。
候補者が現職の場合、役職の継続等により上位の勲等に格付される
見込みはないか。

推薦時期4

辞退の可能性がある場合は推薦を保留す-ると

ともにその事績を残しておく。
辞
可
退
能
の

性
風評等により候補者に辞退の意思があることが確認されないか。５

該当する場合は、栄典協議書を添付する。他省庁分野の経歴がある場合、当該他省庁と協議を行ったか。6 1栄典協議

候補者又は候補者に関係する法人（団体）が次の「栄典を授与する
ことが不適当な者」に該当しないか。

①刑罰を受けた場合

②警察等の取り調べを受けた場合

③所得税法、法人税法等に基づく重加算税を賦課された場合

④独禁法に基づく調査、審決、命令等を受けた場合
⑤許認可取消、営業停止等の行政処分を受けた場合

⑥訴訟が継続中である場合

⑦不祥事等について報道があった場合

⑧事故を起こした場合

⑨懲戒処分を受けた場合

⑩法人等の経営状況に問題がある場合（公的資金の注入等）

⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①と
一一

該当する者についても､事前協議により推薦可

能となる場合があるので、庁人事課に相談す

る。

栄典授与

不適格者
７

の「事前連絡を要する者」に該当しないか。

①旭日 （瑞宝）大綬章を希望する候補者

②新しい分野の候補者

③過去において賞勲局へ書類提出後、取り下げ又は辞退等をし

たことのある候補者

※内示後辞退又は取り下げした場合はく原則として3年間

は推薦できないので注意する。

④再叙勲を希望する候補者

⑤栄典授与不適格者に該当する者を推薦する場合

⑥その他（基準や先例に照らし問題があると思われるもの等）

③②①の

次

事前連絡

対象者
該当する場合は、庁人事課に連絡する。8

氏名、生年月日が戸籍と一致しているか。
刑罰

調書 「刑罰の有無」及び「破産手続開始決定の有無」欄が「有」 となっ

ていないか。

改姓はないか。 （改姓がある場合は審査票の該当欄に記職する）

兵役がある場合に前叙の有無を確認したか。

本籍、氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記載は戸籍と一致しているか。

郵便番号と住所に不一致がないか。

戸

二
月l」

籍
一
叙

提
出
書
類

提出部数

正本： 2部

写し： 1部

9

履歴書

績
書

功
調 氏名、 （|日氏名） 、生年月日の記栽は戸籍と一致しているか。

審査票｜他の提出書類の記載事項（内容） と整合性がとれているか。

連絡事項等10

1



国
春秋叙勲候補者推薦確認票（元職）

候補li者氏名主要経歴

備 考検 討 内 容 チェック項目､

発令日 ：春

秋

4月29日

1 1月 3日
発令日現在の年齢が70歳以上か。年 齢1

①
一
②

①
一
②推

薦
基
準

①～③のすべてを満たすこと。ごベース

③③
２

勲等

懲戒処分（免職・停職・減給・戒告）を受けていないか。 懲戒処分を受けている者は推鯆不可.

懲戒処分等3
R〆呉1田』 岳■_=_里 丘

課に相談する。

兵役による休職は除く。

休職期間4

’ 11

辞退の可能性がある場合は推薦を保留すると

ともにその事績を残しておく。

辞
可
退
能
の
性 風評等により候補者に辞退の意思があることが確認されないか。

5

候補者又は候補者に関係する法人（団体）が次の「栄典を授与する

ことが不適当な者」に該当しないか。

①刑罰を受けた場合

②警察等の取り調べを受けた場合

③所得税法、法人税法等に基づく重加算税を賦課された場合

④独禁法に基づく調査、審決、命令等を受けた場合

⑤許認可取消、営業停止等の行政処分を受けた場合

⑥訴訟が継続中である場合

⑦不祥事等について報道があった場合

⑧事故を起こした場合

⑨懲戒処分を受けた場合

⑩法人等の経営状況に問題がある場合（公的資金の注入等）

該当する者についても､事前協議により推薦可

能となる場合があるので、庁人事課に相談す

る。

栄典授与

不適格者
6

の「事前連絡を要する者」に該当しないか。

①旭日 （瑞宝）大綬章を希望する候補者

②新しい分野の候補者

③過去において賞勲局へ書類提出後、取り下げ又は辞退等をし

たことのある候補者

※内示後辞退又は取り下げした場合は、原則として3年間

は推薦できないので注意する。

④再叙勲を希望する候補者

⑤栄典授与不適格者に該当する者を推薦する場合

⑥その他（基準や先例に照らし問題があると思われるもの等）

③②①の

次

事前連絡

対象者
該当する場合は、庁人事課に連絡する。７

氏名、生年月日が戸籍と一致しているか。
罰
書

刑

調 「刑罰の有無」及び「破産手続開始決定の有無」欄が「有」 となっ

ていないか。

籍
一
叙

改姓はないか。 （改姓がある場合は審査票の該当欄に記載する）

兵役がある場合に前叙の有無を確認したか。

本籍、氏名、 （|日氏名） 、生年月日の記載は戸籍と一致しているか。

郵便番号と住所に不一致がないか。

戸

二
月I」

提
出
書
類

提出部数

正本： 2部

写し： 1部

目

履歴書

功績

調書
氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記載は戸籍と一致しているか。

審査票｜他の提出書類の記載事項（内容） と整合性がとれているか。

連絡事項等9

５

Iを推薦す-る場合は庁人。



ヨ
褒章候補者推薦確認票 （納税）

候補者氏名主要経歴

備 考チェック検 討 内 容項目

発令日 2 11月 3日発令日現在の年齢が60歳以上か。1 1年 齢

①
｜
②
一
③
一
④

②
｜
③
一
④

藍推

薦
基

①～④のすべてを満たすこと。２

準 綬

叙勲関連 番号を記入3

､U■ 且ロ 型？詔

辞退の可能性がある場合は推薦を保留すると

ともにその事績を残しておく。
辞
可
退
能
の
性
風評等により候補者に辞退の意思があることが確認されないか。4

該当する場合は、栄典協議書を添付する。他省庁分野の経歴がある場合、当該他省庁と協議を行ったか。栄典協議５

候補者又は候補者に関係する法人（団体）が次のI栄典を授与する
ことが不適当な者」に該当しないか。

①刑罰を受けた場合

②警察等の取り調べを受けた場合

③所得税法、法人税法等に基づく重加算税を賦課された場合
④独禁法に基づく調査、審決、命令等を受けた場合

⑤許認可取消、営業停止等の行政処分を受けた場合

⑥訴訟が継続中である場合

⑦不祥事等について報道があった場合

⑧事故を起こした場合

⑨懲戒処分を受けた場合

⑩法人等の経営状況に問題がある場合（公的資金の注入等）

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

該当する者についても､事前協諺により推薦可

能となる場合があるので、庁人事課に相談す

る。

栄典授与
不適格者

6

次の「事前連絡を要する者」に該当しないか。

①新しい分野の候補者

②過去において賞勲局へ書類提出後、取り下げ又は辞退等をし
たことのある候補者

※内示後辞退又は取り下げした場合は、原則として3年間

は推薦できないので注意する。

③再叙勲を希望する候補者

④栄典授与不適格者に該当する者を推薦する場合
⑤その他（基準や先例に照らし問題があると思われるもの等）

事前連絡

対象者
該当する場合は、庁人事課に連絡する。一

Ｊ

氏名、生年月日が戸籍と一致しているか。

「刑罰の有無」及び「破産手続開始決定の有無」欄が「有」 となっ
ていないか。

刑罰

調書

籍
叙

一
Ｐ
一
別

改姓はないか。 （改姓がある場合は審査票の該当欄に記載する）
提
出
書
類

提出部数

正本： 2部

写し： 1部

「

兵役がある場合に前叙の有無を確認したか。
目

本籍、氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記載は戸籍と一致しているか。

郵便番号と住所に不一致がないか。
履歴書

功
調

椌
租
聿
日
氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記赦は戸籍と一致しているか。

他の提出書類の記載事項（内容） と整合性がとれているか。|審査票

連絡事項等9

6



国
死亡叙位・叙勲候補者推薦確認票（納税）

候補者氏名主要経歴

チェック検 討 内 容 備 考項目

①
｜
②

推 ご＼

③ ①～④のす-べてを満たすこと。’

④

ス

薦

①
｜
②
一
③
｜
④

格
I

ｒ
・
Ⅱ
■
肖
喝

｜ ，基

｜
あるため、庁人事課に相談する

■■■■) 。
卍

付準

推定死亡の場合は死亡診断書､死亡状況書の提

出を要する。
｢推定死亡」に該当しないか。

死亡原因
ワ

］ 死亡状況を確認するとともに新聞記事等の情

報を入手し､庁人事課に推薦の可否について相

談すること。

交通事項、 自殺、水死等、死亡原因に異常はないか。

3 1受章確認|遺族に受章の諾否を確認したか。
4 1栄典協議|他省庁分野の経歴がある場合､ 当該他省庁と協議を行ったか。

遺族が断った場合は推薦しない。

該当する場合は、栄典協議書を添付する。

候補者又は候補者に関係する法人（団体）が次の「栄典を授与する

ことが不適当な者」に該当しないか。

①刑罰を受けた場合

②警察等の取り調べを受けた場合

③所得税法、法人税法等に基づく重加算税を賦課された場合

④独禁法に基づく調査、審決、命令等を受けた場合

⑤許認可取消、営業停止等の行政処分を受けた場合

⑥訴訟が継続中である場合

⑦不祥事等について報道があった場合

⑧事故を起こした場合

⑨懲戒処分を受けた場合

⑩法人等の経営状況に問題がある場合（公的資金の注入等）

該当する者についても､事前協議により推薦可

能となる場合があるので、庁人事課に相談す

る。

栄典授与

不適格者
５

氏名、生年月日が戸籍と一致しているか。

「刑罰の有無」及び「破産手続開始決定の有無」欄が「有」 となっ

ていないか。

刑
調
罰
書

改姓はないか。 （改姓がある場合は審査票の該当欄に記縦する）

兵役がある場合に前叙の有無を確認したか。

本籍、氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記載は戸籍と一致しているか。

郵便番号と住所に不一致がないか。

戸

二
月I」

籍

叙

提出部数

審査票

その他

正本

写し

提
出
書
類

2部

3部（叙位のみの場合は2部）

1部

６

履歴書

功
調
績
書 氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記赦は戸籍と一致しているか。

審査票｜他の提出書類の記載事項（内容） と整合性がとれているか。

連絡事項等
《
ｆ
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Eﾆヨ
死亡叙位・叙勲候補者推薦確認票（税理士）

候補者氏名主要経歴

|チェック 備 考検 討 内 容項目

都 HEA｣~千了，1世 乢馴Ⅱ三9廿今』①
｜
②

①、②のいずれも満たすこと。①、②のいずれも満たすこと。ス ｜ベ棚

①
｜
②

格

薦

1

一
③
》
④

基

ﾛfー 一』T‐

に凸■■fl 1n‐秀一凸， 台1

準 付

推定死亡の場合は死亡診断書､死亡状況書の提

出を要する。

｢推定死亡」に該当しないか。

死亡原因 死亡状況を確認するとともに新聞記事等の情

報を入手し､庁人事課に推薦の可否について相

談すること。

２

交通事項、 自殺、水死等、死亡原因に異常はないか。

遺族が断った場合は推薦しない。

該当する場合は、栄典協議書を添付する。

遺族に受章の諾否を確認したか。3 1受章確認
』 ｜栄典協議 他省庁分野の経歴がある場合、当該他省庁と協議を行ったか。

候補者又は候補者に関係する法人（団体）が次の「栄典を授与する
ことが不適当な者」に該当しないか。

①刑罰を受けた場合

②警察等の取り調べを受けた場合

③所得税法、法人税法等に基づく重加算税を賦課された場合

④独禁法に基づく調査、審決、命令等を受けた場合
⑤許認可取消、営業停止等の行政処分を受けた場合

⑥訴訟が継続中である場合

⑦不祥事等について報道があった場合

⑧事故を起こした場合

⑨懲戒処分を受けた場合

⑩法人等の経営状況に問題がある場合（公的資金の注入等）

⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①」

該当する者についても､事前協議により推薦可

能となる場合があるので、庁人事課に相談す

る。

栄典授与

不適格者
5

氏名、生年月日が戸籍と一致しているか。

「刑罰の有無」及び「破産手続開始決定の有無」柵が「有」 となっ

ていないか。

刑罰

調書

改姓はないか。 （改姓がある場合は審査票の該当欄に記載する）

兵役がある場合に前叙の有無を確認したか。

本籍、氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記載は戸籍と一致しているか。

郵便番号と住所に不一致がないか。

籍

叙

戸

二
I1jl

提出部数

審査票： 2部

その他

正本二 3部（叙位のみの場合は2部）

写し言 1部

提
出
書
類

６

履歴書

功績

調書
氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記載は戸籍と一致しているか。

審査票｜他の提出書類の記載事項（内容） と整合性がとれているか。

I

連絡事項等
［

ィ
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豆
褒章候補者推薦確認票 （税理士）

候補者氏名主要経歴

備 考

発令日 ： 11月 3日

項目 ’ 検 討 内 容

， ｜年 齢|発令日現在の年齢が60歳以上か。

チェック

①
一
②

藍
推

①～③のすべてを満たすこと。
薦

③

2

綬
基

黄
綬
④
｜
⑤

④、⑤のいずれも満たすこと。

準

1..m. .L－， 弓＜「,nFト■ぜ、.！

呵
り
凶

叙勲関連 番号を記入3

辞退の可能性がある場合は推薦を保留すると

ともにその事績を残しておく。

辞
可
退
能
の
性 風評等により候補者に辞退の意思があることが確認されないか。

4

5 1栄典協議｜他省庁分野の経歴がある場合、 当該他省庁と協議を行ったか。 該当する場合は、栄典協議書を添付する。

候補者又は候補者に関係する法人（団体）が次の「栄典を授与する

ことが不適当な者」に該当しないか。

①刑罰を受けた場合

②警察等の取り調べを受けた場合

③所得税法、法人税法等に基づく重加算税を賦課された場合

④独禁法に基づく調査、審決、命令等を受けた場合

⑤許認可取消、営業停止等の行政処分を受けた場合

⑥訴訟が継続中である場合

⑦不祥事等について報道があった場合

⑧事故を起こした場合

⑨懲戒処分を受けた場合

⑩法人等の経営状況に問題がある場合（公的資金の注入等）

該当する者についても､事前協議により推薦可

能となる場合があるので、庁人事課に相談す

る。

栄典授与

不適格者
6

次のI事前連絡を要する者」に該当しないか。

①新しい分野の候補者

②過去において賞勲局へ書類提出後、取り下げ又は辞退等をし

たことのある候補者

※内示後辞退又は取り下げした場合は、原則として3年間

は推薦できないので注意する。

③再叙勲を希望する候補者

④栄典授与不適格者に該当する者を推薦する場合

⑤その他（基準や先例に照らし問題があると思われるもの等）

事前連絡

対象者
該当する場合は、庁人事課に連絡する。

【

ィ

氏名、生年月日が戸籍と一致しているか。
刑
調
罰
書 「刑罰の有無」及び「破産手続開始決定の有無」棚が「有」 となっ
ていないか。

籍|改姓はないか。 （改姓がある場合は審査票の該当欄に記載する）
叙|兵役がある場合に前叙の有無を確認したか。

戸

二
月I」

提
出
書
類

提出部数

正本： 2部

写し： 1部

8

本籍、氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記載は戸籍と一致しているか。

郵便番号と住所に不一致がないか。
履歴書

功績

調書
氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記載は戸籍と一致しているか。

審査票｜他の提出書類の記載事項. （内容） と整合性がとれているか。

連絡事項等９

７



匠
褒章候補者推薦確認票（酒類業）

候補者氏名主要経歴

備 考

発令日 : 11月 3日

検 討 内 容 チェック項目 ’ 検 討 内

， ｜年 齢|発令日現在の年齢が60歳以上か。

①
｜
②

①
｜
②

藍
椎

①～③のすべてを満たすこと。

③③
薦

2

綬
基

④
一
⑤

黄
綬

④、⑤のいずれも満たすこと。
に

一
到
叫

一二坐 ＝一二

叙勲関連 番号を記入３

辞退の可能性がある場合は推薦を保留すると

ともにその事績を残しておく。
辞
可
退の

能性
風評等により候補者に辞退の意思があることが確認されないか。-1

該当する場合は、栄典協誰書を添付する。5 1栄典協議｜他省庁分野の経歴がある場合、当該他省庁と協議を行ったか。

候補者又は候補者に関係する法人（団体）が次の「栄典を授与する

ことが不適当な者」に該当しないか。

①刑罰を受けた場合

②警察等の取り調べを受けた場合

③所得税法、法人税法等に基づく重加算税を賦課された場合

④独禁法に基づく調査、審決、命令等を受けた場合

⑤許認可取消、営業停止等の行政処分を受けた場合

⑥訴訟が継続中である場合

⑦不祥事等について報道があった場合

⑧事故を起こした場合

⑨懲戒処分を受けた場合

⑩法人等の経営状況に問題がある場合（公的資金の注入等）

該当する者についても､事前協議により推薦可

能となる場合があるので、庁人事課に相談す

る。

栄典授与

不適格者
6

次の「事前連絡を要する者」に該当しないか。

①新しい分野の候補者

②過去において賞勲局へ書類提出後、取り下げ又は辞退等をし

たことのある候補者

※内示後辞退又は取り下げした場合は、原則として3年間

は推薦できないので注意する。

③再叙勲を希望する候補者

④栄典授与不適格者に該当する者を推薦する場合

⑤その他（基準や先例に照らし問題があると思われるもの等）

事前連絡

対象者
該当する場合は、庁人事課に連絡する。7

氏名、生年月日が戸籍と一致しているか。
刑罰

調書 「刑罰の有無」及び「破産手続開始決定の有無」欄が「有」 となっ

ていないか‘ 、

改姓はないか。 （改姓がある場合は審査票の該当欄に記載する）

兵役がある場合に前叙の有無を確認したか。

本籍、氏名、 （|日氏名） 、生年月日の記載は戸籍と一致しているか。

郵便番号と住所に不一致がないか。

戸

二
月11

籍
一
叙

提
出
書
類

提出部数

正本： 2部

写し； 1部

8

履歴書

功績

調書
氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記載は戸籍と一致しているか。

審査票｜他の提出書類の記載事項（内容） と整合性がとれているか。

連絡事項等9

8



国
死亡叙位・叙勲候補者推薦確認票（酒類業：酒造）

候補者氏名主要経歴

備 考検 討 内 ‘容 チェック項目

①
②
一
③

〆、

推

①～③のすべてを満たすこと。①～③のすべてを満たすこと。’

ス

薦

①
一
②

格
1

基

③

④
準 付

推定死亡の場合は死亡診断書､死亡状況書の提

出を要する。
｢推定死亡」に該当しないか。

死亡原因２ 死亡状況を確認するとともに新聞記事等の情

報を入手し､庁人事課に推薦の可否について相

談すること。

交通事項、 自殺、水死等、死亡原因に異常はないか。

遺族が断った場合は推薦しない。

該当する場合は、栄典協議害を添付する。

受章確認|遺族に受章の諾否を確認したか。
栄典協議|他省庁分野の経歴がある場合､当該他省庁と協議を行ったか。

３
’
４

候補者又は候補者に関係する法人（団体）が次の「栄典を授与する

ことが不適当な者」に該当しないか。

①刑罰を受けた場合

②警察等の取り調べを受けた場合

③所得税法、法人税法等に基づく重加算税を賦課された場合

④独禁法に基づく調査、審決、命令等を受けた場合

⑤許認可取消、営業停止等の行政処分を受けた場合

⑥訴訟が継続中である場合

⑦不祥事等について報道があった場合

⑧事故を起こした場合

⑨懲戒処分を受けた場合

⑩法人等の経営状況に問題がある場合（公的資金の注入等）

該当する者についても､事前協議により推薦可

能となる場合があるので、庁人事課に相談す

る。

栄典授与

不適格者
５

氏名、生年月日が戸籍と一致しているか。
刑

調

罰
書 「刑罰の有無」及び「破産手続開始決定の有無」欄が「有」 となっ
ていないか。

改姓はないか。 （改姓がある場合は審査票の該当欄に記載する）

兵役がある場合に前叙の有無を確認したか。

本籍、氏名、 （|日氏名） 、生年月日の記載は戸籍と一致しているか。

郵便番号と住所に不一致がないか。

籍
一
叙

戸
一
前

提出部数

審査票： 2部

その他

正本： 3部（叙位のみの場合は2部）

写し: 1部

提
出
書
類

6

履歴書

功
調
績
書 氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記載は戸籍と一致しているか。

審査票｜他の提出書類の記載事項（内容） と整合性がとれているか。

連絡事項等７
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匠
死亡叙位・叙勲候補者推薦確認票（酒類業：卸売・小売）

候補者氏名主要経歴

備 考検 討 内 容 チェック項目

①
｜
②
｜
③

へ

推

①～③のすべてを満たすこと。

ス

薦

①
格

1

②

基

③

④維菖
司一 付

推定死亡の場合は死亡診断書､死亡状況書の提

出を要する。
｢推定死亡」に該当しないか。

死亡原因2 死亡状況を確認するとともに新聞記事等の情

報を入手し､庁人事課に推薦の可否について相

談すること。

交通事項、 自殺、水死等、死亡原因に異常はないか。

受章確認|遺族に受章の諾否を確認したか。
栄典協議|他省庁分野の経歴がある場合､当該他省庁と協議を行ったか。

遺族が断った場合は推薦しない。

該当する場合は、栄典協議書を添付する。

Ｑ
Ｊ
ｌ
４
詮

候補者又は候補者に関係する法人（団体）が次の「栄典を授与する

ことが不適当な者」に該当しないか。

①刑罰を受けた場合

②警察等の取り調べを受けた場合

③所得税法、法人税法等に基づく重加算税を賦課された場合

④独禁法に基づく調査、審決、命令等を受けた場合

⑤許認可取消、営業停止等の行政処分を受けた場合

⑥訴訟が継続中である場合

⑦不祥事等について報道があった場合

⑧事故を起こした場合

⑨懲戒処分を受けた場合

⑩法人等の経営状況に問題がある場合（公的資金の注入等）

該当する者についても､事前協議により推薦可

能となる場合があるので、庁人事課に相談す

る。

栄典授与

不適格者
5

氏名、生年月日が戸籍と一致しているか。
刑
調
罰
書 「刑罰の有無」及び「破産手続開始決定の有無」櫛lが「有」 となっ
ていないかc

改姓はないか。 （改姓がある場合は審査票の該当欄に記載する）

兵役がある場合に前叙の有無を確認したか。

本籍、氏名、 （旧氏名） 、生年月|ﾖの記載は戸鰭と一致しているか。

郵便番号と住所に不一致がないか。

籍
一
叙

戸
一
前

提出部数

審査票： 2部

その他

正本： 3部（叙位のみの場合は2部）

写し： 1部

提
出
書
類

６

履歴書

功績

調書
氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記載は戸籍と一致しているか。

審査票｜他の提出書類の記載事項（内容） と整合性がとれているか。

連絡事項等７

13



E
死亡叙位。叙勲候補者推薦確認票（元職）

主要経歴 候補者氏名

’
検 討 内 容項目 備 考チェック

ベース| 4G以上の官職の経験者でその期間が1年以上あるか。 現聡死亡の場合は半年以上の経験で足りる。
推

①主要経歴が3G官職の場合

叙勲
②主要経歴が4G官職の場合

薦

｜
1

判任官

推定

判任官推定は判任官期間と高等

期間で判定する。

判任官推定は判任官期間と高等官期間の合計

期間で判定する。基

位階
Ⅱ■■■■■■■■■ －

ﾛ・哩卑 ’猛腫I聖肘出虻曲↓■･T.『↑翻口亜 一目些吋uW1

幽踊剛＃曜自高等官

推定

f孔

準

免職・停職は推薦不可。

減給・戒告は推薦の際、弁明書を提出する。

※自らの非行による処分の場合は推薦不可。

懲戒処分（免職・停職・減給・戒告）を受けていないか。
懲戒処分等３

兵役による休職は除く。

休職期間４

推定死亡の場合は死亡診断書､死亡状況書の提

出を要する。

死亡状況を確認するとともに新聞記事等の情

報を入手し､庁人事課に推薦の可否について相

談すること。

｢推定死亡」に該当しないか。

死亡原因5

交通事項、 自殺、水死等、死亡原因に異常はないか。

受章確認｜遺族に受章の諾否を確認したか。 遺族が断った場合は推薦しない。６

候補者又は候補者に関係する法人（団体）が次の「栄典を授与する

ことが不適当な者」に該当しないか。

①刑罰を受けた場合

②警察等の取り調べを受けた場合

③所得税法、法人税法等に基づく重加算税を賦課された場合

④独禁法に基づく調査、審決、命令等を受けた場合

⑤許認可取消、営業停止等の行政処分を受けた場合

⑥訴訟が継続中である場合

⑦不祥事等について報道があった場合

⑧事故を起こした場合

⑨懲戒処分を受けた場合

⑩法人等の経営状況に問題がある場合（公的資金の注入等）

該当する者についても､事前協議により推薦可

能となる場合があるので、庁人事課に相談す

る。

栄典授与

不適格者
6

氏名、生年月日が戸籍と一致しているか。

「刑罰の有無」及び「破産手続開始決定の有無」欄が「有」 となっ

ていないか．

罰
書

刑
調

籍
一
叙

改姓はないか。 （改姓がある場合は審査票の該当棚に記載する）戸

二
月1」

提出部数

審査票： 2部

その他

正本： 3部（叙位のみの場合は2部）

写し： 1部

提
出
書
類

兵役がある場合に前叙の有無を確認したか。
一

』

本籍、氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記載は戸籍と一致しているか。

郵便番号と住所に不一致がないか。
履歴書

功績

調書
氏名、 （旧氏名） 、生年月日の記栽は戸籍と一致しているか。

審査票 他の提出書類の記栽事項（内容） と整合性がとれているか。

連絡事項等8
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｢垣雪著三コ

栄典事務担当者メモ
(審査票様式等）

令和2年7月

国税庁人事課考査係
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勲章審査票(A)【元職員用】

章 審 査勲
面
示 （ ／ ）

！

年次
省
庁
等 財務省（国税庁）

コ
ー
ド

■ ●

● ■

5 5

6；8；9
● ■

： ：
■ 4■

通
し
番
号

ロ ロ

ロ ■

■ □

● ■

□ ■

■ ■

■ ロ

■ ●

■ ■

● ■

D C

■ ■

本籍

ご
●
●
●
●
□
●
●
●
●
●
●
一

コ
ー
ド

ロ ー

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

｡ ●

｡ ●

● ●

● ●

● ●

● ｡

現住所
〒 ．

’

ド

■ ■ ● ●

● ■ ● ●

● ■ ● ●

● ■ ● ●

● ■ ● ●

● 巴 ● ●

● ■ ● ●

■ ■ ● ●

● ■ ● ●

● ■ ● ■

■ ■ ● ●

● ｡ ● ■

● ■ ● ●

■ ■ ■ ■

ふりがな

氏名

■■｡●■●■■●■●●■｡●p■●p●■■●■●■ロ●●｡●●●の■●｡■●■■■■■、

性
別 旧氏名等

ふりがな

ペンネーム・芸名 勲 章
■ 二

袋 章

生年月日 （ 歳） 出生地

主要

経歴

(官職）

功労名

■●●●■p●■●●■●■●●■ロ■●●■■■、■■■■●ロ■●、●■■●■●■B■●■■●■●■●●■●●｡●■g●●●●●■●■D■■ロ■■●■●■■●■●■●■■●■■■■■■■●■■●■■●■□■■■■●p■■■■■■■■■■■●●●■

．

1

ド

最終学歴 表彰歴

区分 官 職 名 等 在職期間

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

在職年月数
■
□
●
●
■
●
●
①
■
●
一

●
●
●
●
■
●
■
●
●
■
一

●
■
の
●
●
●
●
●
●
●
一

●
●
●
■
旬
●
●
●
●
●
一

■
■
■
■
■
■
■
■
●
■

■
●
●
●
●
●
■
■
●
●

■
ロ
■
●
■
●
■
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
一

●
●
●
●
●
●
●
●
■
■

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
一

■
●
□
■
■
●
●
■
■
ｐ
一

●
●
■
●
■
●
●
●
●
●

●
●
■
●
①
⑧
●
●
●
●
一

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
一

●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
一

●
■
●
●
●
●
■
■
●
●
■

計

●
●
■
●
●
■
■
●
●
●
一

●
●
■
●
●
●
●
●
■
ロ
ー

■
■
■
■
■
●
■
■
●
●
一

■
●
●
●
●
■
●
●
●
●

●
■
●
●
●
●
●
●
■
●
一

■
■
■
●
■
■
■
■
■
口
一

■
の
■
●
□
●
■
■
●
■
一

■
●
■
●
■
ロ
■
□
■
■
一

率 換算年月数
■
●
●
●
●
●
ロ
●
●
●

● ■

● ●

● ■

● ■

● ■

● ●

● ■

■ ■

● ■

ロ ●

●
■
●
●
●
●
●
。
●
●
一

●
①
■
●
●
●
●
●
■
●
一

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
一

■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
一

●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
一

●
●
●
●
●
●
●
●
●
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一

●
●
●
●
●
●
●
●
ロ
●
一

●
●
●
■
●
■
●
■
■
●
一

ロ
●
●
■
●
●
①
●
●
●
』

●
●
●
●
色
●
●
●
●
●
一

■ ●

● ｡

■ ●

■ ■

● ■

■ ●

■ ●

■ ●

■ ●

■ ■

■
●
■
口
●
●
●
●
Ｑ
●
●

備考

決
定

賞
勲

係

｛
中
一
ユ

基準職 換算年数 擬叙 基準年数

会社の規模など

■■■■■●■■● ■｡■

名称

■■●●■■●■●■●●

資本合
■●●●●●●●●■●■

従業員

■●■■●■p●■● ●●

販売高

■●■■旬●■■■■ ■●

役員

現在

万円

●■■●■●■■■ロ■■｡■●■■●■■■■●●●●■● ●●●0

人

万円

会社副専常
■ ■ ■ ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ■ ● ●

● ■ ● ●
－ ‐

団体の規模など

D●■●●

名

I●●□●

活

範
畢
会
l●●●○

役

l●●■●

職
一
年

現在
●■●■■●■●■■●●Q●■■●●●■●■■①｡●●｡●●■

■●●●●■●●●●■■●●｡■、●■①■●●■●■●■■●●

●■●●●●□●D●●●●●●●●●●■■●■●●●●●■●p

人

■■■■●●■■■●■■●●■●■●●■●●｡●｡●●●●●■

長副専常琿
● ● ● ●

● ● ■ ●

● ● ■ ●

● ● ロ ロ

■ ● ■ ●

■ ● ■ ■
●●■●●■●■●●■■■■●■●■｡●■■●■ｰ

■●■■●■●■■●■●●b●■●●■●■●●■

●■●●●

人

●■●●●●、

万円



勲章審査票(B)【民間人用】

章 審 査勲
面
示 （ ／ ）

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■

へ

B
ー

菫I万円

2

年次

(発令）

省
庁
等 財務省（国税庁）

コ
ー
Ｉ
岐
卜

6 8 9

通
し
番
号

本籍
コ
ー
ド

現住所
〒 コ

ー
ド

ふりがな

氏名

､●●●●●●●●●●●●●●●●●■●Dcp●●●●、●●●●●●●●●●●●

性
別
一
|日氏名等

ふりがな

ペンネーム・芸名 勲 章
凸 二

袋 章

生年月日 （ 歳） 出生地

主要

経歴

功労名

D●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●‘●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。●●●●●●●由■●■●●●●●■●ー●●●●●

コ
ー
ド

最終学歴 表 彰 歴

区分 職 名 等 在職期間

》》》》》》唖》》》●

自
菫

一皿

自
窒

唖呼》》皿》》》吋皿●

自
窒

》》》》皿呼哩唖》●

自
菫

》一一一》一一

自
菫

唖一睡唖》唖唖皿唖呼●

自
菫

唖唖唖唖唖》唖》皿》●

自
菫

自
菫

自
菫

》一一

自
菫

》一

自
菫

一一》》》一一》一●

自
菫

自
b●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●q

至

在職年月数 備考

》一》》》》呼》岬》●

自
窒

一一》》》皿

自
菫

自

至

決
定

賞
勲

係

申
甲
一
￥

会
社
の
規
模
な
ど

団
体
の
規
模
な
ど

現在

名称

資本金
万円

従業員
人

販売高
力円

役員
会社副専常

● ● ●

● ■ ●

、 ■ ●

● ● ●

● ● ●
■ 1■ ■

●
●
●
●
凸

現在

名称

活動

範囲

会員数
人

役員

職員

長副専常理

I■●■■●■

●
●
□
■

●

ぬ

● ● ●

● ● ●

■ ● ●

● ● ●

● ● ●

二=ここ二三且=●＝＝=ニュー●●●●■6●■●の●●!

人

年予算 万円

現在

名称

D●●●●●●●●●●●●●q

資本今

I●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●□■●●●●●●●●■●●●●

万円

従業員

販売高

役員

I●●●●●●●●●●●■●■■■●■●■●■●■●■■●●｡

人

■●●●●●

〃円

l●●●●、●●｡■●●●●●●●●●B●の●●●●●●●●●●●●●●●

会社副専常
●
●
●
●
●
白

● ●

● ●

■ ●

● ●

● ●
■ 1■

●
●
●
●
●
●

現在

名称
l■■、●●白■●●■■●■q

活動

範囲

会員数

役員

職員

単字算

I｡■●■■｡■●●■●●、●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

P●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●

人

l●●●●●■●■●■●●●●●●｡■●●●●●●●●●●●●●●●●●●

長副専常理
■ ● ● ●

■ ● ● ●

■ ● ● ●

■ ● ● ●

■ ● ● ●

!･･････＆＝＝･･･■8･･･・・e基・■・・C･U・・・･・・

人
l●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●｡●●●、●●



勲章審査票(C)【元職員用:死亡】

章 審 査勲
茜
一
不 （ ／ ）

へ

C
…

省
庁
等 財務省（国税庁）

コ
ー
ド

689

通
し
番
号

裁
可令年 月 日

死亡日 受付日
閣
議

現住所
〒 ．

I

ド

ふりがな

氏名

性
別
一
旧氏名等

ふりがな

ペンネーム・芸名
動
do，、 章

口 二

袋 章

生年月日 （ 歳）

主要

経歴

(官職）

功労名

●■●●●●●●●●●●●●■●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

最終学歴 表彰歴

区分 官 職 名 等

、

〃

在職期間

自

至

自

至

自

至

一四一一一一一一

自
菫

》●● ●●》》唖》唖》》》●

自
菫

唖●●亜唖一》》》》唖》●

自
菫

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自
菫

自

至

自

至

一

自

菫

自
菫

●一団《●一一一一》吐一●

自
菫

自

至

在職年月数 計

合計

率 換算年月数 備考

決
定

賞
勲

係

｛
中
一
￥

基準職 換算年数 擬叙 基準年数

会社の規模など

●●●●●●●●●●●●●■

名称

●●●●■●■●■●●● ●■

資本金

●●●●●●●●●● ●●●■

従業員

●●●●●●●●■●●●●■

販売高
｡●■●●●■｡●●●●●■

役員

現在

万円

人

P●■●●●●●●●■●●■●●●●、●●●●●●●●●●●●■●●●●■

万円

,会社副専常
● ●

● ●
■ ■

■ ■

、 ●

● ■

● ｡

● ●

■ ●

● ●

● ●

｡ ■

団体の規模など

現在

名称

活動

範囲

会員数

役員

人

長副専常理
■ ■ ●

● ● ●

● ■ ●

● ● ●

の ● ●

● ● ●

●
●
●
●
●
●
一

職員 人

年予算 万円



勲章審査票(D)【民間人用:死亡】

（ ／ ）審 査
茜
示章勲

4

省
庁
等
財務省（国税庁）

．

I

ド

689

通
し
番
号

裁
可 令年 月 日

死亡日 受付日
閣
議

現住所
〒 コ

ー
脾
‐

ふりがな

氏名

●●●●●●●●｡■■、■■■■■■●●●●●●●●●●●●●●●●●■0 r■●■■■｡■□■●●●■●●□●●●●●■●■■●●■●｡●■■●■●●■■

性
別
一
|日氏名等

ふりがな

ペンネーム・芸名
勲 章

■ 一

袋 章

生年月日 （ 歳）

主要

経歴

功労名

●●●●●●●●●●●■■■●■■●■■■■、■■●●●●●●●●●●●●■●■■■■■■■■■■■●●●■●■●■●●●●●●●●●●■｡■■■、■■●■●■■●●●●●●●●●●｡●●｡■■●の■■■■■■■■■●■●●●●●●●●●●●●■●●■●

最終学歴 表 彰 歴

区分 職 名 等 在職期間

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

在職年月数 備考

自

至

自

至

自

至

決
定
一
賞
勲
一
係
宙
立

会
社
の
規
模
な
ど

団
体
の
規
模
な
ど

現在

名称
も

■■■■■■■■■●■●●●’

資本金

p●●●●●●●■●●●●、■■ゆ■■■■■●■｡●■■●■e●●■●■●●

万円

鵜
》
彌

従
埜
販

役員

人

、●●●●●｡｡●●●●●ppc■●■●■●●■｡●●●●●●●□●●●●●

万円

会社副専常
今 ｡

5 二 ■ ・
■ ■ ■ ●
● ■ ● ■

● ● ● ●

● ● ■ ●

現在

名称
●●●■●●■●｡●●●●●1

活動

範囲

数
一
員

員
一
会
一
役
■●●■●●、■●■●■●■

職員

年予算

D■●●■甲●●p●■●■●●●●●■■●●●●■■｡●■●●●●●■●■●

人

､●■●●●CD●●●●●●●●●■●●●●●■●●●■●●■●■■●、■、

長副専常理
■ ● ● ●

● ■ ■ ●

● ● ■ ■
● ● ● ●

● ● ● ●

､●●●●●G8●･･････9･巳■､ﾛ■ふり■･■･守ユ･■･･■｡

人

万円

現在

名称
､●●●●●●●●●●●●D■

資本金

従業員

販売高
■●●●●●■■●■●●■●■

役員

■●●●●●●●●｡●●■●●■■●●■●■■●、■■■■●●●●●■●●I

万円

■●■■●■■●■●｡■●、■●、■●●●●●●●●●●●●●●●■●●●1

人

｡●●色ロ●●●●p■●●●●■●●●●●●●●●■●●●●●■●●●D●

万円

●●■●●●●●■●●●●●●●●●●●■●●■●●●●●●、●●■●●■

会社副専常
■
●
●
●
●
●

●
●
■
●
●
■

。 ◆

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

現在

名称
､●●■●●●●●●●●■●■

活動

範囲
D●■■■G●●●●｡●■｡■

会員数

役員

職員

年予算

■ゆ■●●■●●■●●●●●●ロ●､●■■●■●●●●●●●●●●●、●●1

●■●●●●●●●●●●●●●●｡●■●●●●●■●■■●、●■■■■■●I

人

■●●、●●｡●■●●■①｡●●●●●●●●●●●●●●■●■■●■■●■

長副専常理
● ● ● ●

■ ■ ｡ ●

● ● ● ■
● ● ■ ●

● ● ① ●

●●･●･･凸･■･巴｡･⑤･･■･□T■-■･ﾛ■■ﾛﾛ■････・

人
｡■■●毎■●｡■●●●■●｡●●｡■●●、●●●●●●●■●●●●●●●

万円



褒章審査票(E)

褒 章 審 査
茜
示

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ □

へ

E
…

5

年
次

省
庁
等 財務省（国税庁）

コ
ー
ド

6 8 9

通
し
番
号

｜
●
●
争
●
●
●
●
●
■
■
●
●
■
卓

本籍
コ
ー
ド

現住所
〒 コ

ー
ド

ふりがな

氏名

性
別
一
|日氏名等

ふりがな

ペンネーム・芸名 勲 章 愛■ 章

生年月日 （ 歳） 出生地

主要

経歴

功績名

●●●●●●●●●●、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、■、■■■■●●■●･■■●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●｡●●●●p●●●●●●●■●●●●●■■■■●■●●●■●●■●

最終学歴

区分 職 名 等 在職期間

皿》一坪一》一吋和睡●

自
唖
至

一一一

自
菫

》一睡唖》》》》》》

自
菫

唖》》》一》皿》迦唖

自
窒

》》《》》一》》

自
菫

一
・
一

自
茎

》》》唖》》》》》●

自
窒

在職年月数 備考

》》皿唖一一《一一》

自
菫

》》》》》

自
菫

唾》

自
菫

》唖皿唖唖》呼唖

自
菫

》一一》》》》和睡

自
菫

表彰歴

唾一睡》

自
室

自
室

唖亜皿唖唖唖》一睡嘩

自
菫

事i 責栂星

決
定
一
賞
勲
一
係
一
申
立

会
社
の
規
模
な
ど

団
体
の
規
模
な
ど

現在

名称
､●●●●●●●●●●●●●1

資本金

P●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ー｡●●q

万円

従業員
人

販売高

●●●●●●●●●●●●●q

役員

万円

会社副専常
●
ロ
●
●
●
■

● ● ■

、 ■ ■

● ● ●

● ● ●

● ■ ●

● ● ●

現在

名称

●●●●●●●●●●●●●4

活動

範囲

会員数

､●●巳●●●●●■●■■●■■●■■■●■●■●●●●■■●■■●■■q

人

役員

職員
●●●●■●●●●●●●●d

年予算

長副専常理
● ● ● ●

● ● ● ●

｡ ● ● ●

● ■ ■ ●

● ● ● ●
● ● ● ●

,●●●●●●g●●●●●●へ●●●●●●ここﾆﾆﾆﾆ●全●●●●●q

人

､●●●●●■●●■●●●●●●■■●●●●●●●■■●●●●●●●●●q

万円

現在

名称

資本金
●●●●■●●●■■●●●1

従業員

販売高

役員

●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●の●●●●●●●●●■●●■

万円

l■●■■●■●、■■●■■●●■●■■●■■■■●■■●■■●●●●●

人

l●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

万円

l●■■●■●●●■●■■●■■●■●●●□●●●●●●●●●●●●●e

会社副専常
、
●
●
■
■
●

■ ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

■ ● ●

● ● ●

現在

名称

■●●●●E＝ョ■●●●●1

活動

範囲

会員数

役員

職員
●①●●●●●●●●●●●q

年予算

●●●■●●●、●●●■●●■●●●●■■●｡●●●●■●①●●●●●’

､●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●■●●I

人

I｡■●■●●●●●■●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●I

長副専常理
● ● ● ●

■ ● ■ ■

● ● ● ●

● ● ● ●
■ ● ■ ■

● ● ■ ●

,●●●●●●●■■●●●●全●●●●●●巴ご＝＝二==灸●●●●●‘

人

l●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●万円



勲章審査票(A･C-2)【元職員用の次葉】

（ ／ ）

〕へ

汗＝ヱーコ要頚顎=芽

A

Ｃ
Ｉ
２
）

6

年次

(発令）

省
庁
等
財務省（国税庁）

通
し
番
号

6 8 9
氏
名

率

》《●■亜》一一》》》

自
窒

》》●● ●師》》》■》》》

自
菫

》唖呼》》》岬唖唖一●

自
窒

一一

自
窒

一一●●亜》》唾》》》

自
菫

》》》》》》一睡呼唖

自
菫

》》一睡

自
菫

型一一一

自
菫

一一一呼率呼睡一

唖
睡●●

自
菫

唖唖》四一一》唖唖皿●●

自
菫

一睡》郵一

自
窒

》》》●》》》》》

自
菫

》》》和唖一一一一》●

自
菫

呼唖●》》》一一一一》

自
菫

配一一一

自
菫

《唖》亜》一睡》》》●●

自
窒

》皿唖吐》》》唖●

自
菫

》一睡唖》》》一一一●●

自
窒

一一》》一一一

自
菫

》》》唖唖一一一一》

自
菫

《》》一一》》》》

自
窒

一一一一一

自
菫

自
菫

唖》一吋》》

．
》》》皿自

菫

》》》一一一》》》●●

自
窒

－

一一一●

自
茎

－

皿皿》和》》》一睡呼

自
菫

－

一一一》》》一一●

自
菫

－

》呼唖●●一一》》

自
菫

一



勲章(褒章)審査票B･D･E-2【民間人用の次葉】

（ ／ ）

’

へ

B

，

Ｅ
‐
２
）

7

年次

(発令）

省
庁
等 財務省（国税庁）

通
し
番
号

6 8 9
氏
名

区分 脂 i 名 等

1

花 三賭悩鄭 間ド生

唖睡唖唖皿》》》哩巴

自
菫

》一一

自
菫

自
､●●●●●●●●●●■●●●■●■■●、■■●②●●●●□●●●●●●●q

至

》》》》

自
菫

》》一一》》》》一●

自
菫

一一一一》●

自
筌

自
D●、●●●●●■●●■、■■■、●、■■■、■●■●●●●●●■●●●●0

至

一》一

自
窒

《》》》》》一●

自
菫

一一》

自
菫

》》》呼唖》》》》亜●

自
菫

》一一一一》》唖一睡●

自
菫

呼唖》》》》》》》

自
筌

自
ﾛ●●●●●●●●●●●●、●●●●●●●、●●●●●●■●●■●｡■ロ●I

至

一一一一一一》●

自
菫

》唖《一一》●

自
菫

亜》》

自
菫

皿唖型一一一唖一一》●

自
窒

》一一一一一●

自
筌

賄
・た

略工 三月；
グ
ヨ
明
テ
ロ
ン 備考

》》》》》一一一一》●

自
菫

一一一一一

自
菫

》》一一唾》唖》●

自
菫

》唖》》一睡唖呼唖●呼

自
菫

自

至

自

至

一一》麺睡●

自
菫

一四》》》一四唖睡》●

自
菫

一皿●

自
窒

》》》》

自
菫

自
p●●●●●●●●●●●●●●■｡●｡●●●●●●●●●●●●●●●●●●｡

至

会
社
の
規
模
な
ど

団
体
の
規
模
な
ど

現在

名称

資本金

従業員

万円

l●●●●●●●●●●●■●D●●■●●●●●■●●●●●●■●●●●●●4

人

販売高

役員

万円

会社副専常
■
●
●
●
●
■

●
●
■
●
●
●

● ■

● ●

● ●

■ ●

● ●

● ●

現在

名称

｝●●●●●●●●●●●●●d

活動

範囲
P●●●●●●●●●●●●●q

会員数
D●●●●●●●●●●●●●I

役員
､●、■●●●●●●●●■●I

職員

・革芋董

人

■●●●●●■●●●●■●■●●●■■□●●■●■●●●●●●●●●●●1

長副専常理
● ● ● ●

● ■ ● ●

● ● ● ●
■ ● ● ●

● ● ● ●

,｡･･･e手口＝ｮ･･＝こ＝==含三里害合二二s二2二書二二二ｺ‘

人
､●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ｲ

万円

現在

名称

l■●●●●■●●●■■■●q

資本今
l●●●●●●●●●●●●●q

従業員

販売高

役員

万円

人

、■■●■●●●●●●●●■●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

万円

●｡●●●■■●■●●●●●■●●、■●●■●■●●●●●●●●●●●●

会社副専常
●
●
●
●
●

● ● ●

● ● ●

● ■ ●

● ■ ●

● ● ■

● ■ ●

現在

称
一
動
囲

名
一
活
範

会員数

役員

職員

革芋賞

■●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●■●●●●●●●●

人

●●●●●■●●勺●●●｡●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

長副専常理
● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

,･･･こここり盲二s｡.＝？＝=二・二里p････品･･c含含二

人
I●●●●●●●●●●●●●●●●の●●●｡●●■●●●●●●●●●●■■

万円



叙位審査票(A)【元職員用】

叙 位 審 査
壺
示 （ ／ ）

叙位審査票(A）

8

省
庁
等
財務省（国税庁）

コ
ー
Ｉ
昨
ｒ

689
番
号

裁
可 令年 月 日

死亡日 受付日
閣
議

現住所

一

T コ
ー
１
レ
ト

ふりがな

氏名

■●●■●●●●■■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●①●●0

旧 氏 名 等 ペンネーム・芸名 位
■
凸

勲 章

生年月日

主要

経歴

(官職）

（ 歳）

p●●■■●●=＝＝=＝＝=●●●●●●●●●■●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●｡●●●●●｡●｡●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●･●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

最終学歴 表彰歴
一

袋 章

功労名 試験 年 月 試験合格

発令年月日 官 職 名 等 高 等官 位 階 必要年数
年 月 口

決
定

係

｛
中
一
￥

叙 位 叙 勲

備考



叙位審査票(B)【民間人用】

叙 位 審 査
壺
示

（ ／ ）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

叙位審査票(B）

9

省
庁
等
財務省（国税庁）

コ
ー
ド

689
番
号

裁
可令年 月 日

死亡日 受付日
閣
議

現住所

一

T コ
ー
ド

ふりがな

氏名

■■■■■■、■■■●■■■●■■●■●■■●■●■●■■●●●■■■●■■■●●■●■

旧氏名等 ペンネーム・芸名 位 I 曾 勲 章

生年月日

主要

経歴

歳

■■●●■●■■●■■●■●●■■、■■■■■●■D■■●●■■■■■■■■●■■■■■●■■■■■■■■●■■■■■■■■■●■●■●■■●、■●■●■■■■■ロ■■●■■｡■■■■●■■■■■■■■●■■●■■■■■■、■■■、■●■■●■■、●●●

最終学歴 表 彰 歴
■ 一

袋 章

功労名

区分 職 名 等 在職期間

自

年月 日

至

自

至

自
唾
至

P●●●●●●e●●■●●●●■●●●●■●●●I

自

至

自

至

自
■■●■■

至
D■ロ●｡■●｡■●■■■■■●■■■■■●■■q

自
一
至

､●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●4

自
》
至

ID●●●■●●■●●●●●●●●■■●■●●■4

自
窒

IC●●●●●■●■●●■●DB■●■●●●●●4

自
》
至

､●●●●●●●巳■●■■●●■●●●●●｡●、4

自

至

在！ &年月数
年 月 日

備考

会社の規模など団体の規 ；莫など

自

至

自

至

自

至

自

至

名称

資本金

従業員

販売高

役貝
■●■■■●■■■●●●●■

事業内容

万円

人

万円

会社副専常
● ■ ■ ●

● ● ● ●

● ● ● ●

■ ■ ● ■

● g ■ ●

■●■■■■●亡＝＝＝●－－巴一■●ご＝三g■●巳ニニニニ二二三二■●e二二二に＝＝

名称

活動

範囲

会員数

役員

職員

年予算

●●●●●●●●■●●ﾛ●●●●■●●■｡●■●●■■■■■●■■●●■●■□■●■日

●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●症＝会●■■■■●■■、■■■■■●■a

●●●■●●●●●●●●●●●●

長

●●●●●●●●●●●●●

ロ
●
■

■
●
《

人

●■●●O●■●●●●●｡●●■■●p●●●■●●｡■

副専常理
● ● ●

● ● ●

■ ■ ●

● ■ ■

● ● ■

●●●■●■O●■＝＝ごニニーニ●●■全■■■■■■

人

●●■●●●●■●●■■■●■●●■●●■●｡●■●●の●p●■■●■■●●二二＄●■

万円

｜
｜
決
定
一
係
一
申
立

〆
一
Ａ 叉

I n－

V 叙 勲

名称
ﾛ●●●●、●｡●●●●●●

資本金
､■●●●●●●●●●●●■

従業員
ﾛ●●■●●■●●■●●｡●

販売高
D●■●●●●●●●●●●●

役員
､●●●●●●●●、●●●■

事業内容

万円

人

万円

副専会社
■ ■ ●

● ● ●

● ● ●

■ ● ●

■ D C

常

名称

活動

範囲

会員数

役員
■●■●●●■●●●●●●■

職員

年予算

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●■■■■■■■■■｡■■■■0

●■■●●●●●■●■●●●●●●■●の●●●､●■■●●●●●ゆ■●●●●●■●●q

●□●●●●●●●●●■●●●

長

人

e●●●●●■■●●■■■■■e●■■■■●●■●●■q

副専常理
● ● ● ■
■ ■ ● ●

■ ● ■ ■

■ ● ● ●

● ■ ● ●

●●｡●●●●●■●●●●尖●●●●■●､●●●■■●今●●●●●ぬ●■｡●■｡

人

■●●●●●●｡■●●■●●■●●●●●■●●●●●●●●●●●C吾舎●●●●e●●q

万円



叙位審査票(C)【元職員用の次葉】

（ ／ ）

」
叙位審査票(C）

10

省
庁
等 財務省（国税庁）

番
号

氏
名

発令年月日
牛 月 日

官 職 名 等 高 等官 位 階 必要年数



叙位審査票(D)【民間人用の次葉】

（ ／ ）

叙位審杳票(D）

11

省
庁
等
財務省（国税庁）

番
号

氏
名

区分 職 名 等 在職期間

自

年月 日

至

■皿●■■■■■●■■■■■●■■■■●●●

自
》
至

自

至

自

至

●皿●■■●■■■■■●■■●■●●■■■■
自
菫

｜
自
窒

自

至

自

至

■唖■■●●■●●●●●●●●●●。■●●●

自
麺
至

●●●●●。■●●●●●●●●●■●●●●■■

自
一
至

自

至

自

至

、唖●■●●■■●●■●●●●●●●■

自
菫

自

至

自

至

自

至

●●●●●●■●●■●●■●●■●●■■■■■■

自
》
至

｜

自
》
至

自

至

自

至

｜

自
螢

在職年月数
年1 月1 日

§ §
§ §
● ●

● ■

● ●

● ●

備考

会社の規模など団体の規模など

■●和■■■■■●■●●■●●。●●。●●■

自
》
至

自

至

自

至

自

至

●》●●●。、●■■■■●Ｄ●●■●●、●■

自
菫

》○●■■●●■●●■■●■■●■■■■
自
菫

名称
､●●●●■●●●●●■●●

資本金
■●●●■●●●●●●■●●

従業員
■●｡●■■■●■■●■■■

販売高
■■●●●●■●●■●●e●

役員
■■｡■●●●■●●■●■●

事業内容

万円

人

万円

会社副専常
● ● ■ ■

● ■ ● ●

● ● ● ■
■ ■ ■ ■

｡ ■ 、 ●

名称

活動

範囲

会員数

役員

職員

年予算

□●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●■●●■●●●●●●■

■●■■ぜ＝＝＝■■■●、●■●■■■●■■●白●●●■●●■●●、●●●●●■●●■

●●●■●●、●●●●●●■●

長

人

●●■●■□●●●●●●●●●●●●●●｡●●●●●●■

副専常理
● ●

□ ■

● ■

● ●

● ●

■■●■■●■■●■■■、|■■■■■■●■■■● ｑ■■●■●

●
■
●
●
●
一■、●●■

■
●
Ｄ
Ｐ
●
一■●■■

人

●■●●■●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●■●●■●●●●●●●●●■●q

万円

亜○む●■●Ｇ●■●●●●●

自
》
至

自

至

自

至

自

至

の此●■●

。
●●●●●●●●●●●●●●●●●

自
》
至

自

至

名称
、■■●、■●■■■●●■■

資本金
■●■●●●■●■●●●●■

従業員
■●●■●●●●■■●●■■

販売高
■●●●●●●●●■●●●d

役員
■●●●●●●●●●■●●。

事業内容

万円

人

万円

会社副専常
■
■
●
■
■

■ ●

■ ●

■ ●

■ ●

■ ■

■
■
●
●
●

名称

活動

範囲

会員数

役員

職員

年予算

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●e●●●●q

●●｡■ゆ■■●●■●の●■ロ●■●ロ■■｡｡■■●■●●C缶●●●●の●●●■●●｡

人

■■●●■●■●●■■E＝ョ■■●■■■■■●■●■●■■●●●缶晉色白●●●●■Dq

長副専常琿
● ■ □ ■

● ● ● ■

● ● ■ ●

● ■ ■ ■

■ ● ■ ●

■■■■■●｡●●●■■●■■■●■■●■■●●●■■■1■■●●■●●ー●●●●■q

人

、■■●■■■●●●■■、■■■■■、■■●■■■■●■■■●●■■｡■■■■■■■I

万円



功績調書

書功 績 調
、

こ くぜい たろう

国 税 太 郎

(旧氏名大蔵太郎）

大正15年5月14日生

以下、功績を記載する。

～－

マロー

、

一

Ｉ

ノ

12



履歴書【元職員用】

履 歴 書

本 籍
ﾛ■■■■■

T

現住所

こ ぐ ぜい たる う

国 税 太 郎

(旧氏名：納税太郎）

昭和15年5月1日生

（ 学 歴 等 ）

○○学校○○部○○科卒業昭和

昭和

年
年

月
月

（ 職 歴
月

）

大 蔵 省行政職(一)7等級（大臣官房調査課）に大蔵事務官

採用する

昭和 年 日

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

日
日
日
日
月
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

13



履歴書【元職員用】

（退職後の職歴）

自昭和

至昭和

年
年

月
月

日
日

自昭和

至昭和

年
年

月
‐
月

日
日

（ 民間団体歴）

自昭和

至昭和

年
年

月
月

日
日

自昭和

至昭和

年
年

月
月

日
日

（ 賞 罰 ）

昭和

平成

年
年

月
月

日
日

（ そ の 他 ）

令和 (死亡原因）死亡年 月 日

、．

14



、

履歴書【民間人用】

履 歴 書

本 籍
ー

T

現住所

こ ぐぜい たる う

国 税 太 郎

(旧氏名：納税太郎）

昭和15年5月1日生

）

（ 学 歴 等 ）

○○学校○○部○○科卒業昭和

昭和

年
年

月
月

（ 職 歴 ）

自昭和

至昭和

年
年

月
月

日
日

自昭和

至昭和

年
年

月
月

日
日

（ 民間団体歴 ）

自昭和

至昭和

年
年

月
月

日
日

自昭和

至昭和

年
年

月
月

日
日

自昭和

至昭和

年
年

月
月

日
日

自昭和

至昭和

年
年

月
月

日
日

自昭和

至昭和

年
年

月
月

日
日

自昭和

至昭和

年
年

月
月

日
日

15
一ハニ》



■
■
８
ケ
。
ｄ
乃
恥
沙
毎
６
池
。
切
り
叶
、

履歴書【民間人用】ｎ
Ｌ
ｎ
か
，
凸

P

（ 賞 罰 ）
1

凸

昭和

平成

年
年

月
月

日
．
日

｡●

の 他 ）（ そ I

(死亡原因）令和 死亡年 月 日

、
ー

I

､U

』ノ

！い~

Ｉ

16



！

刑罰等調書

刑罰等調書

ノ

氏名

昭和 年 月 日生

(道路交通法違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反による1刑罰の有無（う

罰金刑を含む。 ）

2破産宣告又は破産手続開始決定の有無

、

0

ゾ

上記のとおり相違ありません。

令和 年 月 日

17



団体の規模及び事業概況等調

候補者名：○○‐○○

令和○○年○○月○○日現在

一

、

團
喜
Ｓ
溺
斌
渇
員
細
雅
蓋
翰
蛎
畿
【
回
喜
到
】

団体の名称 法的根拠

規 模
C

､

、

会員数 活動範囲 役職員構成 年予算額

事業内容 備 考



団体の規模及び事業概況等調

候補者名：○○○○

令和○○年○○月○○日現在

一

‐

回
喜
Ｓ
溢
斌
渇
員
慨
緋
蕾
濁
轆
畿
【
跡
型
吟
絲
詔
】

団体の名称 法的根拠

規 模

資本金 役職員構成 売上高

事業内容 備 考



経営状況調

経営状況調

【候補者名】

【法人名】

単位:千円

【

〈

参考となる項目

【(経営状況が悪化している場合)その理由･栄典環境に関する意見】

｝

20

、
ノー

年 度
自

至

裂
亘上

圭
冗 額

墓
一

〃
一

売上総利ヨ
H
皿

■
ｂ
■

営業利益

経常利益

当期純利§監

●● 1又入

● ● 費



団体組織図

令和○年○月○日現在

○○会連合会の組織図

全国○○会

会員○○,○○○人

○○会連合会(局連）
署単位青申会連合会○○(数字)会

単位青色申告会 ○○(数字)会会員○○,○○○人

署単位連合会○会

単位会 ○○会

会員 ○,○○○人

署単位連合会○会

単位会 ○○会

会員 ○.○○○人

署単位連合会○会

単位会○○会

会員 O,○○○人

○○税務署管内

○ ○ 会

連 合 会

単位会○○会

会員 ○○○○人

○○（単位会名）

会

会員 0000人

21



歴代役員名簿

歴代役員名簿（○○会○○ポスト名）

22

氏名 生年月日 在職期間

褒章・叙勲

時期 勲等

その他の役職等 備考

～

～

↓

～

～

～

～

～

～

～

～

｡

℃ ■

～

～



栄典協議書

栄典協議
聿
自

令和○年秋叙勲

所属・氏名昭
小
今
云

先 TEL

FAX
連絡先

（

生年月日氏 名

対
象
者
主要経歴

勲 等

■
邑

昨
囹
趾
弘
山
Ｒ
ｕ
噌
‐
ロ
Ｊ
町
品
川
｜
山
舐
Ｆ
甲
咄
別
個
占
酬
‐
‐
．
‘
日
日
咄
訊
卍
￥
抑
，
Ｆ
ｈ
Ｔ
Ｌ
●
脾
ｆ
ｒ
迅
凹
叶
い
酬
号
Ｐ
刊
靜
丘
１
ｍ
堀
‘
■
酌
．
出
画
咽
曲

・
ｄ
Ｌ

Ｅ
●
晶
出
Ⅱ
Ｊ
‐
Ⅱ
ｉ
■
ｂ
Ⅳ
Ⅲ
Ｕ
４
Ｒ
出
色
１
１
１
０
日
４
月
弓
ケ
ー
ロ
釘

「
弘
肌
恥
配
匹
削
由
一
価
心
？
｜
川
陞
仙
門
閥
ｗ
Ⅳ
旺
川
Ｊ
｝
脾
や
山
１
丁
‐
？
Ⅲ
１
周
出
、
｝

叫
皿
哨
伊
肘
評
岬
し
’
什
酬
申
甜
ア
直
“
薗
駛
記
先
哨
、
憎
塔
司
吐
叩
竜

四
門
丁
彦
Ｐ
印

協
議
内
容

1

！

23



高齢候補者の推薦理由

、

・

ゞ

〃

ｉ

Ｊ

高齢候補者（75歳以上）の推薦理由
可
も

候補者： ○○○○（現○○青色申告会連合副会長）

1

以下、理由を記載する。

r
q

ノ

イ

I

24



25

一



死亡状況害

死亡状況書

○○○○氏の死亡時刻が「推定」 とされた事情は、次のとおりです。

以下、死亡状況を記載する。

令和○○年○○月○○日

○○国税局総務部○○課課長補佐 ④○○ ○○

26



事前協議書

[栄典の受章環境について検討を要する候補者事前協議］

27

推薦省庁 財務省 番号 功労種別

ふりがな

氏 名 年齢

経 歴

取下げ等経緯

事案の概要



b

’

勤務成績明書

’
勤務成績証明書

Jも

元○○税務署長

’
1

1

’ ○○ ○○P

’

I
『

I

’

LL

ー

ｌ
申
口
も
。
’
‐

’ 令和○年○月○日

○○国税局総務部人事第二課長 ○○ ○○

’
Ｉ

Ｉ

ｑ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

０

凸

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

１

１

７

１

１

１

↓

ｆ

１

１

ｐ

Ｉ

◇

ｐ

Ｈ

守

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

７

Ｉ

Ｉ

凸

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

Ⅱ

１

１

中

ｔ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

↓

28
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歴署三コ

栄典事務担当者メモ
(記載例）

令和2年フ月

国税庁人事課考査係



審 査
茜
一
不章勲 (1 ／2）記載例:春秋叙勲(民間①）

|il
油
し
番
呈
コ
ー
ド
｜
コ
ー
ド

ｌ
省
庁
等

｜ 令3春年次

(発令） 財務省（国税庁） 6：8：9

簔鴛秦点線左側とコードを一致させる
埼玉県朝霞市 l : 1:2:2: 7本籍

F

〒 100-0013
l :3il:0: 1現住所

東京都千代田区
ふりがな
一回 、 ”会か

性
別

幸
早

圭
早 褒勲旧氏名等たろうのうぜいふりがな

氏 名

＝
■●■。●■●■●■■■■■■■■甲印■■■■函申凸｡■己｡■｡●｡■●■｡■■■■■■●｡■旬■■｡早早■

跨る載あ記
令
、
ｐ
一
》

ワ
令
恥
庇
１
１
４

章
合
受
場

受章がある

場合に記載

改姓がある

場合に記載
大蔵太郎

（昭23.5. 1改納税 ： 太郎 姓f一男

|出生地出生地 埼玉県和光市(73歳）昭和23年6月24日生年月日

現 （一社）○○県法人会連合会会長
立〆

写彰 歴最終学歴
ゴー

衣主要

経歴

コ
ー
ル
ト
5： 1

、｢忘冨社団法 平22． 10．28

財務大臣表彰

(納税功労）

○○大学○○部

昭和○○年3月卒業

I人は(－社)と省略

下段は原則記載不要

人は(－社)と省略

I|下段は原則記載不要納税功労功労名

在職期間 ｜在職年月盤k 術考職 名 等区分

■

（
日
）
至

○○○○（株） 従業員

●蔀

向
固
唾
幸
エ

常務取締役〃

岬

自
唖
至

代表取締役社長〃

自
田
至

代表取締役会長〃

’
自
函
至

←自
秘
至

チェックポイント

①履歴書と記載内容は一致しているか

②職名欄は
「生業」今「国税関係団体役職歴」今

「その他の団体の役職歴」

の順に記載されているか

③団体役職歴については

「署単位」今「県」 －＞ 「局(ブロック)」 －＞

「全国」

の順に記載されているか

(社）○○法人会常任理事

自
》
至

副会長〃

貝
至

会長〃

(公社）○○法人会会長

(平成25年4月1日組織変更）

自
哩
至

唖 ;＝

■

自
班
至

(社）○○県法人会連合会理事

［
日
睡
季
エ

会長〃

(一社）○○県法人会連合会会長

(平成26年4月1日組織変更）

自
凹
至

組織変更等により名称を変更している場合は､新

しい名称を二段書きし､変更日を記載する
ー

自
窒○○法人会連合会副会長

令和元年3月31日現在 現在｛
日
狸
至

(財）全国法人会総連合理事
会
社
の
規
模
な
どＩ

名称

資本金

従業員

販売高

役貝

○○○○（株）

万円

3，000

人

13

名称

資本金

従業員

販売高

役員

向
昌
幸
エ

常任理事〃
万円

’■唖
白
ロ
呼
奉
エ

(公財）全国法人会総連合常任理事

(平成23年4月1日組織変更） 人

、

II
万円万円

主要経歴に『○｣をつける
40，90]

〃

常
１

専
０

色
白
Ｇ
■

副
０

■
■
●
■

社
１

△
室
１
１

会社剛専漁

団体規模調と一致させる

役員在職時の内容を記載する役員在職時の内容を記載する

フ
■

■

■

■

写

■

■

Ｇ

■

■

凸

■

■

■

■

決
定
一
賞
勲
一
係
一
申
立

令和元年3月31日現在 ｜ 令和元年3月31日現在

団
体
の
規
模
な
ど

あ

『常｣の欄については、「常務理

事｣『常任理事｣の人数(両方あ

る場合は合計)を記載する。

『常｣の欄については、「常務理

事｣『常任理事｣の人数(両方あ

る場合は合計)を記載する。

名称

ﾛ■■■■●■■■■｡■

活動

範囲
ﾛ便■■■■■■■■■■

会員数

名称

活動

範囲

会員数

（公社）○○法人会

○○税務署管内

社

3，247

長副専常理
5 昌 弓 日

1 § 10: 0§ 8§55

4 人

4，321万円

（一辻）○○県注入会連合会

○○県

社

6，280 （6単位会)

長 届'1 専常理
昌 日 日 占

1 号 l()§ 0§ 0§69
....二..．.、品..｡､､畠ロロロロロニ.･･.．

4 人

5，324万円

～ 凸

垂

ｐ

ト
ー
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ⅱ

『職員｣には役員ではない｢事務

局長｣も含む。

『職員｣には役員ではない｢事務

局長｣も含む。
／へ

B
ー

員
琶
昌
算

亜
一
予

役
唖
職
唖
年

役員

職員

年予算
4 ’申立勲等を記載する鶏繍鳳＝



(2／2）記載例:春秋叙勲(民間①）

’

（
Ｂ
・
Ｄ
・
Ｅ
‐
２
）

年次

(発令）
令3春

省
庁
等
財務省（国税庁）

通
し
番
向

》
●
●
●
■
■
■
■
■
■
●
●
凸

口
●
●
●
、
■
■
■
■
■
●
●
一

氏
名 納税太郎

区分 職 名 等

○○商工会議所常議員議員

〃 会頭

在職期間

皇…■■’
■■

自
●■●■■■■｡●

幸 ’
自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

在職年月；

■■
■■

■
■
■
■
●
●
●
●
●
●
■

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

■

●

●

●

●

□

□

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

■

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ロ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

備考

＜－－
他省庁関係団体の役職歴がある場合、

必要に応じて栄典協議を行う

自

至

自

至

|自 ’
●
●
■
●
●
■
●
●

●
■
●

●
●
●
●
●

'二上 1 8 ：

■■■■■

＝

I■■■■

一

『入社』、「万円｣などの単位に注意

する(団体規模調書と一致させる）

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

■
●
■
■
●
●
●
●
■
●
●

蕊
な

会
社
の
規

ど

団
体
の
規
模
な
ど

現在

名称

資本金

'●●●●●●■●●●●●■

従業薑
罹罵需憲

販売高

万円

●■■ロ■■

人

万円

役員
会社副専常

◆
●
●
●
●

■

● ● ●

● ● ●

● ｡ ●

● ● ■

● ■ ●

● ● ■

令和元年3月31日現在

名称 ○○法人会連合会

活動

範囲
○○国税局管内

会員数 48.634

社

役員
長副専常理
5 5 5 5

1 ; 4: 0: 0:54

職員 4 人

年予算 504 万円

現在

名称

資本金

従業員

販売高

役員

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●｡

万円

●●e●●ロ●■●■●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●q

人

●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●4

万円

●●●●●｡■●、｡●●●■■●●■●■●●■■●●●■｡●●■●I

会社副専常
一■●●●■●●●、
●●全●●●●●●■●■●

●

令和元年3月31日現在

名称

活動

範囲

会員数

役員

職員

年予算

(公財）全国法人会総連合

●■●●■ロ■■■●●●■■●■■●■●●■●●■●●■●●■●■q

全国

●●●●●●●●●●●●●●●●、●■●●■●O●●･●●●●●●q

1.003.229

人

●●●●■●■■｡●●●●●●□●■■●●●●●●●■●●｡■｡●■

長副専常理
一 凸 一 今

● ● ● ●

l i12i 1 i16;33
●●●●●ー●●●●●ー●●●●●＝●●●e●卓●●■●■0

20 人
■●●●■●●●●●●●●ロ、●■●●■●●●●｡●●、●、●■●q

400.637 万円



章 審 査
茜
一
季記載例:春秋叙勲(民間②） 動

〃＆､、 (1 ／ 1）

|I|
通
し
番
呈
コ
ー
ド
｜
コ
ー
ド

省
庁
等

省
庁
等

年次

(発令） 財務省（国税庁）令3秋 6． ：8：9

大沼溝沼1983番地の2埼玉県朝霞市

〒 100-0013

束京都千代田区

1 : 1:2:2:7本籍

1:3:1:0; 1現住所
霞が関3丁目1番1号

ふりがな

ペンネーム・芸名
性
別
一
男

宰
早褒勲 章旧氏名等たろうのうぜいふりがな

氏 名

ー 一二一了 二 1... ... ....＝.

納税 ； 太郎

’ 埼玉県和光市(72歳） 出生地昭和24年6月24日生年月日

彰最終学歴 表 歴元 日本税理士会連合会理事主要

経歴

．
－
冊
卜
5； 1
○○市立○○高等学校○○科

昭和○○年3月卒業税理士功労功労名

在職期間 ｜|在職年月割 備考職 名 等区分

I

ｐ呼

自
唖
至

税理ゴ

|
向
見
奉
聿

自
叫
至

○○税理士会○○支部副支部長

沖

自
一
至

支部長〃

自
一
至

幹事II
FF

自
茎○○税理士会理事

一■

（
日
）
至

常務理事〃

■岬

鳳
至理事〃

》

自
壷
至

副会長〃

自
菫日本税理士会連合会理事○

国
自
呼
至

自
唖
至

(社）中小企業診断協会○○支部支部長

■唖

自
》
至

(社）中小企業診断協会常任理事

現在現在向
具
幸
エ

副会長〃

会
社
の
規
模
な
ど

名称

資本金

従業員

販売高

役員

名称

資本金

従業員

販売高

役員

自
哩
至

万円5円

自
唾
至

■
■
■
●
●
■
凸
一
■

人人

万円 万円

会 社副再常 会社副専常

平成24年6月30日現在 ｜|平成27年4月30日現在決
定 団

体
の
規
模
な
ど

名称

活動

範囲

会員数

○○税理士会 名称

活動

範囲

会員数

日本税理士会連合会

全国
■●■■■■ 二＝三二二二二=こ弓三ﾆﾆｰの申｡や申凸ら｡●q

人

70，882

巳■■■■｡■■■■二二==＝===●■■b■■■■■由｡■●I

長副専常理

l § 14§ 3 ：25§62
，口.。｡2．･ﾛ｡｡.:.｡..｡.：..,｡。.:.ﾛロ｡｡‘

42 人

192,903万円

○○県

人

4，967

副専 常理

7 § l §20：59
．．｡.:..､ﾛ..:.ﾛ....：ﾛ.．､ロﾛ

18 人

47，392万円

賞
勲

長
１

役員

職員

年予算

係 役員

職.…員
年予算

南
千
一
ユ



茜
一
不査審章動記載例:春秋叙勲(民間③） 〃ロ、， (1 ／1）

通
し
番
星
コ
ー
ド
｜
コ
ー
ド

'11ｌ
省
庁
等Ｉ
省
庁
等

年次
(発令） 財務省（国税庁） 6；8胃9令3秋

大沼溝沼1983番地の2 li l :2:2;7埼玉県朝霞市

〒 100-0013

東京都千代田区

本籍

l i3； 1；0胃 1現住所
霞が関3丁目1番1号

ふりがな

ペンネーム・芸名
性
別
一
男

垂
早褒章勲旧氏名等のうぜい たろうふりがな

氏 名

■。■●■■■●●。●F写■■。■争曲■●一○○■■■■■●■■■■■■甲心血一■凸■曲呂●■■■■

納税 ； 太郎

埼玉県和光市出生地(73歳）昭和23年12月23日生年月日

｜
’

最終学歴 表 彰 歴現○○県酒造組合会長主要

経歴

コ
ー
ド

5: 1
○○大学○○学部

昭和○○年3月卒業酒類業振興功労功労名

在職期間 ｜在職年月割 備考職 名 等区分

“

自
一
至

○○酒造㈱勤務

代表銘柄「○○」自
畢
至

〃 代表取締役

、△△酒造㈱代表取締役
(H13． 10. 1○○酒造㈱と××酒造㈱が合併）

》

自
窒

II南
回
一
幸
エ

自
里
至

○○県酒造組合理事

》

自
菫副会長〃

》

口
凰
幸
エ

会長○ 〃

尚
日
一
幸
エ

日本酒造組合中央会○○支部理事

官司

自

垂
至

日本酒造組合中央会理事

自
轟
至

自
一
至

｜’

向
口
哩
幸
エ

○○法人会理事

自
雪
至

平成31年3月31 1ヨ現在 現在ロ
ロ
一
幸
士 会

社
の
規
模
な
ど

八八酒造（株）

万円

5，000

人

108

万円

254，869

会社風l」 専常

§ l ： l § l § 1

名称

資本金

従業員

販売高

役員

名称

資本金

従業員

販売高

役貝

自
一
至

■■■■■■■町■■

万円

自
田
至 人

万円

会社 Hll 専常

決
定

令和元年6月30日現在 平成20年6月30日現在

団
体
の
規
模
な
ど

名称

活動

範囲

会員数

○○県酒造組合

○○県

人

42

長副専常理
目 き ： 2

1 § 2§ 1 ； 0； 5
，．．．.荘■ ■ 三 4 --且-- -F

1 人

2，304万円

称
和
動
囲
函
数
唖
員

名
睡
活
範
睡
会

日本酒造組合中央会

全国

人

2，026

長副専常理
5 号 5 二

l § 5胃 02 1 § ’7
ﾕ 丘 ..｡.■.....凸昌｡..■．

16 人

88，698万1M

賞
勲

へ

B
ー

係 役員

職貝

年予算

役員

職員

年予算

申
一K一

』上

酒造業の場合は代表銘柄を記載



(1 ／1）審 査
茜
一
不章動記載例:死亡叙勲(民間）

嵐
I' 11

コート

ｌ
省
庁
篝

省
庁
等

令 年 月 、財務省（国税庁）
に注意

」

<割 附死亡原因を記入する死亡原因を記入する令和2年10月15日脳梗塞死亡iヨ

’
コ
ー
ぃ
卜

〒 100-0013

東京都千代田区
13101現住所

霞が関3丁目1番1号
ふりがな

ペンネーム・芸名
性
別

褒 章章動
4 1,､旧氏名等たろうのうぜしふりがな

納税 ： 太郎 男氏 名

’(75歳）昭和20年6月27日生年月日

最終学歴 表 彰 歴現○○県卸売酒販組合理事長主要

経歴 ○○大学○○学部○○学科

昭和○○年3月卒業
ﾄー死亡臼まで在任している場合は｢現｣とする死亡臼まで在任している場合は｢現｣とする

酒類業振興功労 I功労名

在職期間 ｜ 在職年月数 術考職 名 等区分

自
一
至
一
自
罫

自
凹
至

》

自
呼
至

○○商店経営

(株）○○商店代表取締役社長
(S52.9株式会社化）

自
四
至

代表取締役会長〃

｜自
》
至

自
室○○県卸売酒販組合理事

白
星
主

副理事長〃

自
垂
至

理事長○ 〃

自
哩
至

全国卸売酒販組合中央会○○支部理事

自
唾
至

mll支部長

白
廿
》
不
エ

支部長』」

自
唖
至

全国卸売酒販組合中央会理事

自
一
至

ロ
回
》
季
エ

■
。
■
■
■
■
■
申

》
｜
》 現在令和元年3月31日現在（

日
）
至 会

社
の
規
模
な
ど

㈱○○商店

万円

300

ﾆﾆ ｰｰ ﾖ ｮﾆ三 三

人

8

万円

12，345

会社副専常
己 固 邑 己

l ; l iO ; 0 : 1

名称

資本金

従業員

販売高

役貝

名称

資本金

従業員

販売高

役員

自
一
至 万|工1

人

D■■●e■4

万円

六
日
一
幸
エ

会社、'1専常

令和元年3月31日現在 ｜平成21年3月31日現在決
定

I

団
体
の
規
模
な
ど

○○県卸売酒販組合名称

活動

鮠囲

会員数

名称

活動

範囲

会員数

全国卸売酒販組合中央会

全国
ロ ロ ■■■■■ ■ = = 二 ﾆ ﾆ ﾆ由由●令■

人

857

長副専常理
： ： ： ：

l ミ 4 : 1 § l i I2
■ ■ ● ▲〃

7 人
旨二言= 旨二三

13,622万円

○○県

人

9

長 畠'」 車常理

' : ' : 0 : 0 : 3
口 ﾕ 岳 司F- g

O 人

270万円

賞
勲

〆ヘ

D
一一

員
琶
黒
算

一
一
予

役
》
職
一
年

役員

職員

年予算

係

喋一イ ！
申

甲

一

ユ

申立勲等を記載する



叙 位 審 査
壺
一
不記載例:死亡叙位(民間①）

(1／1）

豈諦ョ
689

I付日 ’

省
庁
等

裁
可
一
閣
議

財務省（国税庁） 令 年 月 日

<剖 死亡原因を記入する死亡原因を記入する令和2年12月30日 心不全死亡日

引
川
旦
勲

〒 100-0013

束京都千代田区
13101現住所

猿が関3丁目1番1号
階 章旧氏名等 ｜ペンネーム・芸名｜位たろうのうぜいふりがな

戦
一
一
旱
今
回

《
受
場

受章がある

場合に記鏡
大蔵太郎

(昭23.5- 1改姓）太郎納税 男氏 名

歴I褒 章

■1: ：
最終学歴｜表 彰

昭和10年6月24日 85 歳生年月日

平14. 10.28

財務大臣表彰

（納税功労）

○○大学○○部
(社）○○県法人会連合会会長一
兀
痙

主要

経朧

■■■■■■■■■甲■■b凸甲｡■■●巳■●■■■■■｡■■■■■■■■■■■■｡■■F叩■GB■卓■■■｡■■■■｡■■■■■B■●●●●■■■●●●●●｡■■巴■■■■■■■巳■｡■■●B■｡●巳｡？■

昭和○○年3月卒業
｢元』とする

現｣）

死亡日時点で退戦している場合は

(死亡日まで在任している場合は「

功労名

間|在職年月数｜
舌■■一一

期
月年

職

。

■■■■

Ｕ
ｌ
１
ｌ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
’
’
１
１
１

‐
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‐
’
１
１
１
．
１
１
１
１

ｌｌｌｌ‐

在
自
畢
至
一
旦
至
自
一
至
一
自
蜑
一
自
畢
至
自
》
至
旦
至
自
》
至
且
菫
自
筆
｛
｜
自
一
至
自
唾
至
自
一
至
自
窒
二
自
蜑
エ
且
室

息
至
一
自
翠
エ

考

剖

備等名区矧 職

従業員

常務取締役

代表取締役社長

○○○○（株）

〃

〃

チェックポイント

①在職年月数は日単位で記載する。
②履歴書と記載内容は一致しているか

③職名棚は

「生業」今『国税関係団体役職歴」 ‐ぅ

「その他の団体の役職歴」

の順に記載されているか

④団体役職歴については

「署単位」今「県」 －〉 「局(ブロック)j ->

「全国」

の順に記載されているか

代表取締役会長〃

’
(社）○○法人会理事

常任理事I『
〃〃

副会長〃

〃 会長

(社）○○県法人会連合会理事

副会長〃

会社の規模など|団体の規模など

○ 会長 (社）○○法人会名称: ○○○○㈱
：
G

･口･on･ﾛ･ロ･ﾛ＃ロロ･･･ロロ･ロロロロロ･QOD｡｡■●､●D■｡.｡･･q●

：

資本金: 3,000
月

--皇･堂舎…･･曾…･…･…･…･……･･･…･…
■

従業員: 13
日

="=書="｡｡雪雲首~~.....…………･……･…．．
販売高§ 40，901

●

●

c･･･｡････●･守●･･･ﾛ･●･･･●･■｡｡■●ﾛ･■●“｡｡●｡･･･｡●

役員: f:W:W｣ :W
C･●･poODDDOや･｡｡｡････････加ロ･･･ﾛも”ﾛロ･全■｡･･･

：

事業内容： 不動産業

名称

活動

範囲

会員数

役員

職員

年予算

〃

万円

■■b■■■

人

方円

拙
人
》
理
弱
一
人

再
一
万

■
毎
●
■
■
■
一

》
卯
一
常
８
》
４
－
１２

四
２
聖

・…．戸

３

１叩

４

け
‐
』
３
エ

専
０
－

管

一

．

・…．【

署

酔

華

副
哩

務
”

・・…．

税

長
上

○
一
．
菫

く

○○法人会連合会副会長

(財）全国法人会総連合理事

常任理事〃

’
常

1

○○商工会議所常識員議員

〆会頭べ 名称

活動

範囲

会員数

役員

職員

年予算

名称 (社）○○県法人会連合会

○○県
の①｡●●｡■｡■■■■●■●●■●■■●■■｡■●■①■旬｡■■■P■■■■

人

6，280 （6単位会）
巳●｡｡●？■■■町■■■■■■■■｡■■●■■■■■●□■B■■■■■■●■

長剛専常理
● ■ b p

l § 10§ 0§ O ：69
.．■.･.、．■Upppppq..､2.....丑....■と“.“､

人

4

■■＝■■■■■凸曲■由呂■白白■。■■■■各■里邑啓里皀里旦曾 ■ ■ ■三 ■

万円

5,324

『I
FF

叙 位 I 叙 、卿

I
団体規模調と一致させる

役員在職時の内容を記載する

せる

言記載する
決
定

叙位の場合も､必要に応じて栄典協議を行う叙位の場

販売高

役員

事業内容

係
一
申
立
一

会社副専常

申立位階･勲等を記載する

勲章受章済の場合は｢一｣とする

叙位審査票(B）



叙 位 審 査
茜
一
不記載例:死亡叙位(民間②）

(1／1）

I|
番
号

’

省
庁
等

裁

可

閣

議

財務省（国税庁）
/△、
T］ 年 月 日689

|受付間’受付日令和2年12月30日 心不全死亡日

I|
〒 100-0013

束京都千代田区
1310]現住所

霞が関3丁目1番1－号

旧氏名等 ｜ペンネーム・芸名｜位 階｜勲
一

早たろうのうぜいふりがな

太郎納税氏 名 男

最終学歴｜表 彰 歴｜ 褒 章 ’
昭和15年6月24日 80 歳生年月日

○○市立○○商等学校○○科

元日本税理士会連合会理事主要

経歴 昭和○○年2月卒業

税理士功労功労名

斜』喪弊熱一
」

」

期職在
自
》
至
自
室
自
室
自
一
至
自
副
至
自
菫
一
自
室
一
自
》
至
自
窒
百
《
至
自
唾
至

備考等区矧 職 名

税理士

○○税理士会○○支部同'1支部長

支部長〃

幹事
if

ﾉﾉ

○○税理士会理事

常務理事

理事

″
’
″

副会長〃

日本税理士会連合会理事○ 会社の規模など|団体の規模など

ｌ
（
日
）
至

名称:○○税理士会

驚藤OO県
会員数リ 4，967

役員： 長 扇‘ 専常8 : :

: 1 : 7 : 1 :20
．．－．－－．－ …"-§･-..- ..通-……E…--..1……

職員胃 18

年予算： 47,392

名称：

万円

資本金胃

，………････!｡……･･.…………･………-.…･･…･･･
人

従業員：
且 保一画元

万円

販売高：
､－－－;一一＝…="…,…"……".…＝

役員： 会社副専常
………;………:.…i…i……;……
事業内容§

貝
至
一
自
一
至
一
自
呼
至
一
自
一
至

(社）中小企業診断協会○○支部支部長

(社）中小企業診'折協会常任理事
人

理
弱
茨

副会長〃

万円自
一
至
一
自
睾
｛

名称:日本税理士会連合会

＃ _

臆：|全国
ﾆ ﾆ ﾆﾆ ﾆ ﾆ ﾆ ﾆ ﾆ ﾆ ﾆ= ｣F 二 = ＝■伊■■■｡■“■■｡■■■■■.■■■■.■

会員数： 70,882
＝=＝ ; ﾆ ｰｰ 害 ＝ 弓 ﾆ F＝ 二－

役員；制;鰯
……･------号- 曾 . .

職員： 42

名称

資本金

従業員

販売高

役員

事業内容

万円

.｡■｡｡■.｡｡･･･｡､ﾛ･･平1

人

力円

MII 専常

叙 位 叙 勲

決
定

メ

理
唾
茨

御
州
Ｉ
二
市
中
一
￥

会 社

万円

年予算 l92j903

叙位審査票(B）



叙 位 審 査
茜
一
示記載例:死亡叙位(民間③）

(1／1）

Ⅱ箭團
689

受付|］

｜

’

裁
可
一
閣
議

省
庁
等
財務省（国税庁）

〈
頂 作 月 旧I

令和2年12月30日 心不全死亡日

訓
川
‐
旦
勲

〒 100-0013

東京都千代田区
[3101現住所

霞が関3丁目1番1号
階 章旧氏名等 ｜ペンネーム・芸名｜位たろうのうぜぃふりがな

太郎納税 男氏 名

最終学歴｜表 彰 歴｜ 褒 童」
昭和10年12月23日

○○県酒造組合会長

85 歳生年月日

○○大学○○学部
二兀主 要

経歴 昭和○○年3月卒業

酒類業振興功労功労名

職期間|在職年月数
一言耳一百一｢~痘了~庁百一百一一」

在

自
菫
一
自
里
至
自
菫
一
自
筆
｛
一
自
醐
至
一
自
窒
一
自
菫
一
自
翻
至
自
菫
一
自
室

考
ロ
ー
■
１
４
冊等名区矧 職

(株） 勤務

取締役

(株） 代表取締役
'○○酒造㈱と××酒造㈱が合併）

○○酒造

〃

△△酒造
(H13. 10

■
『
■
」
■
■
■

○○県酒造組合連合会理事

〃 副会長

〃 会長

日本酒造組合中央会○○支部支部長

日本酒造組合中央会理事

○

自
一
至 会社の規模など|団体の規模など
貝

至

自
睾
一
一
自
睡
至
一
自
曜
至

自
》
至

自
室
一
自
睾
エ

名称:○○県酒造組合

一
会員数：

役員； 長 隠リ 噂: :

§ 1 § 2 § 1
口■■■■由■■①■■･ひ－凸｡｡■9口｡●q■･巳｡｡&･■■■･■･1■●･■ロﾛq

職員冒

名称： 八八酒造㈱
...__________i______､.....＝＝＝＝=｡．｡｡・

資本金： 5'000

…."………号一一一一……

従業員: 108
-------------ﾆｰｰ..．...｡｡.･･つ｡--- ----------~~~~ ~~~

販売高: 25.1,869
.□ﾛﾛ..冒苦 ﾛ ﾛ 石口守一■■ローー■■■=■ー■■ﾛ

役員； 会社副専
： 0 ： 1 ； 1 ； 1

－－す==一~一一一…
率案内容目 酒造業

○○法人会理事

万円

口○bBcp

人

■■■■。●

万円

人

蛇
》
常
０
唖
１

■
Ｌ

理
５
》
ノ

常
１

万円

年予算 2，304

名称i日本池造組合中央会

驚駕全鬮
・ ；

会員数： 2,026

役員；認' ;濡
職貝i l6

名称

資本金

従業員

販売高

役員

事業内容

円
型
人
獺
一
常

万
一
｛

専副士や

叙 位 ｜ 叙 卿

細
凶
詞
当
ヨ
ー
阿
嗣
Ｉ
ヨ
ホ
中
一
ユ

人

理
Ⅳ
茨

会

万円

年予算 88，698

叙位審査票(B）



叙 位 審 査
茜
一
不記載例:死亡叙位(民間④）

(1／1）

に

コード

番
号

省
庁
等

省
庁
等

裁
可
一
閣
議

財務省（国税庁） 令 年 月 ｜」689

|受付日’受付日令和2年10月25日 脳梗塞死亡日

訓
川
‐
凶
勲

〒 100-0013

東京都千代田区
13101現住所

霞が関3丁目1番1号
階 章旧氏名等 ペンネーム・芸名 位のうぜぃ たろうふりがな

太郎納税 男氏 名

褒 章 ’歴最終学歴｜表 彰
昭和20年6月27日 歳

ワ「ー

イ，生年月日

○○大学○○

学部○○学科現○○県卸売酒販組合理事長主 要

経歴 昭和○○年3月卒業

酒類業振興功労功労名

在職期間|在職年月数|備考
一一軍一汗日 ｜年目 月曽 日 l

自

著
菫

皇’
一一…恵|函｜
自
至

皇｢ －－､
自｜
至

自

至

自

至
自
至

自

至

自

至 一会社の規棋など団体の規模なと
自 ： ：

i 畠 名称； ㈱○○商店 名称;○○県卸売酒販組合
至 ： ： 弓 ______________言____._.___.…________.….…___-.--.--…。

……………蕊… ，‘‘”鳴牒OOR自 ： ：

自 ； ； －…･…;………･………雫… 入-……曇…………………〕
･･･････……･･･…･･･‘･････････‘ ： : 従業員： 8 会員数： 9
至 ： ： ．.........….;.....…..…"...….…..…….....……-......…......_..……...………….…...……...…“
自 ： ； 万円一一----- ： ： 販売高: 12,345 役員； 畳:剛:塚:常二理
至 ： ： 一‘－ －－＝－．.…....…..….…….….……息..….….1..;…1..i..9.i.､9..i..:'

ミ ミ ノ

→ご － ： ： 役員; 亨;梛瀞総員： ，至 ； §

備考

名称； ㈱○○商店
旦

資本金： 300
：

.…..........:.….….……………………...”
従業員： 8

…..……;…………………….….…“
販売高: 12｡345

-: - 毛 ======:==‘･･･-．‘．．…・・

役員! 会社副騨
： 1 号 l i O ： 0

名称:○○県卸売酒販組合
一一一一一一一一一一一ニロローロロー垂=一画凸全一凸一画一一画＝_凸.竺凸1．凸凸一画凸一・｡▲.

鳴牒OO県
■■甲■早■甲■■■甲■甲苧■-■■▼F■▼首■画首■己■■■■■画■画■昏石邑己■邑邑石邑己百■邑己■

会員数： 9
....……...臭….…….…………….……….、

役員； 憂副聯常呂 5 号 :

！ l § 1 § 0 § 0 1
･巴■■■■■■■■｡･D￥由り■■■●●■■■b●令DB■Bb寺b①●BobBGの｡÷●巳･守｡中』

職員： 0

万円

■●。■■町■

人

万円

人

理３唾人

常

1

等名職区分

○○商店経営

（株）○○商店代表取締役社長
(S52.9株式会社化）

代表取締役会長I『
ダダ

○○県卸売酒販組合理事

副理事長〃

理事長○ 〃

全国卸売酒販組合中央会○○支部理事

副支部長″

支部長〃

全国卸売酒販組合中央会理事

..-.--…. . ".-:I .-.- . ．…-…-.-.....公｡｡…･へ…･･･

事業内容§ 酒類卸売業
万円門

日
畢
聿
エ

年予算 270

自
砥
至 鋤

》
鍵
》
鍔
一
峠
一
睡
》
》

名称;全国卸売漁販組合中央会

聖色色雫昌昏ニロ-月二÷ロローロロ--ﾛｰﾆﾛｰｰﾛ--ロローローーロローロローロロ----ﾛｰｰﾛｰﾛﾛ ．－‐

臘隙全国
■●■■■■■ . . .毛 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■戸■■■画■■■■■■■■■一色■■自由■■由■■■■■

八

会員数： 857
号

: 長副専常理

役員； ［ ； 4 ： ［ 目 Ⅱ i 12
昌一一一ニーニーー‐‐- - ‐…‐‐ -- -…‐ ~.…‐ ‐F -‐- …■- - - - - -且- - - - - -

： 人

職貝； 7
§

己曙己亭弓己ら一一宇ﾏｰも品二･･U･･ﾜ･-ﾛﾛｰﾛﾛｰｰ･ロロ･■■ロローロローロローロローロロロロローロロローロ

万円

年予算： 13,622

万円

。■■｡■早■■・叩■■■■■■■■■

人

力 円

副専常

叙 位 叙 卿

決
定

係
会 社

未叙勲の場合は死亡叙勲の

申立勲等をかっこ書きで記載する

申
干
‐
立

蕃

叙位審査票(B）



記載例:死亡叙位(民間⑤）

叙 位 審 査
茜
一
不

(1／1）

’Ⅱ箭圓

コード

番号

689

受付日

裁
可
一
閣
議

省
庁
等
財務省（国税庁） 令 年 月 日

令和2年9月13日 肝臓がん死亡日

網
〒 295-0102

○○県○○市
12234現住所

○○町○○番地
＝

早一旧氏名等 ｜ペンネーム・芸名｜位たろうのうぜいふりがな
早““｡｡■､｡8..口■･口､｡､■･･･、

g

:

11 1
〆』

納税 ： 太郎氏 名

最終学歴｜表 彰 歴｜ 褒 章
歳昭和18年1月1日

ワワ
イI生年月日

平22. 10.27

財務大臣表彰

（納税功労）

○○県立○○高等学校

現 （一社）○○県青色申告会連合会副会長

、元○○県○○市議会議員

主要

経歴 昭和○○年3月卒業

、納税功労

地方自治功労
功労名

寺～ 畦

考

|民宿○○○ ｜皇
〆?へ､二一~箒ミニーベミニン〆～ご"/~、こ"令簔、ミニン学~、､こぐ〆了式§

○○県青色申告会連合会
目
畢
至

自
》
至
一
自
垂
至

理事

(社）○○県青色申告会連合会 理事

副会長
／

〃

値
隆
匡
：
；

１
１
１
笥
奈
三
部
副
到
司
副
至
自
一
至
自
菫

:,/| ’(一社）○○県青色申告会連合会副会長○

夛○

〆言ミクミニクごグミごジニミニグ ■

U

ﾛ

該

’
○○県○○町議会議員

副議長几

議長〃

○○県○○市議会議員
会社の規模など|団体の規模なと

'

’皇 名称;民宿○○○
ﾆ ﾆ ﾆ ﾆ ｰ｡ § － - - ….….…

万円

資本金：

'一……#･……－ －人
従業員: 1

： ‐ ､.…….一二…． ;一二=・高島ss尋＝
刀円

販売高： 200
■ - 全

役員： 会社副専常
………畠..….….i.….;……;……i……
事業内容§ 民宿

名称： （一社）館山青色lll告会
一弓.昏二今△~ﾛｰ字･ﾛｰ己｡｡△･ﾛｰ･ﾛｰ･■~ﾛ昌一里 ． ． “‐‐‐‐‐“‐‐‐‐‐‐‐ ~‐‐････~･･･.

活動;館山市、秘川市、南房総市、

範厩安房郡(鋸南町）
…･……･……鳥……….……… '…‘.……‘.X
会員数! 2,000
.………-…§…･-……･…-…･…･ .-……･･･

役員； ：長:副:専:常:理
冒 § 1 胃 4 ： § §26
■ ■ n F 品 E=二

職員； 5

＝＝ 言 ﾆ 号 二 昂 言 =
万円

年予算； 4，725

自
一
至

自
垂
至
一
自
唖
至

／
／
／Ⅲ－－－－
／

（
日
）
至

／
自

垂

至

自

轟

至／ 名称: （一社)千葉県青色申告会連合会

･･ゞゞ一一.…; ..｡、舅｡ゞゞ｡＝..……...........…..........．

驚離千蕊県
人

会員数； 47，000

役員: ：霜' ;専:常;ザ
職員胃 3

.….……÷･･･…･…････……･……･････…･芳角
年予算： 2，485

名称：

………｡…ふゞ｡｡=.‘､-...-,._…__………………….…
万円

資本金：
…･………÷…･…･……………･･…･･………･…｡。

人

従業員；

---.-蘂菖豊----号｡＝｡｡｡｡＝宗一 －…万内
販売高；

役員； 会社副専常
………_…_…:…;…:一;…
事業内容§

叙 位 ｜ 叙／熱

／
決
定

／
係

／
ボ申

‐
立

叙位審査票(B）



章 審 査
茜
一
不動記載例:春秋叙勲(元職員） ，”、 (1 ／ 1）

一
血
し
番
同
一
コ

'11
省
庁
等

省
庁
等 財務省（国税庁）令3春 §6#8；9年次

ﾏｰ蓬室溝揖_L_g貝員鴦卿懇埼玉県朝霞市

〒 100-0013

東京都千代田区

lil:2:2;7諾本籍
3一

る
一
一

せ
一
さ
》
謹
首
万

を茸
憩

化
》
１

個藷
》
［
日

糸
竺
点
弩
ｊ

点線左側とコードを一致させる

l §32 1:0; 1現住所

ふりがな

ペンネーム・芸名
性
別 褒 章章勲旧氏名等たろうこくぜいふりがな

氏 名 |蕊醗「 ’改姓がある
場合に記載

■■b■■●｡q■●■■ウ｡■■■‐色巳。■■■■■■■■■■■■。■■■■■■■■F■■■■■毎口、■■■

大蔵太郎

(昭42.4. 1改姓） ぐ太郎国税 男 ー

埼玉県和光市出生地(70歳）昭和26年2月16日生年月日

表彰歴最終学歴I

’
主要

経歴

(官職）

財務事務官（○○税務署長）
一

元
平成13年1月6日以後の退職者は

『財務事務官｣となるので注意

平成13年1月6日以後の退職者I

『財務事務官｣となるので注意
0：8

二

○○県立○○高等学校

昭和○○年3月卒業税務行政事務功労功労名

在職期間 ｜在職年月鋼｜ 計 ｜率|換算年月劉 備考官 職 名 等区分

|
自
睡
至国税局雇（行(一)8-2）①

貝
至

② （S59. .1. 1税3-41,s60.7. 1税6~6,s62.7 1税7-7,H3. 10- 1税8~9）

大蔵事務官 封(H11. 10_ 1税9-13)
倉
回
一
幸
エ

③

○○税務署副署長
チェックポイント

の曜など、月給であることが在職年月数に通算する

要件となっているものは､官職の後にかっこ書きで

俸給を記載する。

②俸給は別紙7－2｢叙勲基準俸給娠名一覧」
に掲げる俸給に達した蒔点から､級が変わるごと
に記載する。

③別紙7－2｢叙勲基準俸給職名一覧』に掲げ
る俸給､役職共に満たした時点から高等官として

計算する。

〃》・＃、‐・‐・；！‐：Ⅸ：１．３．算

起癖率舜評計準鋤硫鴎
ｌ

とが在職年月数に通算する

、官職の後にかっこ書きで

勲基準俸給娠名一覧」
芋点から､級が変わるごと

皇俸給職名一覧』に掲げ
した時点から高等官として

ｒ
０
ｆ
１
Ｉ
！
・
・
１
．
２

町
叱叫

一Ｌ

！

ｈ鼻

卜
Ｋ
ｆ
ｆ
＃
一
ｂ
Ｉ
・
Ｉ
ｆ
ｆ

(1113. 1.6財務事務官）

○○局課税第一部○○課長

自
室
目
即
至○○税務署長

(I{16. 10. 1税10-15) 自
酌
至○○税務署長
向
口
唖
奉
エ○○局総務部○○課長
目
睡
至

(H20_4. 1税8-11)

○○局○○部次長
１

ｌ

１

(H20.7_ 10税9-19) 自
呼
至cトp○税務署長(3G)

－口 ’
自
函
至’主要経歴に｢○jをつける主要経歴に｢○jをつける

甲

ユ

甲

■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
ｑ
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
凸
●
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
ｑ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■

自
呼
至税理士 霜 ､石

ﾒ週洲 退 ’
白
目
唖
奉
士

官後の職歴､団体役職歴も記載~す~る役職歴も記載~す~る

庭自
唖
至○○税理士会○○支部理事 ■ ■

自
唾
至

準
一
誰
一
拳
器
準
準
澤
昌
幸
器
率
器
率
一
幸

I ’ 自
母
至

最終官職の区分を

記載する

自
踊
至

■
的
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

自
田
至 ／

へ
ロ
〆 １

一
三
個 3G

会社の規模など 団体の規模など
決
定 現在 令和元年6月30日現在

名称○○税理士会○○支部

活動
○○税務署管内

範囲

会員数 150 人

役員長：剛：専：常：理
l § 4 §-§ -§ 8

■■■■■■■･■■■■ ･■■■■。Q■■■■己■、■■･･･品■■■■■全■■毎■■

職員 2 人

年予算 23,456万円

名称

賞

！ H鐸詞==毒罰…罫必要に応じて記載

熱

哩
円
踊
牌

唾
万
唾
ｆの、
●

》
専

●
■
■

一
刷

叩
■
色

一
社

凸
己
■
Ｉ
員
》
高
唖
員

業
一
売
垂

従
一
販
一
役

’
’

一
従業員

販売高

役員

換算年数 擬叙基準職

係

剛
南
宇
圭
ユ

II申立勲等を記載する申立勲等 記載する



章 審 査
茜
一
季動記載例:高齢者叙勲(元職員） 〃u,、 (1 ／ 1）

'11
血
し
番
ニ
コ
ー
ド

コ
ー
ド

禁
財務省（国税庁）令3. 10高齢者

一

6i8:9年次

！
…
3番地の2埼玉県朝霞市 lili2:2;7本籍 ○高齢者』と記載する○高齢者』と記載する

〒 100-0013

東京都千代田区
l ;3: 1:0: 1現住所

霞が関3丁目1番1号
ふりがな

ペンネーム・芸名
性
別

＝乙

早 褒 章勲旧氏名等たろうこくぜいふりがな

氏名

■■■■■■■■①■■■■｡■｡■■■■■■■■■■■■由●曲■●、｡｡■町■｡■■■■■ー●■■■■

大蔵太郎

(昭42.4. 1改姓）太郎国税 男

端
埼玉県和光市

最終学歴｜ 表彰歴

(88歳）昭和7年9月12日生年月日

元大蔵事務官（○○税務署特別国税調査官）主要

経歴

(官職）

0：8

○○学校○○科

昭和○○年3月卒業功労名|税務行政事務功労
区分I 官 職 名 等

i｡""J…,に '聯:陛到鋒-…雲_I警證漣建重雛蜂艸忍………」 18歳未満であっても、月給18歳未濡

備考
向
ロ
一
幸
エ

①

税務署雇（月俸11号俸）

I’1

の場合は記載する。

(18識未満と満18歳時点の2段書きとする）

なお､換算年月数について､18歳未満は換算しない。

の場合は記載する。

12段書きとする）

､18歳未満は換算しない。なお､換

’ （18歳未；

なお､換1

－

(S24.9. 12満18歳）
Ｑ》

自
》
至税務署雇（税1-2）

ｌ
１
ｌ
２
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

白
ロ
四
季
エ

(S50. 1. 1税3-10,S58. 10. 1税特3-16,S60.7. 1税8-19)

大蔵事務官
自
垂
至

○
○○税務署特別国税調査官(4G)

s○.○.○国家公務

員法第82条により懲

戒処分として○月間

俸給の月額の○分の

○を減給する。

自
筆
ゴー

｜
’

自
匪
至 二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

L

税理士
自
唖
至

自
唖
至

｛
日
唖
不
エ 111 .2.24昭和天皇の

崩御に伴う国家公務
員等の懲戒免除に関

する政令により、昭

和64年1月7日前の行
為について受けた国

家公務員法第82条の
規定による減給処分

は、将来に向かって

免除された。

自
印
至

自
唖
至

自
唖
至

自
唾
至

向
同
踊
幸
工

自
佃
至

自
踊
至

自
唖
至

へ
口 計 4G

会社の規模など 団体の規模など決

現在

資本金…………….….……..….……芳1;i

人

従業員

万円

販売高

役員会：社：副：専：術

現在
定

名称

賞
動 鯛|

会員数 人

長副専常理

役貝 ： ： ： ：
§ 畠 § §

■･e4■自由■■血■■ 西盲■西曲.色■西■■､面匙..一己.品■ご■巳■企■■&●●

職員 人

年予算 万円

基準職 ｜ 換算年数 基準年数擬叙

’倖
咋
一
応
甲
一
工 ﾛｰ｛ ’申立勲等

一寸

を記載する



審 査
壺
一
不章動記載例:死亡叙勲(元職員①）

〃ロ､、 (1／1 ）

罪財
油
し
番
［

こZ

l
ド

裁
可
一
閣
議
一

務省（国税庁） 令 年 月 日689

|曇'1｡’受付日令和2年11月4日 肺癌死亡日

’
〒 100-0013 コ

ー
Ⅲ
卜

13101現住所
霞が関3丁目1番1号東京都千代田区

ふりがな

ペンネーム・芸名
性
別 草 褒 章勲旧氏名等たろうこくぜいふりがな

太郎国税 男氏名

昭和15年3月15日 (80歳）生年月日

最終学歴’ 表彰歴主要

経歴

(官職）

元大蔵事務官（○○税務署長）

○○県立○○高等学校○○科

昭和○○年3月卒業税務行政事務功労功労名

置雰「 在職期間 ｜在職年月数I 計 ｜率|換算年月数

I | : ;LI ; ;

官 職 名 等 備考

自
垂
至国税局雇（行(一)8-2）
自
一
至

(S53. 10. ］税3-7)

大蔵事務官

鳳
至専従休職

’』
自
唾
至

休職期間(兵役を除く）

は在職年数に含めない

罰(兵役を除く）

数に含めない大蔵事務官（復職）
／ ！

踊

自
》
至 逆必専従休職

四
回

》

凸
且
》
奉
圭

(S59. 10. 1税特3-9,S60.7. 1税8-9)

大蔵事務官（復職）

(H2. 10. 1税9-10) ロロ
一
幸
エ○○税務署副署長

巴

自
室国税庁長官官房○○派遣国税庁監察官
（
日
）
至○○国税局○○部特別国税調査官
自
一
至○○国税局○○部統括国税調査官
自
咋
至○○国税局○○部○○課長

(H10.4. 1税10-530,000円） 自
垂
至

ｌ
１
ｌ
１
ｌ

○○税務署長

晒

門
日
一
幸
エ

○
○○税務署長(4G)

向
日
》
幸
エ

自
型
至

’
自
一
至税理士
自
垂
至

目
一
至

合 計 4G

会社の規模など 団体の規模など
決
定 現在 現在

名称

万円

資本金

人

従業員

販売高 万円

会社副専常

役員 ： ： ： ：

名称

賞
活動

範囲

会員数

長副 聯

役員 皇 胃
．..…え......；….、

職員

年予算’

勲
換算年数 人

■bB■巳■■■b■●

常理

擬叙 基準年数基準職 へ

C
ー

係
一
申
立

人

万円



審 査
茜
一
不章記載例:死亡叙勲(元職員②） 動

〃ロ、、 (1／1 ）

哩“， ：
受付日

689

受付日

省
庁
等

裁
可
一
閣
議

財務省（国税庁） 令 年 月 日

令和2年12月20日 肝臓癌死亡日

｜

’

〒 100-0013

東京都千代田区

コ
ー
ド

13101現住所
霞が関3丁目1番1号

ふりがな

ペンネーム・芸名
性
別 章勲 章旧氏名等 褒たろうこくぜいふりがな

~~~五

太郎国税 男氏 名

昭和35年10月2日 (58歳）生年月日

最終学歴 ’ 表彰歴主要

経歴

(官職）

罰篝騨遥事務官…嘱鰡鴬顯貝謂
i

死亡退職の場合は｢現｣と
する。 ○○大学○○学部○○学科

昭和○○年3月卒業功労名||税務行政事務功労
区州 官 臓 名 等 在職期間 |在職年月数1 計 ｜率|I

１
１

自
一
至

高等官相当職であるが､次の

局補佐が高等官職でないため、

1/2の換算となる。

当職であるが､次の

訂等官職でないため、
となる。

’
一大蔵事務官 一

ど戸ど戸 i
自
壬
至

ｌ
１
ｌ
２
ｌ
ｌ

国税庁直税部法人課税課企画専門官
自
一
至○○国税局○○部○○課課長補佐

’七

自
一
至○○税務署副署長 ： 1 1

自
唯
至 部付の部付の○○国税局○○部統括国税調査官 期間は勤務していれば通算

できるが､病気休暇等による発令で
勤務していなければ除算される．

§間は勤務していれば通算

病気休暇等による発令で
､なければ除算される。

自
》
至

一
一

一尋一?一○○国税局○○部○○第二課長 ■三二
自
翌
至

｜
ｌ
１
ｌ
１
ｌ

○○国税局○○部付
自
醒
至○ ○○国税局○○部○○第二課長(4G)
白
ロ
垂
幸
エ

型
一
蝿

： ； 1 1 ；

自
呼
至

■p

自
型
至

壷室一

自
型
至

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

や

■

■

●

●

由

■

■

■

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
●
Ｂ
■
■
■
■
■

自
巫
至

自
型
至

（
日
）
至

自
垂
至

自
菫
自
一
至

合 計 4G

会社の規模など 団体の規模など
決
定
一
賞
勲

現在現在

名称
､．．｡｡｡..｡凸｡．｡ 1 -...1凸....□.凸．白土凸凸.-..凸一色.--▲画一.._凸

万円

資本金

人

従業員

販売高| 万円

役員|会;桂:剛:罫§傭

名称

活動

範囲

会員数 人

役員長；副：専：常：理
; : : :

■●口■せ■■■GcaB■ ■■●■①■式■●b■■■FD●●■■●■､G■■■●むぜ合●■■■●

職員 人

年予算.......…･""~~..~…~.....．~~.．……･･･芳肖

換算年数 擬叙 基準年数基準職 へ

C
ー

係
一
申
立



記載例:死亡叙位(元職員①）
叙 位 審 査

壺
一
季

(1/1)

' 1 ｜ ‘8，値｜
-FF－－－－－

689

受付日

｜
省
庁
等 ’

裁
可財務省（国税庁）
〈
祠 年 月 日

閣
議心不全令和3年1月31日死亡日

|il 13'o｣13101
〒 100-0013

東京都千代田区
現住所 霞が関3丁目1番1号

旧 氏 名 等｜ ペンネーム・芸名 ｜ 位 階 ｜勲 章たろうこくぜいふりがな

｜’ ： I

男

国税 ； 太郎氏名

小 ！《

最終学歴 」 表一空L塁 章
(87歳）昭和9年1月1日生年月日

生前に叙位｡叙勲を
受けている場合は

記載する

生前に叙位｡叙勲を
受けている場合は

記載する

○○大学○○学部

○○学科元大蔵事務官（○○国税局○○部長）主要

経歴

(官職） 昭和○○年3月卒業

税務行政事務功労 試験合格試験 年 月功労名

官 職 名 等 ｜|高等官|位 階|必要年割| '繍考発令年月日

年曾 館 日
： ：

S28: 6 : 1 ■計
雇の期間は記載しない

属､大蔵事務官から記載する、大蔵事務官から記載する大蔵事務官

46: l i l税務職3等級6号俸
； ：
： ：

32: 10: 1税務職特3等級10号俸
： ；
36: 7 : 10○○国税局○○部○○

ｌＯｌ
■■■■■■■■■■■■

７０１
■■■■■■■●■甲■■

２６５５

-I ’鶴…

○○国税局○○部○○課長58号 7 ： 12

58: 8 : 10

妄
58: 10: 1 1税務職2等級15号俸 (注意）

60.6.30以前

60.7.1以降60.7.1以税務職9級15号俸

○○税務署長

60冒 7 胃 1

： ：

60号 7 ： 10○○税務署長
： 自
己 き

： ：

60: 12: 10
§ ミ
： ：

62： 7 ； 10○○国税局○○部○○室長
： ：

62: 10: 1税務職10級14号俸
： ：

吾 ：

63： 7． ： 10税務大学校○○研修所長
： ：

冒 冒

H2: 7 : 10国税庁長官官房総務課監督官室国税庁○○派遣首席監督官

63回 7． ： 10

H25 7 : 10

： ：
： ：

3 i 7 : 10
： ：

§ §

3 2 7 : 10

○○国税局○○部長

税務職11級11号俸

辞職剰ゞ享驍国葬了←〆辞職日
蔦《＝

：4 2 7 : 10
、死亡日も

忘れずに記載する。R2: ｣ : 3' |死亡罰
＄
！

i l Il

： ロ

叙 位 叙 勲

決
定
一
係

申立位階を記入する

生前叙勲を受けている場合、申立叙勲槻は｢一｣とする。｣とする。鐙-=｛
申

立

叙位審査票(A）

別紙7－1に掲げる俸給､役職を共に

満たした時点から高等官推定を開始する。



記載例:死亡叙位(元職員②） 叙 位 審 査
茜
一
示

′く ′も、

U／lノ

番
号

’ 裁
可’

コ
ー
昨
卜

省
庁
等

令年 月 日財務省（国税庁） 689
’

|愛付同’受付日
閣
議 ’心不全令和2年8月28日死亡日

ｌ
コ
ー
ド

〒 100-0013

東京都千代田区
13101現住所 澪が関3丁目1番1号
章日 氏 名 等|｜ ペンネーム･芸名 ｜ 位 階 ｜ 勲たろう二くぜいふりがな

男

国税 ： 太郎氏 名

褒最終学歴｜ 表彰歴 草
大正11年3月12日 (98歳）

元大蔵事務官（○○国税局○○部○○○○）

生年月日

○○学校○○科
主要

経歴
(官臓） 昭和○○年3月卒業

’ 試験合格試験税務行政事務功労 年 月功労名

－発令年月日 官 職 名 等 ｜ |高等官|位
■

備考

ｕ
１
ｌ
９

８

■
■
■
■
■
■
巳
■
■
●
■
■
■
■
■
■
■
Ｇ
■
■
■
缶
■
●
●
●
⑪
○

〃
４
’
８
７

恥
．
…
韮
・
・
・
｜
・
：
雌
：

一
・
・
班

税務署属

休職（文官分限令第ll条第1項第4号） ＜

税務署属（復職）

大蔵事務官

税務職3等級4号俸

一一一一叩二一……■■一再F野串Pr■P~ー悟… ■ ■■－－－ 一 凸ﾖ

文官分限令の休職は､休職期間として除算
一君……守全ご寺ぎぎ■一■■甲■■凹凸I口承四h℃耐■■~■＝凸 ■■■F一己ﾜ ﾕ ず 丁ｰ~■ 雷

間として除算
基旨刀…w泙埼’ ’’|

壷－…一一石……全竜･ござ貝一■凸･ロﾛ■ゴごﾛ苧

21 5 4 5 1 兵役

（昭17.8. 10～20.6. 13)
前叙なし

36i l i l
且 §
： §

44: 4 : 1 税務職特3等級9号俸

○○税務署副署長45： 7 ： 10

税務職2等級11号俸

国税庁長官官房○○派遣国税庁監察官

46: 10i l
： ：

: 胃
47; 7 : 10

首 ：
－

目 ：

47： 8 # 10
： ：

§ §

48: 11 : 21
9 ：

： ：
： ：

49: 12: 10

○○税務署長

○○国税不服審判所国税審判官

税務職1等級14号俸

○○国税局○○部○○○○

辞職

死亡

50: 7 : 10
: §

： §

50: 10: 1
一 ：

： §

52: 7 : 10

535 7 : 10
： ：

§ §

R1 : 8 : 28

● ■

勲叙 位 叙

決

定

係

申

立

叙位審査票(A）



記載例:死亡叙位(元職員③）
叙 位 審 査

茜
一
季 (1/1)

令| 1 1 @8' |' |曹令年 月 .
不全 世－－－－－陛
：霞が関3丁目1番1号 ’11 1310[ ｜

旧 氏 名 等｜ ペンネーム・芸名 ｜ 位 階 勲 章

コード

番号

年 月 日689

閣議

受付日

13101
雲が関3丁目1番1号

’
省
庁
等
財務省（国税庁）

心不全令和2年9月25日死亡日

〒100-0013

束京都千代田区
現住所

たろうこくぜいふりがな

男

国税 ： 太郎氏名

最終学歴｜ 表彰歴 ｜褒
＝

旱
(98歳）大正l1年10月27日生年月日

○○県立○○学校○○科

大蔵事務官（○○税務署特別国税調査官）
＝

ﾌE主要

経歴

(官恥）

■■守口一句■■｡ー■●■。■■■■■■■■■■■■■G■●■b●叩。●◆･居①●■■｡早■■■■●■巳■ ■■

I
死亡退識の場合は

『現』とする

死亡退識の場合は

『現』とする
昭和○○年3月卒業

４

税務行政事務功労 試験 試験合格年 月功労名

ｰ幽竺官 職 名 等 備考発令年月日
牛： H： 1斗

目 ：

S16: 5 ; 21
： ：

二 号

： ：

17: 3 : 3
1 －

税務署属

依願免本官

17: 4 : 14 ①
④
退職してからの兵役は除算する。

文官のままの兵役は通算する。

ﾐ役は除算する。

受は通算する。兵役①
19: 3 : 25

； ﾐ
ミ §

19: 4 : 18
： ：

： ：

： ；

202 10: 1

墓

税務署属②

大蔵事務官

税務職3等級7号俸

税務職特3等級14号俸

○○税務署特別国税調査官

退職

死亡

38: 4 : 1
： ：

46: 10: 1

52： 7 ； 10
： ：

－ー

： ：

53: 9 : 15
E ；
： ：

R1 : 9 : 25

’
高等官期間が短いため、

判任官推定の方が高い
位階となる。

鐙鯏倒一。鐙鯏倒一。

兵役

（昭17.4. 14～19

（昭19. 12.5～20

前叙なし

3.25）①

6. 13)@

↑
１
１
０
型
０
Ｊ
Ⅱ
ソ
‐
ｊ
０
Ｊ
０
ｕ
Ｊ
１
１
ｊ

’

1
1

兵役期間等を備考樹に記載

'三

叙 位 叙 勲

決
定

1

係

市
中
｛
ユ

叙位審査票(A）



記載例:死亡叙位(元職員④）
叙 位 審 査

茜
一
不

(1/1)

訂 | “， ｜實’
M

コ
ー
ド財務省（国税庁）

へ
祠
／
皇 年 月 日

受付日受付日肺がん令和2年11月4日死亡日
●

|I| ｣3'0[ |13101
〒100-0013

束京都千代田区
現住所 霞が関3丁目1番1号

旧 氏 名 等｜ ペンネーム・芸名 ｜ 位 階 ｜勲 章たろうこくぜいふりがな

男

国税 ： 太郎氏名

章最終学歴｜ 表彰歴 ｜褒
(58歳）昭和37年3月30R生年月日

○○大学○○学部○○科

蕊雪噛雪溌曇悔1…
現財
p■●｡■G■■色甲■●■。。■■■

死亡退職の場合は

｢現｣とする

主要

経歴

(官l職） 昭和○○年3月卒業

税務行政事務功労 試験 試験合格年 月功労名

出些 劉竺-塁-垂-塾官 職 名 等 倫考発令年月日
牛； ノヨ： lゴ

： ：

S56: 3 1 19
： ：

→＝－

I{13: 1 : 6
； ；

旨 §

13: 4 : 1

大蔵事務官

財務事務官

税務職7級11号俸

専従休職

財務事務官(復職}垂司~恵扉“患。
135 10: 2
三 ：

§ i

15i lO; l
骨 骨

曽 骨

15: 10: 2
一 ；

§ 胃

17: 2 : 1

貢忠rl
専従休職 どｰ一一一

財務事務官（復職）

税務職8級15号俸

税務職6級55号俸

○○国税局課税第二部酒類業調整官

○○税務署副署長

17: 4 ; 1
§ §
§ §

19: 4 ; 1
： ：

： ：

： ：

23: 7 i lO

255 7 : 10
： ：

： ：
： ：

25: 8 : 10
： ：

弓 §

25: 10i l
： ：
二 ■－

目 §

27胃 7 曽 10
： ：
5 5

27: 12: 10
； ；
§ §

29§ 7 § 10
§ §
§ §

30; 7 : 10
具 ミ
： ：

30i lO: 1

税務職7級61号俸

○○税務署特別国税調査官

○○国税局○○部統括国税調査官

○○税務署長

税務職8級32号俸

死亡退職Rl : 11 : 4

－7F
ロI |’

｛現職死亡の場合は｢死亡退職｣と記載する《

叙 位 叙 勲

決
定
一
係

申立位階を記入する

生前叙勲を受けていない場合､申立叙勲機は
死亡叙勲の申立て勲等を記載する．

申立位階を記入する

生前叙勲を受けていない場合､申立叙勲機は
一一金向塞＆（、÷．一一垂4.壷一二一,一一串ラ申

立
一

■
■

叙位審査票(A）



記載例:死亡叙位(元職員⑤）
叙 位 審 査

壺
一
不 (1/1)

｜
’

|I|
番
号

省
庁
等

裁
可
一
閣
議

財務省（国税庁） 令 年 月 日689

’肝臓癌令和2年6月8日 受付日死亡日

’ ’〒100-0013

東京都千代田区

コ
ー
ド

13101現住所 震が関3丁目1番1号
勲 章旧 氏 名 等｜ ペンネーム・芸名 1 位 階たろうこくぜいふりがな

男

国税 ： 太郎氏 名

褒 章最終学歴｜ 表彰歴
(80歳）昭和15年6月26日生年月日

○○大学○○学部○○学科

元大蔵事務官（○○税務署長）主要

経歴
(官職） 昭和○○年3月卒業

試験合格税務行政事務功労 試験 年 月功労名

ｰ幽竺 術考発令年月日’ 官 聡 名 等

回
’

１

■
■
■
む
ひ
●
■
●
●
■
●
凸
■
ｐ
■
■
■
■
“

月
４
’
７

寺
■
●
■
■
“
■
■
一
■
■
凸
●
■
●
甲
●
や
■

牛
却
一
田

大蔵事務官

税務職3等級5号俸

税務職特3等級8号俸57§ 1 § 1
： ：

： ：
： ：

58: 7 ; 12 国税庁直税部法人税課企画専門官

税務職8級IO号俸60号 7 ； ］

咽
■

高

■等官該当の官臓でなL

除算す~る。

■■■■●■■■ ■■＝■ヨ ー 凸4甲 ■……詑一”…

蕊○○国税局○○部○○課課長補佐

○○税務署副署長

０
０
１
１

７
７

甲
■
ｑ
い
■
①
二
■
由
■
■
■
■

０
３
６
６

633 8 ; 12

税務職9級12号俸

○○国税局○○部統括国税調査官

HI i lOi l

2 昏 7 ； 10
： ：

畠 旨

： ：

2 : 12: 12
§ §
： ：

4 § 7 ： 1(）
§ §
§ §

5 : 3 : 12
: ：

目 ：
: ：

5 : 10: 1
； ；
： ：

6 § 2 § 1
： ：

§ §

6 § 4 § I

○○国税局○○部○○第二課長

○○国税局○○部付

○○国税局○○部○○第二課長

’ I■5

税務職10級14号俸

○○国税局○○部○○第一課長6 : 7 ; 10
： ：

目 昌

： ：

8 ： 7 ； 10
： ：

： ;
9 § 7 § 10

○○国税局△△部○○課長

○○税務署長

←←l1 : 3 : 1
§ §
§ §

11 i 7 : 10
－冒 ：

§ ：

Rl i 6 : 8

癖
一
症

l
叙 位 叙 動

Jl b,

決
定
一
係

市
甲
一
ユ

叙位審査票(A）

勤務していない期間は通算できない。



褒 章 審 査
茜
一
季

(1 ／1）記載例:褒章(藍綬）

一
皿
し
番
畢
苦
ｌ
ド
｜
コ
ー
ド

|令3秋|:’

省庁等

令3秋 il
年
次 財務省（国税庁） 6胃8： 9

で~i太沼溝留L雪､§蚤塑煕
ニヨー頁嘉

埼玉県朝霞市本籍 l :1:2:2:7

_一ヶ

急一議熟宇美著琴愛
側とコードを一致させるT 100-0013

東京都千代田区
l :3; liOil現住所

ふりがな
_､､ ､學

性
別
一
男

褒勲 章
王乙

早旧氏名等ふりがな

氏 名

のうぜぃ たろう
萄名

I
改姓がある

場合に記載
大蔵太郎

（昭23.5. 1改納税 ； 太郎 姓←

|出生地|出生地昭和20年12月21日 埼玉県和光市(76歳）生年月日

元○○県納税貯蓄組合総連合会会長 最終学歴主要

経歴 Ｉ
ト
ー雪
○○学校

昭和○○年3月卒業納税功績功績名

r嬢卿遡臺
職期間

チ

在
「
’

職 名 等区分

唖

自
唖
至

○○勤務
ェックポイント

①履歴書と記載内容は一致しているか
②職名欄は
「生業j今「国税関係団体役職歴」今

「その他の団体の役職歴』

の順に記載されているか

③団体役職歴については

「署単位」今「県」今 「局(ブロック)」今
「全国」
の順に記載されているか

》

自
坐
至

○○商店経営

’
口
は
麺
不
エ

○○税務署管内納税貯蓄組合連合会
理事

門
日
宰
主

自
母
至

常任理事〃

自
垂
至

副会長リ

独

自
丑
至

会長〃

自
一
至

表彰朧

平成29年10月28日

財務大臣表彰（納税功労）

名誉会長〃

○○県納税貯蓄組合総連合会

常任理事

門
日
麺
至

唖

《
日
垂
至

副会長〃

》

治
睾
エ トー1 ；

鮒

○ 会長〃
主要経歴の在職年数を多くとる

全
Ｉ
式
丁

｛
日
封
至

名誉会長〃

戸
口
》
幸
エ

現在 現在
全国納税貯蓄組合連合会副会長

会
社
の
規
模
な
ど
灸

名称

資本金

従業員

販売高

役貝

名称

資本金

従業員

販売高

役員

自
田
至

顧問〃
51巴 万円

『

主要経歴に｢○｣をつける要経歴に｢○｣をつける I
ロ
ロ
函
エ
エ

人 人

事績概要

多年税務関係団体の要職にあって、斯界の向上に寄与した。 万円 万円

会社刷専常 会社副専常

決
定 危

漁

令和元年6月30日現在 ｜ 令和元年6月30日現在

|灘蕊撫嘉す‘団体規模調と一致させる

役員在職時の内容を記載する

○○県納税貯蓄組

合総連合会

○○税務署管内納税

貯蓄組合連合会
名称 名称

活動

範囲

活動

範囲
○○税務署管内 ○○県

賞
勲 規

模
な
ど

人人

会員数 会員数10，000 15,000
へ

E
ー

長副専常理

： ： ： ：

l § 6 § 0胃 10§21
ﾏ 且 ■ ■■｡■E■･■｡■ロﾛ･■｡■｡,

ー 人

203万円

長 圖l

：

l 目 7

専常理

： ：

l § l･蝿20
F "=..=--

- 人

■■■由■■■■■●■■■■●■■ﾛ

712万円

係
一
申
立

役員

職員

年予算

役員

職員

年予算
4 ：申立種別を記載する藍綬←



壺
一
季審 査章褒 (1 ／ 1）記載例:褒章(黄綬①）

一
胆
し
番
些
コ
ー
ド
一
『
－
１
ド

|il|令3秋|;’

省庁等

令3秋
年
次 財務省（国税庁） 6：8： 9

大沼溝沼1983番地の2埼玉県朝霞市

〒 100-0013

束京都千代田区

l il:2:2:7本籍

1 号3§ l :0i l現住所
霞が関3丁目1番1号

ふりがな

ペンネーム・芸名

性
別
一
唄
忽

二二

早
一
早 褒勲旧氏名等ふりがな

氏名

のうぜい たろう
》

納税 ： 太郎

|出生地’出生地 埼玉県和光市昭和23年11月24日 (73歳）生年月日

最終学歴現税理士噂～」主要

経歴

I黄綬褒章の場合は生業(会社)における

役職名等を上段に記入する
1 ； ○○大学経済学部

昭和○○年3月卒業業務精励（税理士業）功績名

在職期間 ｜在職年月劉

H
■

備考職 名 等区分

自
云
ユニ

(株)○○勤務

日
品
不
エ

△△税理士事務所勤務

白
鳳
率
エ

○○税理士事務所代表社員

ロ
口
和
幸
エ

税理士○

｜
’

自
》
至

目
唖
至

○○税理士会○○支部副支部長

（
日
）
至

副支部長同上

門
日
唖
幸
エ

表彰歴
支部長同上

命
日
》
幸
エ

○○税理士会理事

自
》
至

常務理事同卜

自
凹
至

畠ll会長|司上

白
ロ
四
季
士

同上 相談役

令和元年11月30日現在 現在
唾

自
恥
至

日本税理士会連合会理事
会
社
の
規
模
な
ど

○○税理士事務所

■■b■P･由b甲■ご■｡p頃甸｡｡■凸呂g早■●■■凸二 二 二 二二

万円

500

＝二三■=＝＝＝ 一 二 ＝ 再百石吾＝●●■い■●■■●●｡■

人

1

万円

5，747

名称

資本金

従業員

販売高

役員

名称

資本金

従業員

販売高

役員

》

古
日
一
幸
エ

日本税理士会連合会常務理事 万円

’
自
唖
至 人

事績概要

多年税理士としてよく職務に精励した。

万円

会社副専常会社副専常

： ： ： ：

： 1 ： ： ：

決
定

平成31年3月31日 現在 |令和元年7月1日 現在

団
体
の
規
模
な
ど

日本税理士会連合
会

○○税理士会

呂己■■●■■■■■■●■■●■巳■■■■■巳■

○○

名称名称

活動

範囲

活動

範囲
今回

賞
勲 名 人

会員数 会員数 71，0522，842

長副専常理

1 : 6: 1 : 15:33
■｡｡.晶｡｡...＆.....＆.....〃.....｡

13 *

34，603万円

常
調
－
２
－
６

…
ふ
４
垂
調

専
３
》
》
４

●
■
●
●
■
品
叩
、
。

Ⅲ
川
口
戸
ｈ
Ｕ
士
》
向
く
》

一
ｍ
鶴
。
Ⅱ
旦
叩
”

長
１

理
舵
》
人
一
ｍ

係 役員

職員

年予算

員
琶
目
算

一
理
子

役
》
職
一
年

由
子
－
工
黄綬



審 査
壺
一
示

ｊ
Ｌ章褒 (1 ／ 1）記載例:褒章(黄綬②）

|I|
趣
し
爵
量

コ
ー
ド
ー
コ
ー
ド

|令3秋|;’

省庁等

令3秋
年
次 財務省（国税庁） ()：6：8胃 9

一
一
一
一
年
一
一

大沼溝沼1983番地の2埼玉県朝霞市 l il:2:2:7本籍

〒 100-0013
l :3: 1:0i l現住所

霞が関3丁目1番1号東京都千代田区
ふりがな

ペンネーム・芸名
性
別 章 褒 章勲旧氏名等のうぜい たろうふりがな

氏 名 納税 ； 太郎 男

|出生地’出生地 埼玉県和光市昭和22年7月31日 (74歳）生年月日

現○○（株） 代表取締役社長 最終学歴主要

経歴

凸■｡｡■■■巳■｡■■■■■■■■巳■■■■■■■■■■■■■｡■■■■■■■■■■■寺●●■■●■■●■■｡●｡■■■■■■｡■争■■■■｡｡■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■由■■巳■■■■■凸Gい■●■■■、●■国pqp■■g■■甲

○○大学大学院○○科

昭和○○年3月修了業務精励（酒類製造業）功績名

在職期間 ｜在職年月謝職 名 等 備考

代表銘柄「○○」

区分

自
》
至

○○（株） 勤務

、
自
唾
至

専務取締役〃

認 I
自
田
至

酒類製造業-杜氏の場合は代表銘柄を記載酒類製造業-杜氏の場合は代表銘柄を記載代表取締役社長○ J『
'〃

’
自
唖
至

自
一
至

○○県酒造組合連合会副会長

○○県酒造組合副会長

(H12.4. 1名称変更）

向
具
奉
土

自
理
至

自
唖
至

》

目
》
至

○○商工会議所議員
～'.’ I

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

』

｛
日
《
至

監事
BT
FJ

｛
日
宰
主

常議員〃

目
蝿
至

副会頭〃

平成31年3月31日 現在 現在自
睡
至 会

社
の
規
模
な
ど

配
０
聖
０

牢
０
エ

５

ｍ

０

四

、

０

Ｊ

〃

■

田

・

株

唖

妬

一

夕
ｆ
ｌ
、
。

○
》
○
》

名称

資本金

従業員

販売高

役員

名称

資本金

従業員

販売高

役貝

目
睾
主 万円 万円

列 小売･卸の場合は｢酒類販売業jと記載小売･卸の場 記載

筆錘雲／ 万円5円

109,584

多年酒類製造業に従事し斯業の発展に尽力した。
会社副専常

： g ： g

o ； 1 ； 0 号0． ； 0

会社刷専常

決
定

平成31年3月31日 現在 現在

団
体
の
規
模
な
ど

○○県酒造組合名称 名称

活動

範囲

活動

範囲
○○県

賞
勲 者者

会員数会員数
戸戸

Db

へ

E
、－ノ

長副専常理長

1

副 ！＃常理

： ： ：

2§ 0§ l ： 9
p- ざ_曾一 __‐_署- ÷壼晶f，．.凸..

0 人

3，395万円

係
一
申
立

役員

職員

年予算

役員

職員

年予算

人

ﾛ■■●■■

万円
黄綬

褒章の場合も､他省庁関係団体の

役職歴がある場合は､必要に応じて

栄典協議を行う



章 審査
蘭
示褒 (1／1）記載例:褒章(黄綬③）

’
へ

E
…

年
次 令3秋

省
庁
等
財務省（国税庁）

コ
ー
ド

6

●

■

●

■

8：9
■

■

●

■

通
し
番
号

■
■
■
■
●
●
■
●
●
●
●
■
■

本籍 埼玉県朝霞市
●

：

;大沼溝沼1
■
●
●
●

983番地の2
コ
ー
ド

1

■ ●

● ■

● ●

● ●

● ●

1i2i2
● ●

■ ●

： :

7

現住所

一

T 100－0013

東京都千代田区

●
●
■
■

■
■
■
●
■
■

霞が関3丁目1番1号

コ
ー
Ｉ
賑
ｒ

1

■

■

■

■

：

3: 1
●

■

■

●

●

●

0 1

ふりがな

氏名

のうぜい

納税

たろう

太郎

性
別
一

男

旧氏名等
ふりがな

ペンネーム・芸名 勲 章 袋■ 章

生年月日 昭和18年12月17日 （78歳） 出生地 埼玉県和光市

主要

経歴

功績名

現杜氏
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業務精励（酒造業）

最終学歴

○○県立○○高等学校

○○科

昭和○○年3月卒業

区分

○

職 名 等

○○酒造㈱酒造従業員

××酒造㈱ 〃

××酒造㈱杜氏製造課長

××酒造㈱杜氏製造部長

○○杜氏組合幹事
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同上 幹事

同上 副幹事長

同上 副組合長

○○県杜氏組合連合会理事
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多年杜氏としてよく職務に精励した。

決
定
一
賞
勲
一
係
一
申
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会
社
の
規
模
な
ど

団
体
の
規
模
な
ど

平成31年3月31日 現在

名称 ××酒造㈱

資本金 2．100

万円

従業員 122

人

販売高 526.277

万円

役員
会社副専常
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令和元年5月31日現在

名称 ○○杜氏組合

活動

範囲
○○市

会員数

役員

職員

年予算

127

人

長副専常理
● ● ロ ●

2： 3；0；0； 7
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ー 人

535 万円

現在

名称

資本金

従業員

販売高

役員
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令和元年7月31日 現在

名称 ○○県杜氏組合連合会

活動

範囲

会員数

役員

兵庫県
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人
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一 人

年予算 69 万円



記載例:事前協議書

[栄典の受章環境について検討を要する候補者事前協議］

推薦省庁 財務省 番号 功労種別 税務行政事務功労

ふりがな

氏 名

○○○ ○○○○

○○ ○○ 年齢 ○○歳

経 歴 ○○税務署特別国税調査官

○○税務署副署長

○○税務署長

９
９

７
７

○
○
Ｓ
Ｈ
一
一
０
０
１
１

７
７

○
○
Ｓ
Ｓ

H0．7.10～H0.7. 10

取下げ等経緯

事案の概要 同人は、昭和○年○月○日、○○税務署にて行われた勤務時間内職

場集会に参加し、職員に対して集会参加をしょうようし、また、同署

総務課長の集会中止命令に反しなお参加しょうようを続け、同署署長

の職務復帰命令に従わなかった。

このことにより、同人は、服務規律違反により昭和○年○月○日付

で国家公務員法第82条第1項第2号の規定により、懲戒処分として

1月間俸給の月額の10分の1を減給された。

しかし、平成元年2月24日、昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等

の懲戒免除に関する政令（平成元年政令第29号）により、当該減給

処分は将来に向かって免除された。



記載例:勤務成績証明書

勤務成績証明書

元○○税務署長

○○ ○○

同人は、○○税務署○○課在職中、組合活動により、昭和○年○月○日に懲戒処分

を受けました。

しかし、平成元年2月24日、昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関す

る政令（平成元年政令第29号）により、当該減給処分は将来に向かって免除されてお

ります。

同人は自己の行為が不適切であったことを認め、十分に反省するとともに、従来に

も増して職務に精励しました。

同人は、昭和○年から平成○年まで約○年間の長きにわたり、戦前戦後の混迷を極

めた時代の税務行政の第一線にあって国家財政の確立に尽力し、辞職後は税理士とし

て関与先納税者はもとより地域住民の納税思想の向上に寄与するなど税務行政を側面

から支援し、その品行は多くの人々から信頼と尊敬を受けています。

以上のように、同人は、組合活動により懲戒処分を受けましたが、その功績が極め

て顕著であったことを踏まえ、特段の御配慮を賜わりますようお願いいたします。

令和2年○月○日

○○国税局総務部人事第二課長 ○○○○


